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はじめに 

 

 

  国税庁の実績評価については、「中央省庁等改革基本法」（平成10年６月12日法

律第103号）に基づき、財務大臣が、国税庁が達成すべき目標の設定、目標に対する

実績の評価及びそれらの公表を行うこととされています。 

このため、財務省では、「政策評価に関する基本計画」（令和５年３月財務省策

定）に基づき、財務省の政策評価に準じて国税庁の実績評価を行っています。 

また、同計画において、国税庁の実績評価の対象期間を７月から翌年６月までと

定めるとともに、６月末までに実施計画を策定した上で、翌年の10月末を目途に評

価を行うこととしています。 

なお、国税庁の実施計画の策定及び評価に当たっては、その客観性を確保し、評

価の質を高めるため、「財務省政策評価懇談会」を開催し、有識者の方々から御意

見をいただいています。 

更に、国税庁では、実施計画及びその評価を踏まえ、いわゆるＰＤＣＡサイクル

を通じて、効率的で質の高い税務行政を確実に実行することとしています。  

このように、財務省においては、国税庁の達成すべき目標を設定した上で、その

実績評価を適正に行うことにより、国税庁の行政の更なる改善を進めるとともに、

国民の皆様に対する説明責任を果たし、信頼される行政を目指してまいります。 

 

 

 

令和７年６月 

財  務  省 
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Ⅰ 令和７事務年度 国税庁実績評価実施計画についての説明 

 

 

１．国税庁の実績評価制度 

 ⑴ 財務大臣は、中央省庁等改革基本法第16条第６項第２号（Ｐ.10）の規定に基づき、国税庁長官

に権限を委任した事務（財務省設置法第20条に定める事務）の実施基準及び準則（Ｐ.10）を定め

るとともに、国税庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して、それらを公

表しています。 

 ⑵ 国税庁の実績評価は、財務省の実績評価方式による政策評価と実質的に同一であることから、

「政策評価に関する基本計画」（令和５年３月財務省策定。以下「基本計画」といいます。）の

定めるところに準じて実施しています。 

 ⑶ 国税庁の実績評価のスケジュールは、国税庁の事務が事務年度（７月１日から翌年６月30日）

で実施されていることから、事務年度を計画期間として定めるとともに、前事務年度の６月末ま

でに実施計画を策定し、翌事務年度の10月末を目途に評価書を作成して、公表しています。 

 ⑷ 国税庁の実績評価に当たっては、評価の客観性を確保し、評価の質を高めるため、有識者の方々

からなる「財務省政策評価懇談会」を開催して御意見を頂くとともに、国民の皆様に対して分か

りやすい説明に努めております。 

また、国税庁では、策定した実施計画及び評価を踏まえ、いわゆるＰＤＣＡサイクルを通じて

効率的で質の高い税務行政を実施していくこととしております。 

 

２．国税庁の実績評価の実施計画 

 財務大臣が設定する国税庁が達成すべき目標は、実績目標(大)、実績目標(小)、業績目標（以下

「実績目標等」といいます。）として、実施計画において明らかにしています。また、実績目標等

は３段階で設定しており、これらの目標間の関係については、参考１「『国税庁の使命』と『実績

目標等』の体系図」（Ｐ.６）において示しています。 

令和７事務年度の実施計画は、「Ⅱ 令和７事務年度 国税庁実績評価実施計画」（Ｐ.３）のと

おり策定しており、実績目標（大）を３、実績目標（小）を５、業績目標を８設定しています。 

また、実績目標等には、それを達成するための施策を設定するとともに、各施策には、その達成

状況を測定するための測定指標を設定しています。更に、各施策に設定した測定指標には、一つ以

上を「主要なもの」とすることによって、それに重点を置いた評価を行うこととしています。 

なお、目標ごとに設定した施策及び測定指標は、「Ⅱ 令和７事務年度 国税庁実績評価実施計

画」の参考２「令和７事務年度の国税庁が達成すべき目標ごとの施策及び測定指標」（Ｐ.７）及び

参考３「測定指標一覧表」（Ｐ.８）に掲載しております。 

 

 

（以 上） 
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Ⅱ 令和７事務年度 国税庁実績評価実施計画 

   

 

令和７事務年度の国税庁実績評価実施計画として、次のものを定めます。 

  

１．計画期間（評価の対象期間） 

    令和７年７月１日から令和８年６月30日までの１年間 

 

２．評価方法 

実績評価方式による事後評価 

 

３. 計画期間内において評価の対象となる実績目標等   

  計画期間内において、評価対象となる実績目標等は次のとおりです。 

   

  実 績 目 標 ( 大 ) １ 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収 

  実績目標(小)１－１ 税務行政の適正な執行 

  実績目標(小)１－２ 税務行政のデジタル・トランスフォーメーション 

 

 

業績目標１－２－１ オンラインによる税務手続の推進 

 
業績目標１－２－２ デジタルの活用による業務の効率化・高度化 

業績目標１－２－３ 事業者のデジタル化促進 

  実績目標(小)１－３ 納税者サービスの充実 

 
 

業績目標１－３－１ 広報・広聴活動等の充実 

 業績目標１－３－２ 相談等への適切な対応 

  実績目標(小)１－４ 適正な調査・徴収等の実施及び納税者の権利救済 

 

 

業績目標１－４－１ 適正申告の実現及び的確な調査・行政指導の実施 

 業績目標１－４－２ 期限内収納の実現及び滞納の整理促進への取組 

 業績目標１－４－３ 不服申立てへの取組 

  実績目標(小)１－５ 国際化への取組 

  実 績 目 標 ( 大 ) ２ 酒類業の健全な発達の促進 

  実 績 目 標 ( 大 ) ３ 税理士業務の適正な運営の確保 

 

  ４．評価基準 

    実績評価は、必要性、有効性、効率性等の観点に加え、測定指標等に照らした「実績

目標等」の達成度の観点等を総合勘案して評価を行います。 

    各目標は、目標の達成手段である施策ごとに測定指標を設定します。 

    評価においては、まず、施策の実施状況について、測定指標の達成度をベースとし

て「ｓ＋」～「ｃ」の５段階で評定を行います。次に、それぞれの目標について施策の

評定を総合して、「Ｓ＋」～「Ｃ」の５段階で評定を行います。 

    なお、実績目標（大）１は、実績目標（小）１－１～１－５の評定を総合して「Ｓ

＋」～「Ｃ」の５段階で評定を行います。同様に、実績目標（小）１－２は、業績目標
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１－２－１～１－２－３の評定を総合して、実績目標（小）１－３は、業績目標１－３

－１及び１－３－２の評定を総合して、実績目標（小）１－４は、業績目標１－４－１

～１－４－３の評定を総合して、それぞれ「Ｓ＋」～「Ｃ」の５段階で評定を行いま

す。 

  

  ５．事前分析表の作成 

「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成25年12月20日政策評

価各府省連絡会議了承。以下「ガイドライン」といいます。）に基づき事前分析表を作

成します。事前分析表においては、実績目標（大）３、実績目標（小）５、業績目標８

ごとに分析を行い、目標ごとに次の項目を記載しています。 

 ⑴ 実績目標等 

     実績評価の対象となる実績目標又は業績目標を記載しています。 

   ⑵ 実績目標等の内容及び目標設定の考え方 

     その目標を設定した意図、理由等について記載しています。 

   ⑶ 実績目標等を達成するための実績目標（小）、業績目標又は施策 

     下位目標の設定がある場合は、実績目標（小）又は業績目標を、設定がない場合

は、施策を記載しています。 

⑷ 関連する内閣の基本方針等 

     実績目標等に関連する所信表明演説、施政方針演説、財政演説及び重要な閣議決

定などのうち、原則として計画期間前の直近１年間のものについて記載しています。 

   ⑸ 施策 

施策名について記載しています。 

   ⑹ 取組内容 

     施策の具体的取組内容について記載しています。 

   ⑺ 測定指標 

施策の評価を行うに当たっての測定指標について記載しています。 

また、「定量的な測定指標」と「定性的な測定指標」の区分、「主要な測定指標」

と「その他の測定指標」との区別を明示するとともに、指標の概要を記載していま

す。 

なお、定量的な測定指標については、「目標値の設定の根拠」を記載しています。 

さらに、施策の実施状況を把握するためのものとして、それぞれの測定指標に関

係する参考指標を設定している場合があります。     

⑻ 参考指標 

   参考指標の設定がある場合は、それぞれの測定指標の下部に記載しています。 

⑼ 今回廃止した測定指標とその理由 

   測定指標を廃止した場合には、その指標名と廃止理由等を記載しています。    

⑽ 実績目標等に係る予算額等 

     当該目標に係る予算額を記載しています。 

462



令和７事務年度 国税庁実績評価実施計画 

- 5 -

なお、対応する「行政事業レビュー」がある場合は、予算事業ＩＤも記載してい

ます。 

⑾ 担当部局名

担当する部局名を記載しています。

⑿ 実績評価実施予定時期

実績評価を実施する時期を記載しています。
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施策名 定量 定性

⑴ 関係法令の適正な適用と迅速な処理 3
⑵ 税務行政の透明性の確保及び個人情報の適切な取扱い等 2
⑶ 守秘義務の遵守 1
⑷ 職員研修の充実 1

⑴ オンライン申告等の推進 9
⑵ マイナンバー制度の普及・定着に向けた取組 1
⑶ 利用者目線に立った情報提供 1 1
⑷ キャッシュレス納付の推進 1
⑸ 申請・届出等の合理化・デジタル化 1
⑴ 内部事務のセンター化の推進 1
⑵ 照会等のオンライン化の推進 1 1
⑶ データ活用等による税務執行の効率化・高度化等 1
⑴ 事業者のデジタル化関連施策の周知・広報 1
⑵ 関係省庁などの関係機関との連携・協力 1

⑴ 国民各層・納税者の方々への広報活動の充実 2
⑵ 租税に関する啓発活動 3 1
⑶ 関係民間団体との協調関係の推進 1
⑷ 地方公共団体との協力関係の確保 1
⑸ 国民各層・納税者の方々からの意見や要望への的確な対応等 1
⑴ 納税者からの相談等への適切な対応 4 1
⑵ 納税者からの苦情等への迅速・適切な対応 1
⑶ 改正消費税法への対応 1

⑴ 有効な資料情報の収集 1
⑵ 的確な調査事務の運営 2 2
⑶ 社会・経済状況に対応した調査への取組 2
⑷ 悪質な脱税者に対する査察調査の実施 1
⑴ 期限内収納の実現に向けた各種施策の実施 1
⑵ 滞納を未然に防止するための取組 1
⑶ 効果的・効率的な徴収事務の運営 1 1
⑷ 滞納の整理促進への取組 1
⑸ 厚生労働大臣から委任される年金保険料の徴収 1
⑴ 不服申立ての適正・迅速な処理 2
⑵ 裁決事例の公表の充実 1
⑴ 税務当局間の要請に基づく情報交換 1
⑵ 共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施 1
⑶ 国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換の的確な実施 1
⑷ 相互協議事案の適切・迅速な処理 1
⑸ 外国税務当局との知見の共有 1
⑹ 開発途上国に対する技術協力 1
⑴ 日本産酒類の輸出促進の取組 2 1
⑵ 酒類の安全性の確保と品質水準の向上への対応 1 1
⑶ 酒類の公正な取引環境の整備 1
⑷ 構造・経営戦略上の問題への対応 1
⑸ 独立行政法人酒類総合研究所との連携 1
⑹ 20歳未満の者の飲酒防止対策等の推進 1
⑺ 酒類に係る資源の有効な利用の確保 1
⑴ 税理士会等との連絡協調の推進 1
⑵ 税理士等に対する指導監督の的確な実施 1
⑶ 書面添付制度の普及・定着に向けた取組 1

49 38 41

令和７事務年度の国税庁が達成すべき目標ごとの施策及び測定指標

実績の目標
施策数 測定指標数

実績目標(大)１
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収

－ －

実績目標(小)1-1
税務行政の適正な執行

4

実績目標(小)1-2
税務行政のデジタル・トランスフォーメーション

－

3

－

業績目標1-2-1
オンラインによる税務手続の推進

5

業績目標1-2-2
デジタルの活用による業務の効率化・高度化

3

業績目標1-2-3
事業者のデジタル化促進

2

－－

5

実績目標(小)1-3
納税者サービスの充実

業績目標1-3-1
広報・広聴活動等の充実

5

業績目標1-3-2
相談等への適切な対応

7

実績目標(小)1-4
適正な調査・徴収等の実施及び納税者の権利救済

－

実績目標(小)1-5
国際化への取組

6

実績目標(大)２
酒類業の健全な発達の促進

－

業績目標1-4-1
適正申告の実現及び

的確な調査・行政指導の実施
4

業績目標1-4-2
期限内収納の実現及び

滞納の整理促進への取組

業績目標1-4-3
不服申立てへの取組

2

実績目標(大)３
税理士業務の適正な運営の確保

3

上　記　合　計

- ７ -

参考２
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指標の種類 指　標　名 頁

主 実 1-1-1-A-1 「更正の請求」の３か月以内の処理件数割合 5

主 実 1-1-1-A-2 所得税還付金の６週間以内の処理件数割合 6

主 実 1-1-1-A-3
酒類の製造及び販売業免許の標準処理期間内の処理件数
割合

6

主 実 1-1-2-B-1 情報公開法に基づく開示請求等への適切な対応 7

主 実 1-1-2-B-2
個人情報保護法及び番号法に基づく（特定）個人情報の
適切な管理及び開示請求等への適切な対応

7

主 実 1-1-3-B-1 守秘義務遵守の周知徹底 7

主 実 1-1-4-B-1 アンケート調査による受講者の意見の把握等 8

主 業 1-2-1-1-A-1 e-Taxの利用状況（所得税の申告手続） 13

主 業 1-2-1-1-A-2 e-Taxの利用状況（法人税の申告手続） 13

主 業 1-2-1-1-A-3
e-Taxの利用状況（法人税の添付書類を含めた申告手
続）

14

主 業 1-2-1-1-A-4 e-Taxの利用状況（消費税（個人）の申告手続） 14

主 業 1-2-1-1-A-5 e-Taxの利用状況（消費税（法人）の申告手続） 14

業 1-2-1-1-A-6 e-Taxの利用状況（相続税の申告手続） 15

業 1-2-1-1-A-7 e-Taxの利用状況（納税証明書の交付請求手続） 15

業 1-2-1-1-A-8 e-Taxの利用満足度 15

主 業 1-2-1-1-A-9
国税庁ホームページ｢確定申告書等作成コーナー｣を利用
した自宅等からのe-Tax申告状況

16

主 業 1-2-1-3-A-1 一般相談に占めるデジタル相談の割合 17

主 業 1-2-1-4-A-1 キャッシュレス納付の利用状況 19

主 業 1-2-1-2-B-1 マイナンバー制度の普及・定着に向けた取組 17

主 業 1-2-1-3-B-1 利用者目線に立った情報提供に向けた取組 18

主 業 1-2-1-5-B-1 申請・届出等の合理化・簡素化の状況 19

(定量的) 業 1-2-2-2-A-1 オンライン照会可能な金融機関数 22

主 業 1-2-2-1-B-1 内部事務のセンター化の状況 21

主 業 1-2-2-2-B-1 照会等のオンライン化の状況 22

主 業 1-2-2-3-B-1 データ活用による調査・徴収の効率化・高度化 23

主 業 1-2-3-1-B-1 事業者のデジタル化関連施策の周知・広報 25

主 業 1-2-3-2-B-1 関係省庁などの関係機関との連携・協力 26

主 業 1-3-1-1-A-1 国税の広報に関する評価 29

業 1-3-1-1-A-2 確定申告の広報に関する評価 29

主 業 1-3-1-2-A-1 租税教室等受講者の理解度 30

業 1-3-1-2-A-2 税務大学校における公開講座の内容の満足度 31

業 1-3-1-2-A-3 租税史料室（税務情報センター）見学者の満足度 31

主 業 1-3-1-2-B-1 租税に関する啓発活動の集中的な実施 31

主 業 1-3-1-3-B-1
関係民間団体との連携・協調関係の推進及び広報活動等
の協力要請

32

主 業 1-3-1-4-B-1 地方公共団体との協力関係確保のための協議会等の開催 32

主 業 1-3-1-5-B-1
国民各層・納税者の方々からの意見や要望への的確な対
応

33

主 業 1-3-2-1-A-1 電話相談センターにおける10分以内の相談割合 36

業 1-3-2-1-A-2 電話相談センターにおける電話相談の満足度 36

業 1-3-2-1-A-3 税務署の窓口・相談対応に対する評価 37

業 1-3-2-1-A-4
文書回答手続による事前照会に対する３か月以内の処理
件数割合

37

主 業 1-3-2-2-A-1 苦情の３日以内の処理件数割合 38

主 業 1-3-2-1-B-1 確定申告期間における適切な対応 37

主 業 1-3-2-3-B-1 改正消費税法に関する相談等への適切な対応 38

(定性的)

業績目標1-2-1
　オンラインによ
る税務手続の推進

(定性的)

業績目標1-3-1
　広報・広聴活動
等の充実

(定量的)

業績目標1-3-2
　相談等への適切
な対応

(定量的)

(定性的)

(定量的)

(定性的)

実績目標(小)1-3　納税者サービスの充実

業績目標1-2-2
　デジタルの活用
による業務の効率
化・高度化

業績目標1-2-3
　事業者のデジタ
ル化促進

(定性的)

実績目標(小)1-2　税務行政のデジタル・トランスフォーメーション

測定指標一覧表

目　標 指標番号

実績目標(大)１　内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収

実績目標(小)1-1
　税務行政の適正な
執行

(定量的)

(定性的)
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指標の種類 指　標　名 頁

主 業 1-4-1-2-A-1 調査関係事務の割合 42

主 業 1-4-1-2-A-2 調査関係事務の割合（調査課分） 43

主 業 1-4-1-1-B-1 有効な資料情報の収集 41

業 1-4-1-2-B-1 効果的・効率的な調査事務運営の推進 43

業 1-4-1-2-B-2 大法人の税務コンプライアンスの維持・向上 43

主 業 1-4-1-3-B-1 大口・悪質な不正事案等への的確な対応 45

主 業 1-4-1-3-B-2 国際化や新分野の経済活動への的確な対応 45

主 業 1-4-1-4-B-1 悪質な脱税者に対する査察調査の的確な実施 45

(定量的) 主 業 1-4-2-3-A-1 滞納整理事務の割合 48

主 業 1-4-2-1-B-1 期限内収納を確保するための取組 47

主 業 1-4-2-2-B-1 滞納を未然に防止するための取組 48

主 業 1-4-2-3-B-1 効果的・効率的な滞納整理の実施 49

主 業 1-4-2-4-B-1 滞納の整理促進への取組 49

主 業 1-4-2-5-B-1 厚生労働大臣から委任される年金保険料の徴収 50

主 業 1-4-3-1-A-1 「再調査の請求」の３か月以内の処理件数割合 51

主 業 1-4-3-1-A-2 「審査請求」の１年以内の処理件数割合 52

(定性的) 主 業 1-4-3-2-B-1 裁決事例の公表の充実 52

主 実 1-5-1-A-1 情報提供要請に対する90日以内の対応 54

主 実 1-5-6-A-1 開発途上国に対する技術協力の満足度 57

主 実 1-5-2-B-1
共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の情報交
換の的確な実施

55

主 実 1-5-3-B-1 国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換の的確な実施 55

主 実 1-5-4-B-1 相互協議事案の適切・迅速な処理 56

主 実 1-5-5-B-1 外国税務当局との知見の共有 56

主 実 2-1-A-1 日本産酒類の輸出促進のための新規販路の開拓支援 60

主 実 2-1-A-2 日本産酒類の輸出促進のための中長期的観点からの支援 60

主 実 2-2-A-1 酒類製造業者の製造工程の改善に関する相談の満足度 62

主 実 2-3-A-1
酒類の取引状況等実態調査による指示・指導事項の改善
割合

63

実 2-1-B-1 日本産酒類の輸出促進のための効果的・効率的な取組 61

実 2-2-B-1
酒類の安全性の確保への対応及び酒類業者のコンプライ
アンスの維持・向上

62

主 実 2-4-B-1 構造・経営戦略上の問題への対応 63

主 実 2-5-B-1 独立行政法人酒類総合研究所との連携による支援 64

主 実 2-6-B-1 20歳未満の者の飲酒防止対策等の推進の取組 65

主 実 2-7-B-1 酒類に係る資源の有効な利用の確保への対応 65

主 実 3-1-A-1 税理士会等への研修会等の評価 67

主 実 3-2-A-1 税理士専門官による指導監督等事務の割合 68

(定性的) 主 実 3-3-B-1 書面添付制度の普及・定着に向けた積極的な取組 69

(定性的)

(定量的)

(定性的)

(定量的)

（注）頁については、実績評価の事前分析表の頁を記載しています。

実績目標(大)２　酒類業の健全な発達の促進

目　標 指標番号

実績目標(小)1-4　適正な調査・徴収等の実施及び納税者の権利救済

業績目標1-4-1
　適正申告の実現
及び的確な調査・
行政指導の実施

(定量的)

(定性的)

業績目標1-4-2
　期限内収納の実
現及び滞納の整理
促進への取組

(定性的)

業績目標1-4-3
  不服申立てへの
取組

(定量的)

実績目標(小)1-5
　国際化への取組

(定量的)

実績目標(大)３　税理士業務の適正な運営の確保
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○ 中央省庁等改革基本法（抄）

第16条 

第６項 

第二号 （省略） 府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当

該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設

定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。 

○ 国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令（抄）

財務省訓令第12号 

国 税 庁 長 官 

国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令を次のように定める。 

  平成13年１月６日 

 財務大臣  宮 澤 喜 一 

国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令 

（訓令の目的） 

第１条 この訓令は、中央省庁等改革基本法（平成10年法律第103号）第16条第６項第２号の規定

に基づき、国税庁の事務の実施基準及び準則を定めることを目的とする。 

（国税庁の所掌事務） 

第２条 国税庁は、財務省設置法（平成11年法律第95号）第20条に定める事務を所掌し、別表に

掲げる法律を執行する。 

参考条文等
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（事務の実施基準） 

第３条 国税庁は、その所掌する事務の実施に当たり、納税者の自発的な納税義務の履行を適正

かつ円滑に実現するため、納税環境を整備し、適正かつ公平な税務行政を推進することにより、

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図るとともに、酒類業の健全な発達及び税理士

業務の適正な運営の確保を図ることを基準とする。 

 

（準則） 

第４条 国税庁は、前条の基準にのっとり、次の各号に掲げる事項を準則とし、透明性と効率性

に配意しつつ事務を行うものとする。 

一 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ることについては、次に掲げるところに

よる。 

イ 納税環境の整備 

(ｲ) 申告及び納税に関する法令解釈及び事務手続等について、納税者に分かりやすく的確

に周知すること。 

(ﾛ) 納税者からの問い合わせ及び相談に対して、迅速かつ的確に対応すること。 

(ﾊ) 租税の役割及び税務行政について幅広い理解及び協力を得るため、関係省庁等及び国

民各層からの幅広い協力及び参加の確保に努めていくこと。 

ロ 適正かつ公平な税務行政の推進 

(ｲ) 関係法令を適正に適用すること。 

(ﾛ) 適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認められる納税者に対しては

的確な調査及び指導を実施することにより誤りを確実に是正すること。 

(ﾊ) 期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行わない納税者に対して滞納処

分を執行するなどにより確実に徴収すること。 

(ﾆ) 納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正かつ迅速に対応する

こと。 

二 酒類業の健全な発達を図ることについては、次に掲げるところによる。 

イ 酒類業の経営基盤の安定を図るとともに、醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及

び安全性の確保を図ること。 

ロ 酒類に係る資源の有効な利用の確保を図ること。 

三 税理士業務の適正な運営の確保を図ることについては、次に掲げるところによる。 

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理

念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な

実現を図るという使命を負っている。これを踏まえ、税理士が申告納税制度の適正かつ円滑

な運営に重要な役割を果たすよう、その業務の適正な運営の確保に努めること。 

 

附則 

この訓令は、平成13年１月６日から施行する。 

 

別表（略）  
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Ⅰ 令和７事務年度 国税庁実績評価の事前分析表 

 

 

  財務省では、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成13年法律第86号。以下「政策評

価法」といいます。）及び財務省の基本計画に基づき、主要な政策分野の全てについて、あらかじ

め目標を設定し、政策評価を行っています。政策評価法では政策評価を実施する場合に実施計画を

定めることとされていることから、財務省では、評価対象年度の開始までに実施計画を策定してい

ます。これと併せて、ガイドラインに基づき、政策評価の事前分析表を作成し、公表します。 

  ガイドラインに基づく目標管理型の政策評価においては、目標を適切に設定することが重要であ

り、要するコストとともに、目的、目標（指標）、それらの達成手段、各手段がいかに目標等の実

現に寄与するか等に係る事前の想定を分かりやすく重要な情報に絞った形であらかじめ整理、公表

し、事後に実績を踏まえて検証していくことは、各行政機関の政策体系の一層の明確化、外部検証

の促進、各行政機関の長等によるマネジメントの強化等に有効とされています。 

  これらの趣旨を踏まえ、国税庁の実施計画においては、財務省の政策評価と同様に、平成26事務

年度から実施計画の一部として事前分析表を作成し、実施計画で設定した、実績目標（大）３、実

績目標（小）５、業績目標８ごとに一定の分析を行っています。 

  具体的には、各目標に関係する測定指標・予算を目標ごとに明示し、定量的な測定指標の設定に

加え、定性的な測定指標を設定しているほか、目標の設定の考え方、施策及び取組内容などを記載

しています。 

  このように、実績評価に関する情報の公表を通じて、税務行政の透明性を確保することにより、

国民の皆様に対する説明責任を果たし、信頼される税務行政を目指してまいります。 

 

 

（以 上） 
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（国税庁 ７実１） 

実績目標の内容及び

目標設定の考え方 

国税庁は、納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現することを使

命としています。この使命を達成するため、次に掲げるところにより、財務省設置

法第19条に定められた任務の一つである、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の

実現を図ります。 
１．税務行政の適正な執行 

  国税庁がその使命と任務を十分に果たしていくためには、税務行政に対する国

民各層・納税者の方々の理解と信頼が不可欠です。このため、税務行政の執行に

当たっては、納税者に対して誠実に対応するとともに、守秘義務（用語集参照）

を遵守し、綱紀を保持した上で、法令に則り公正かつ誠実に職務を遂行します。 
２．税務行政のデジタル・トランスフォーメーション 

  経済社会の変化に柔軟に対応し、納税者の利便性の向上と課税・徴収の効率

化・高度化を推進する観点から、デジタル技術を活用し、税務に関する手続や業

務の在り方の見直し（税務行政のデジタル・トランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ））に取り組みます。 
また、税務行政のＤＸと併せて、事業者の業務のデジタル化を促進することに

より、税務を起点とした社会全体のＤＸの進展に貢献していくこととしていま

す。 
３．納税者サービスの充実 

我が国が採用する申告納税制度が適正に機能するためには、納税者の高い納税

意識と納税義務の自発的かつ適正な履行が必要です。このため、租税の意義や税

法の知識・手続、税制改正の内容などについて正しく理解していただけるよう、

国民各層・納税者の方々の視点に立った広報・広聴活動を行うとともに、相談等

に対して迅速かつ的確に対応します。 

また、窓口等で納税者と接する職員からの事務改善等に係る意見を集約し、事

務処理等について不断の見直しを行うなど、納税者サービスの充実に努めます。 
４．適正な調査・徴収等の実施及び納税者の権利救済 

国税庁がその使命と任務を果たすためには、適正な申告・納税を行った納税者

が不公平感を抱くことのないよう、適正・公平な税務行政を推進することが重要

です。このため、税務行政の執行に当たっては、関係法令を適正に適用し、効果

的・効率的な調査・徴収等の事務運営を推進するとともに、申告が適正でないと

認められる場合には、的確な調査・行政指導を実施して誤りを確実に是正し、期

限内に納付を行わない場合には、滞納処分を執行するなどして確実に徴収しま

す。 

また、不服申立て等に適正・迅速に対応することにより、納税者の正当な権利

利益の救済を図ります。 
５．国際化への取組 

経済取引のグローバル化・デジタル化の進展により、新たな取引形態が拡大す

る中で、国際的な租税回避行為への対応や税務上のコンプライアンスの維持・向

上などの課題に的確に対応するため、外国税務当局との知見の共有や協力関係の

強化など、国際化への取組を推進します。 

 

  

○ 実績目標(大)１：内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収 
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上記の「実績目標（大）」を達成するための「実績目標（小）」 

 実績目標(小)1-1：税務行政の適正な執行 

実績目標(小)1-2：税務行政のデジタル・トランスフォーメーション 

実績目標(小)1-3：納税者サービスの充実 

実績目標(小)1-4：適正な調査・徴収等の実施及び納税者の権利救済 

実績目標(小)1-5：国際化への取組 

 

  

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 

○参考指標１「国税職員の定員の推移」 

○参考指標２「申告書の提出件数（個人）」 

○参考指標３「相続税申告書の提出件数」 

○参考指標４「申告書の提出件数（法人）」 

○参考指標５「収納済税額」 

○参考指標６「100円当たりの徴税コスト」 

○参考指標７「事務改善についての提案件数」 

○参考指標８「非行の予防講話等の実施回数（署職員１人当たり）」 
  

実績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 
行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

 

内国税等の賦課及

び徴収に必要な経

費   （千円） 

外 51,114,142 

57,549,341 

外 75,505,472 

60,058,101 

外 86,365,631 

61,612,717 

外 50,041,811 

57,970,267 
 

（注１）「実績目標に係る予算額」の表中には、実績目標(大)１に係る予算額を記載しています。 

（注２）斜線は対応する行政事業レビューがないことを示します。 

（注３）令和４年度の外書きは内閣官房及びデジタル庁、令和５～７年度の外書きはデジタル庁に「（項）情報通信技術調達

等適正・効率化推進費」にて一括計上されているシステム関係の予算額です。   

 

関連する内閣の基本方針等 

○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 

○「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和２年12月25日閣

議決定） 

○「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和６年６月21日閣議決定）

担当部局名 

長官官房（総務課、情報公開・個人情報保護室、

公文書監理室、税理士監理室、広報広聴室、人事

課、会計課、企画課、デジタル化・業務改革室、

データ活用推進室、法人番号管理室、参事官、国

際業務課、相互協議室、厚生管理官、監察官、税

務相談官）、課税部（課税総括課、消費税室、軽

減税率・インボイス制度対応室、審理室、個人課

税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、酒類業

振興・輸出促進室、資産評価企画官、鑑定企画

官）、徴収部（管理運営課、徴収課）、調査査察

部（調査課、査察課）、税務大学校、国税不服審

判所 

実績評価実施時期 令和８年 10 月 
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国税庁（７実１－１） 

 

 

実績目標の内容及び

目標設定の考え方 

申告納税制度の下において、税務行政を円滑に推進するためには、国民各層・納

税者の方々の理解と信頼を得ることが基本となります。 

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図るため、経済社会の高度化、複雑化に対

応し、関係法令を適正に適用するとともに、事務を迅速に処理するほか、守秘義務

を遵守するなどにより、税務行政を適正に執行します。 

 

上記の「実績目標 (小)」を達成するための「施策」 

 

実1-1-1：関係法令の適正な適用と迅速な処理 

実1-1-2：税務行政の透明性の確保及び個人情報の適切な取扱い等 

実1-1-3：守秘義務の遵守 

実1-1-4：職員研修の充実 

 

関連する内閣の基本方針等 
○「公文書管理の適正の確保のための取組について」（平成30年７月20日

行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議決定） 

  

施策 実 1-1-1：関係法令の適正な適用と迅速な処理 

取組内容 

１．更正の請求の適正かつ迅速な処理 

税額を過大に申告した場合等における納税者の救済手段である更正の請求（用語集参照）

の処理に当たっては、事実関係を確認の上、関係法令を適正に適用し、迅速に処理します。 

また、更正の請求に必要となる書類について、引き続き周知等を図ります。 

２．所得税還付金の適正かつ迅速な処理 

所得税還付金の支払に当たっては、国税総合管理（ＫＳＫ）システム（用語集参照）等を

活用した還付申告書のチェックのほか、職員による厳正な審査を実施した上で、的確な進行

管理を行い、迅速に処理します。 

また、還付申告書への添付書類や還付金支払先の記載に当たっての留意点について、引き

続き周知を図ります。 
３．酒類の製造及び販売業免許の適正かつ迅速な処理  

酒税の的確な確保を図るため、酒類の製造及び販売業には免許制度が設けられており、酒

類の製造及び販売業を行うためには、免許を受ける必要があります。 

免許の申請等については、親切かつ丁寧に対応するとともに、その処理に当たっては、透

明性や公平性にも配意しつつ、酒税法及び法令解釈通達に定める要件・手続に則して適正か

つ迅速に処理します。 

また、酒類業者の的確な実態把握を行い、長期休業場等については免許の取消処分を行う

など、厳正かつ適切な免許管理を行います。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実1-1-1-A-1：「更正の
請求」の３か月以内の
処理件数割合 
     （単位：％）                                           

事務年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 97.4 96.7 97.2 N.A.  

（出所）長官官房企画課、課税部消費税室、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課調 

（注１）「更正の請求」がなされた場合、税務署長は提出された納税申告書に記載された課税標準又は税額等の計算が 

   法律の規定に従っているか調査し、更正することとされています。 

（注２）令和６事務年度の実績値は、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

○ 実績目標(小)１－１：税務行政の適正な執行 
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（目標値の設定の根拠） 

更正の請求に係る処理が迅速に行われているかを測定するため、その３か月以内の処理件数割合を

指標として設定しています。目標値は、適正な事務処理水準を維持する観点及び過去の実績値を踏ま

え、令和６事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標１「『更正の請求』の処理件数」 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実1-1-1-A-2：所得税還
付金の６週間以内の処
理件数割合 

（単位：％） 

事務年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 96.7 95.3 94.3 N.A.  

（出所）長官官房企画課、課税部個人課税課、徴収部管理運営課調 

（注１）令和６事務年度の実績値は、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（注２）令和７事務年度におけるサンプル調査の概要は、P.74に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

所得税の還付金処理が迅速に行われているかを測定するため、その６週間以内の処理件数割合を指

標として設定しています。目標値は、適正な事務処理水準を維持する観点及び過去の実績値を踏ま

え、令和６事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標２「所得税還付申告書提出件数」 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実1-1-1-A-3：酒類の製
造及び販売業免許の標準
処理期間内の処理件数割
合 

（単位：％） 

形態 会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

製造免許 
目標値 100 100 100 100 100 

実績値 100 100 100 N.A.  

販売業免許 
目標値 100 100 100 100 100 

実績値 100 100 100 N.A.  
（出所）課税部酒税課調 

（注１）標準処理期間は、免許の種類及び申請等の内容により異なりますが、税務署長限りで処理するものについて

は、原則として、申請書類が提出された日の翌日から起算して２か月以内です。 

（注２）実績値は、申請者の都合によって標準処理期間内に処理を行わなかったものを除いて算出しています。 

（注３）令和６年度の実績値は、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

酒類の製造免許の申請が増加傾向にあるなど免許事務が増大する中、適正な免許処理を行う観点か

ら、酒類の製造及び販売業免許に係る処理が迅速に行われているかを測定するため、標準処理期間内

の処理割合を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値を踏まえ、100％に設定しました。 

○参考指標３「酒類の製造及び販売業免許場数の推移」 
○参考指標４「酒類の製造及び販売業免許の処理件数等」 

施策 実 1-1-2：税務行政の透明性の確保及び個人情報の適切な取扱い等 

取組内容 

１．情報公開法に基づく開示請求等への適切な対応 

国民各層・納税者の方々に開かれた透明性のある税務行政の実現に向け、「国税庁行政文

書管理規則」等に基づき行政文書を適切に管理し、行政機関の保有する情報の公開に関する

法律（情報公開法）に基づき、開示請求等に対して適切に対応します。 

２．個人情報保護法及び番号法に基づく（特定）個人情報の適切な管理及び開示請求等への適

切な対応 
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個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）や行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（番号法）等の趣旨を踏まえ、個人の権利利益を保護す

るため、個人情報を適切に取り扱います。 
特に、マイナンバーを含む個人情報については、一層厳格な取扱いが求められていること

から、全職員を対象とした研修及び管理状況の点検等を通じ、職員にその重要性を周知徹底

することで意識の向上を図るとともに、厳正に管理します。 
また、個人情報保護法に基づく開示請求等に対しても、適切に対応します。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実1-1-2-B-1：情報公開法に基づく開示請求等への適切な対応 

（令和７事務年度目標） 

情報公開法に基づく開示請求等に対して適切に対応します。 

（目標の設定の根拠） 

情報公開法に基づく開示請求等に適切に対応することが、税務行政の透明性を確保するため

に重要であることから、目標として設定しています。 

○参考指標１「情報公開法に基づく開示請求件数等」 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実1-1-2-B-2：個人情報保護法及び番号法に基づく（特定）個人情報の適切な管理及び

開示請求等への適切な対応 

（令和７事務年度目標） 
個人情報保護法及び番号法に基づき（特定）個人情報を適切に管理します。 
また、開示請求等に対して適切に対応します。 

（目標の設定の根拠） 

個人情報保護法及び番号法に基づき、（特定）個人情報を適切に管理すること及び個人情報

保護法に基づき開示請求等に適切に対応することが、同法の目的とする個人の権利利益の保護

のために重要であることから、目標として設定しています。 

○参考指標２「個人情報保護法に基づく開示請求件数等」 
○参考指標３「申告書等情報取得サービスの利用件数」[新] 
○［再掲：実（大）１：内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収（参考指標８）］ 

参考指標４「非行の予防講話等の実施回数（署職員１人当たり）」 

施策 実1-1-3：守秘義務の遵守 

取組内容 

国税庁は、個人の所得情報など、機密性の高い様々な情報を保有しています。これらの情報

は厳格に管理する必要があり、情報が漏れるようなことがあれば、税務行政に対する信頼を損

ない納税者の協力は期待できなくなり、円滑な調査・徴収等に支障が生じかねません。 

このため、税務行政の執行に当たっては、職務上知り得た納税者の秘密を漏らすことのない

よう、会議や研修等を通じて職員への周知徹底を図ることによって、守秘義務を確実に遵守し

ます。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実1-1-3-B-1：守秘義務遵守の周知徹底 

（令和７事務年度目標） 

税務行政の執行に当たり、職務上知り得た納税者の秘密を漏らすことのないよう、会議や研修等を

通じて職員への周知徹底を図ります。 
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施策 実 1-1-4：職員研修の充実 

取組内容 

経済取引のグローバル化・デジタル化の進展等、税務行政を取り巻く環境の変化に的確かつ

柔軟に対応し、国民各層・納税者の方々の信頼と期待に応えるためには、職員の職務遂行能力

の向上を図り組織として高いパフォーマンスを効率的に発揮するとともに、絶えず進化し続け

る組織を目指していく必要があります。 

このため、職務遂行に必要な専門的知識や技能を習得させ、職員の能力・資質の一層の向上

を図るほか、職場の研修ニーズに加えて、アンケート調査により把握した受講者の意見等も踏

まえながら、研修方法や研修内容の見直しを行い、職員研修の充実を図ります。 

また、税務行政は国民各層・納税者の方々の信頼の上に成り立っていることを踏まえ、組織

理念の浸透・実践の取組に加え、全ての職員を対象とする綱紀保持の研修など、あらゆる機会

をとらえて税務行政に対する信頼確保やモラルの維持・向上に努めます。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実1-1-4-B-1：アンケート調査による受講者の意見の把握等 

（令和７事務年度目標） 

職員研修の充実を図るため、職場の研修ニーズに加えて、アンケート調査により受講者の意見等を

把握し、研修内容等の見直しを行います。 

（目標の設定の根拠） 

職場の研修ニーズや受講者に対するアンケート調査により意見・要望等を把握し、必要に応じて研

修内容等に反映させるなど、的確な見直しを行っていくことが職員研修の充実を図るために重要であ

ることから、目標として設定しています。 

○参考指標１「税務大学校における研修の実施状況」 

○参考指標２「グローバル化・デジタル化関連研修の実施状況」 
  

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 
  

実績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 
行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

 
税務大学校に必要な経費 

（千円） 
1,714,867 1,715,752 1,714,196 1,803,776   

（注）「実績目標に係る予算額」の表中には、実績目標(小)１－１に係る予算額を記載しています。   

（目標の設定の根拠） 

申告納税制度の下、税務行政を円滑に執行するためには納税者の理解と信頼が不可欠であり、守秘

義務の遵守がその基本となります。会議や研修等を通じて職員への周知徹底及び意識の醸成を図るこ

とが、守秘義務の遵守のために重要であることから、目標として設定しています。  

○［再掲：実（大）１：内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収（参考指標８）］ 

参考指標１「非行の予防講話等の実施回数（署職員１人当たり）」 

担当部局等 

長官官房（総務課、情報公開・個人情報保護室、公

文書監理室、税理士監理室、広報広聴室、人事課、

会計課、企画課、デジタル化・業務改革室、データ

活用推進室、法人番号管理室、参事官、国際業務

課、相互協議室、厚生管理官、監察官、税務相談

実績評価実施時期 令和８年 10 月 
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官）、課税部（課税総括課、消費税室、軽減税率・

インボイス制度対応室、審理室、個人課税課、資産

課税課、法人課税課、酒税課、酒類業振興・輸出促

進室、資産評価企画官、鑑定企画官）、徴収部（管

理運営課、徴収課）、調査査察部（調査課、査察

課）、税務大学校、国税不服審判所 
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（国税庁 ７実１－２） 

実績目標の内容及び

目標設定の考え方 

「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和２年12月25日閣議決定）

においては、デジタル改革が目指すデジタル社会のビジョンとして、「デジタルの

活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せ

が実現できる社会」が掲げられています。また、「社会全体のデジタル化を進める

ためには、まずは国・地方の『行政』が、自らが担う行政サービスにおいて、デジ

タル技術やデータを活用して、ユーザー視点に立って新たな価値を創出するデジタ

ル・トランスフォーメーションを実現し、『あらゆる手続が役所に行かずにでき

る』、『必要な給付が迅速に行われる』といった手続面はもちろん、規制や補助金

等においてもデータを駆使してニーズに即したプッシュ型のサービスを実現するな

ど、ユーザー視点の改革を進めていくことが必要である」との方針も示されていま

す。

経済社会や技術環境が目まぐるしく変化する中、国税庁は「納税者の自発的な納

税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という使命を的確に果たしていくため

に、これまでもデジタルを活用した国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見

直しを、着実・迅速に進めてきたところです。さらに、令和５年６月には「税務行

政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023-」を公表し、納

税者目線の徹底による「納税者の利便性の向上」、データの活用等による「課税・

徴収の効率化・高度化等」及び「事業者のデジタル化促進」の３つの柱に基づい

て、税務行政全体のＤＸと併せて税務を起点とした社会全体のＤＸの進展に貢献し

ていくこととしています。 

上記の「実績目標 (小)」を達成するための「業績目標」 

業績目標1-2-1： オンラインによる税務手続の推進 

ホームページで利用者目線に立った情報提供を行うとともに、申請、届出、

申告、納付等の税務手続がオンラインで簡便にできる環境を整備し、「あら

ゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現を目指します。

業績目標1-2-2：デジタルの活用による業務の効率化・高度化 

従来の慣行にとらわれることなく、業務の在り方を見直し、デジタルの利点

を最大限に活用して、内部事務・外部事務の効率化・高度化を図ります。 

業績目標1-2-3：事業者のデジタル化促進 

税務手続のデジタル化を起点として、事業者が日頃行う事務処理のデジタル

化を促進することにより、社会全体のＤＸの進展に貢献します。 

（注）「実績目標(小)１－２」は、その細目として上記の３つの目標「業績目標1-2-1、1-2-2及び1-2-3」を設定し、これらの評

定結果を総合して評価を行います。 

なお、３つの業績目標の内容は、目標ごとに記載しています。 

関連する内閣の基本方針等 

○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

○「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和２年12月25日閣

議決定）

○「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）

○「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）

○「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和６年６月21日閣議決定）

○ 実績目標(小)１－２：税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
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今回廃止した測定指標とその理由 

廃止等した測定指標がある場合は、業績目標ごとに、その理由を記載しています。 

参考指標 参考指標は、業績目標ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

担当部局名 

長官官房（総務課、情報公開・個人情報保護室、

税理士監理室、広報広聴室、人事課、会計課、企

画課、デジタル化・業務改革室、データ活用推進

室、法人番号管理室、参事官、税務相談官）、課

税部（課税総括課、消費税室、軽減税率・インボ

イス制度対応室、個人課税課、資産課税課、法人

課税課、酒税課）、徴収部（管理運営課、徴収

課）、調査査察部（調査課、査察課）、税務大学

校

実績評価実施時期 令和８年 10 月 
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（国税庁 ７業１－２－１） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

上記の「業績目標」を達成するための「施策」 

 

業1-2-1-1：オンライン申告等の推進 

業1-2-1-2：マイナンバー制度の普及・定着に向けた取組 

業1-2-1-3：利用者目線に立った情報提供 

業1-2-1-4：キャッシュレス納付の推進 

業1-2-1-5：申請・届出等の合理化・デジタル化 

 

関連する内閣の基本方針等 

○「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和２年12月25日閣議

決定） 

○「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定） 

○「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定） 

○「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和６年６月21日閣議決定） 
  

実績目標の内容及び

目標設定の考え方 

納税者の負担軽減を図りつつ、計算誤り等のない正確な手続を確保するととも

に、税務署等における業務の効率化を図る観点から、オンラインによる税務手続を

推進します。 

そのため、申告等をオンラインで受け付ける国税電子申告・納税システム（e-

Tax）（用語集参照）や所得税等の申告データを作成する「確定申告書等作成コー

ナー」（用語集参照）などのシステムについて、利用者目線に立った不断の改善に

取り組み、オンライン申告割合の向上を目指します。また、マイナンバー制度の普

及・定着に向けた取組を継続します。 

このほか、納税者等が相談や確認のために税務署へ行かなくても済むよう、利用

者目線に立った情報提供に取り組みます。納付については、地方税当局や金融機関

等とも連携しつつ、キャッシュレス化を進めます。申請・届出等についても、納税

者の納税義務の履行を適正かつ円滑に実現するため、デジタル技術の活用等によ

り、手続自体の合理化・簡素化を進めます。 

普段は税になじみのない方でも、日常使い慣れたデジタルツール（スマホ、タブ

レット、パソコンなど）から簡単・便利に手続を行うことができる環境構築を目指

すなど、これまで以上に“納税者目線”を大切に各種施策を講じ、「あらゆる税務

手続が税務署に行かずにできる社会」の実現を目指します。 

施策 業 1-2-1-1：オンライン申告等の推進 

取組内容 

 国税庁では、平成16年６月からe-Taxの全国運用を開始し、オンライン申告の推進に取り組ん

できました。「確定申告書等作成コーナー」などのオンライン申告の際に利用していただくシス

テムについては、利用者目線に立った不断の改善に取り組み、オンライン申告割合の向上を目指

します。 

また、将来的には、確定申告に必要となるデータを自動で取り込むことにより、数回の操作で

申告が完了する仕組み（日本版記入済み申告書（書かない確定申告））の実現を目指します。そ

の実現に向け、当面は、マイナポータル（用語集参照）を通じて入手した給与や公的年金等の収

○ 業績目標 1-2-1： オンラインによる税務手続の推進 

ホームページで利用者目線に立った情報提供を行うとともに、申請、届出、申

告、納付等の税務手続がオンラインで簡便にできる環境を整備し、「あらゆる税

務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現を目指します。 
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入に関する情報や、医療費通知情報やふるさと納税等の控除に関する情報を「確定申告書等作成

コーナー」と連携させ、申告データに自動入力する仕組みについて、その普及に努めます。 

さらに、電子納税証明書（ＰＤＦ）の交付請求について、パソコンだけでなくスマホによる

サービスを提供しており、オンラインによる交付請求の利用拡大に努めています。 

このほか、「規制改革実施計画」（令和３年６月 18 日閣議決定）に基づき策定した「オンラ

イン利用率引上げに係る基本計画」（令和６年 10 月改定・公表）においては、令和８年度末ま

での目標値を掲げ、オンライン利用率の更なる向上を目指しており、引き続き e-Tax の利用勧奨

に努めるとともに、e-Tax の利便性を向上させるための方策について検討を進めます。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
業 1-2-1-1-A-1： e-Tax
の利用状況（所得税の
申告手続） 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 60 65 71 75 78 

実績値 59.2 65.7 69.3 N.A.  

（出所）長官官房デジタル化・業務改革室調 

（注１）実績値は、申告期限の延長等に伴い、令和３年度においては令和３年５月１日から令和４年５月２日まで、令

和４年度においては令和４年５月３日から令和５年３月 31日までの計数です。 

（注２）令和６年度の実績値（速報値）は、74.1%です。なお、確定値は、国税庁ホームページにおいて令和７年 10 月

頃公表するとともに、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（注３）「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）に基づき、令和３年10月に「オンライン利用率引上げに

係る基本計画」を策定しました。その際、オンライン利用率をより精緻に算定するため算定方法を見直してお

り、実績値は見直し後の数値です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

国税申告手続のうち、所得税申告におけるe-Tax利用状況を指標として設定しています。目標値に

ついては、実績値の現状を踏まえ、78％に設定しました。 

○参考指標１「オンライン利用件数（申告手続）」 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
業 1-2-1-1-A-2： e-Tax
の利用状況（法人税の
申告手続）     

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値    88 91 

実績値 83.0 84.9 86.2 N.A.  

（出所）長官官房デジタル化・業務改革室調 

（注１）令和６年度の実績値（速報値）は、89.1％です。なお、確定値は、国税庁ホームページにおいて令和７年10月

頃公表するとともに、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（注２）「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）に基づき、令和３年10月に策定した「オンライン利用率

引上げに係る基本計画」を令和６年10月に改定しました。その際、オンライン利用率をより精緻に算定するため

算定方法を見直しており、実績値は見直し後の数値です。また、算定方法の見直し前に設定した令和５年度以前

の目標値は記載を省略しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

国税申告手続のうち、法人税申告におけるe-Tax利用状況を指標として設定しています。目標値につ

いては、令和３年10月に策定した「オンライン利用率引上げに係る基本計画」(令和６年10月改定・公

表）及び実績値の現状を踏まえ、91％に設定しました。 

○［再掲］参考指標１「オンライン利用件数（申告手続）」 
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定量的な測定指標 

 

[主要] 
業 1-2-1-1-A-3： e-Tax
の利用状況（法人税の
添付書類を含めた申告
手続） 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 － － － 66 70 

実績値 60.3 62.8 63.8 N.A.  

（出所）長官官房デジタル化・業務改革室調 

（注１）令和６年度の実績値（速報値）は、67.7％です。なお、確定値は、国税庁ホームページにおいて令和７年10月

頃公表するとともに、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（注２）「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）に基づき、令和３年10月に策定した「オンライン利用率

引上げに係る基本計画」を令和６年10月に改定しました。その際、オンライン利用率の算定の基となる分母を、

法人税の申告手続と合わせるよう算定方法を見直しており、実績値は見直し後の数値です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

法人税申告のうち、主要な別表に加え、財務諸表等の申告書に添付すべきものとされている書類が

e-Taxで送信されたものの割合を指標として設定しています。目標値については、令和３年10月に策定

した「オンライン利用率引上げに係る基本計画」(令和６年10月改定・公表）及び実績値の現状を踏ま

え、70％に設定しました。 

○［再掲］参考指標１「オンライン利用件数（申告手続）」 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
業 1-2-1-1-A-4： e-Tax
の利用状況（消費税(個
人)の申告手続）    

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 70 72 75 76 78 

実績値 68.4 69.9 73.5 N.A.  

（出所）長官官房デジタル化・業務改革室調 

（注１）実績値は、申告期限の延長に伴い、令和３年度においては令和３年５月１日から令和４年５月２日まで、令和

４年度においては令和４年５月３日から令和５年３月 31 日までの計数です。 

（注２）令和６年度の実績値（速報値）は、75.4%です。なお、確定値は、国税庁ホームページにおいて令和７年 10 月

頃公表するとともに、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（注３）「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）に基づき、令和３年10月に「オンライン利用率引上げに

係る基本計画」を策定しました。その際、オンライン利用率をより精緻に算定するため算定方法を見直してお

り、実績値は見直し後の数値です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

国税申告手続のうち、消費税申告（個人）におけるe-Tax利用状況を指標として設定しています。目

標値については、令和３年10月に策定した「オンライン利用率引上げに係る基本計画」(令和６年10月

改定・公表）及び実績値の現状を踏まえ、78％に設定しました。 

○［再掲］参考指標１「オンライン利用件数（申告手続）」 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
業 1-2-1-1-A-5： e-Tax
の利用状況（消費税(法
人)の申告手続） 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値     90 91 

実績値 83.0 85.8 88.7 N.A.  

（出所）長官官房デジタル化・業務改革室調 

（注１）令和６年度の実績値（速報値）は、90.2%です。なお、確定値は、国税庁ホームページにおいて令和７年 10 月

頃公表するとともに、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（注２）「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）に基づき、令和３年10月に策定した「オンライン利用率

引上げに係る基本計画」を令和６年10月に改定しました。その際、オンライン利用率をより精緻に算定するため

算定方法を見直しており、実績値は見直し後の数値です。また、算定方法の見直し前に設定した令和５年度以前
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の目標値は記載を省略しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

国税申告手続のうち、消費税申告（法人）におけるe-Tax利用状況を指標として設定しています。目

標値については、令和３年10月に策定した「オンライン利用率引上げに係る基本計画」(令和６年10月

改定・公表）及び実績値の現状を踏まえ、91％に設定しました。 

○［再掲］参考指標１「オンライン利用件数（申告手続）」 

定量的な測定指標 

 

業1-2-1-1-A-6： e-Tax
の利用状況（相続税の
申告手続） 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 30 35 40 48 63 

実績値 23.4 29.5 37.1 N.A.  

（出所）長官官房デジタル化・業務改革室調 

（注１）令和６年度の実績値（速報値）は、50.3%です。なお、確定値は、国税庁ホームページにおいて令和７年10月

頃公表するとともに、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（注２）「規制改革実施計画」（令和３年６月18日閣議決定）に基づき、令和３年10月に「オンライン利用率引上げ

に係る基本計画」を策定しました。その際、オンライン利用率をより精緻に算定するため算定方法を見直して

おり、実績値は見直し後の数値です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

国税申告手続のうち、相続税申告におけるe-Tax利用状況を指標として設定しています。目標値に

ついては、令和３年10月に策定した「オンライン利用率引上げに係る基本計画」(令和６年10月改

定・公表）及び実績値の現状を踏まえ、63％に設定しました。 

○［再掲］参考指標１「オンライン利用件数（申告手続）」 

定量的な測定指標 

 

業1-2-1-1-A-7： e-Tax
の利用状況（納税証明
書の交付請求手続）   

（単位：％）                                              

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 14 17 20 38 54 

実績値 12.9 19.4 33.0 N.A.  

（出所）長官官房デジタル化・業務改革室調 

（注）令和６年度の実績値（速報値）は、44.2%です。なお、確定値は、国税庁ホームページにおいて令和７年10月頃

公表するとともに、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

国税関係申請・届出等手続のうち、納税証明書（用語集参照）の交付請求におけるe-Tax利用状況

を指標として設定しています。目標値については、令和３年10月に策定した「オンライン利用率引上

げに係る基本計画」(令和６年10月改定・公表）及び実績値の現状を踏まえ、54％に設定しました。 

○参考指標２「オンライン利用件数（納税証明書の交付請求手続）」 

○参考指標３「納税証明書の交付請求件数」 

定量的な測定指標 

 

業 1-2-1-1-A-8 ： e-Tax
の利用満足度 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 80 80 80 80 85 

実績値 75.2 61.1 56.1 N.A.  
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施策 業 1-2-1-2：マイナンバー制度の普及・定着に向けた取組 

取組内容 

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する

ための社会基盤です。マイナンバーカードを利用すれば、e-Taxのほか、政府が運営するオンラ

インサービスであるマイナポータルを通じて、様々な行政手続をオンラインで行うことができ

ます。 

このため、国税庁においては、税務関係書類についてマイナンバーの記載が必要である旨の

周知を行うことはもとより、デジタル庁や総務省が中心となって政府全体で取り組んでいるマ

イナンバー制度の普及促進についても積極的に貢献していきます。具体的には、マイナポータ

ルと「確定申告書等作成コーナー」、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」、「e-Tax」

を連携させることにより確定申告及び年末調整の利便性を向上させるほか、これらの利便性向

上施策や公金受取口座（用語集参照）制度の周知・広報等を行うなど、マイナンバー制度の普

及・定着に向けた取組を推進します。 

（出所）長官官房デジタル化・業務改革室調 

（注１）令和５年度までの数値は、e-Taxに関するアンケート調査において、「満足している」から「満足していな

い」までの５段階評価で上位評価（「満足している」又は「おおむね満足している」）を得た割合、令和６年度

の数値は、同アンケート調査において、「とても役立つ」から「全く役に立たない」までの５段階評価で上位評

価（「とても役立つ」又は「どちらかと言えば役立つ」）を得た割合です。 

（注２）令和７年度から、e-Tax利用者において①申告手続、②納付手続、③その他手続（諸申請・届出等）別にアン

ケート調査（「とても役立つ」から「全く役に立たない」までの５段階評価等）を実施し、それらの合算により

利用満足度を測定することとしており、令和７年度の数値は、同アンケート調査において上位評価（「とても役

立つ」又は「どちらかといえば役立つ」等）を得た割合とすることとしています。 

（注３）令和６年度の実積値は、国税庁ホームページにおいて令和７年10月頃公表するとともに、令和６事務年度実績

評価書に掲載予定です。 

（注４）令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.71に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

e-Taxの利用者利便の向上、利用者へのサポート体制の充実を図る観点から、利用者に対するアン

ケート調査によるe-Taxの利用満足度を指標として設定しています。 

なお、令和７年度の目標値については、新たな利用満足度を測定する方法及び実績値の現状を踏ま

え、適正な値を新たに設定しました。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
業1-2-1-1-A-9：国税庁
ホームページ「確定申
告書等作成コーナー」
を利用した自宅等から
のe-Tax申告状況 

（単位：％）                                              

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 － 43 53 57 64 

実績値 36.0 46.3 51.7 59.7  

（出所）課税部個人課税課、資産課税課調 

（注１）数値は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して、所得税、消費税及び贈与税の申告書

を提出した人員のうち、自宅等からe-Taxにより提出した人員の割合です。 

（注２）数値は、各年分の申告において、翌年３月末日までに提出された申告書の計数です。申告期限の延長に伴い、

令和３年度においては、翌年４月30日までに提出された申告書の計数です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を実現するためには、自宅等からのe-Tax申告

を推進していくことが重要であることから、「『確定申告書等作成コーナー』を利用した自宅等から

のe-Tax申告状況」を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値等を踏まえ、64％としまし

た。 

○参考指標４「確定申告期におけるＩＣＴを活用した申告書の提出件数（所得税、個人事業者の消費

税、贈与税）」 
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また、国税庁は、法人番号の付番機関として、法人番号の指定・公表・通知業務を的確に実

施し、利活用促進に向けた周知・広報に取り組みます。このほか、国税庁法人番号公表サイト

の安定運用に努めるとともに、その利便性向上に向けて、必要な整備を進めます。  

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 業1-2-1-2-B-1：マイナンバー制度の普及・定着に向けた取組 

（令和７事務年度目標） 

マイナンバー制度の普及・定着に向け、マイナンバーカードやマイナポータルを活用した納税者の

利便性の向上施策に取り組むとともに、効果的な周知・広報を行っていきます。 

（目標の設定の根拠） 

マイナンバー制度自体の周知・広報に加え、実際にマイナンバーカードやマイナポータルを利用す

れば、制度のメリットを理解することにもつながると考えられることから、目標として設定していま

す。 

〇参考指標１「マイナポータル連携（用語集参照）を活用した控除証明書等のデータ取得のためのリ

クエスト件数」[名称変更] 
○参考指標２「国税庁ホームページ『社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞について』へのアクセ

ス件数」 
〇参考指標３「『国税庁法人番号公表サイト』へのアクセス件数」 
○参考指標４「Ｗｅｂ－ＡＰＩ機能を活用した法人の基本３情報のデータ取得のためのリクエスト件

数」 
〇参考指標５「公金受取口座の利用件数」 

  

施策 業1-2-1-3：利用者目線に立った情報提供 

取組内容 

「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を実現するためには、国税庁のホーム

ページ等において利用者目線に立った分かりやすい情報提供を行うことが重要です。 

国税庁ホームページの「タックスアンサー」では、税に関する情報の提供を行っています。

納税者に対して税に関する情報をより分かりやすく、かつ的確に提供できるよう、税制改正を

踏まえた回答文の改訂を確実に行うとともに、電話相談センター（用語集参照）に数多く寄せ

られた相談やタックスアンサーアンケートに寄せられた意見などを参考にして、その内容の整

備・充実を図ります。 

このほか、国税庁ホームページでは、令和２年10月から、利用者が質問したいことをメ

ニューから選択するか自由に文字で入力するとＡＩを活用して自動で回答を表示する「チャッ

トボット」を運用しています。個人の納税者を対象とした所得税・消費税の確定申告、年末調

整及びインボイス制度に関する相談を行っており、引き続き円滑な運用に努めます。 

また、利用者からの相談やアンケート結果に基づき、回答内容の充実を図ることとしていま

す。 

なお、e-Taxに登録されている本人（法人）情報や各税目に関する情報（各種届出の提出状況

等）が確認できる「マイページ」（用語集参照）について、令和７年５月から、税務代理人へ

の利用を拡大しました。引き続き、表示する情報の拡充や機能の充実を目指すとともに、より

多くの方にご利用いただけるよう利用拡大に努めます。 

あわせて、国税に関するデジタル関連施策について、網羅的で分かりやすい周知・広報に取

り組みます。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
業1-2-1-3-A-1：一般相
談に占めるデジタル相
談の割合（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 － 85 85 85 90 

実績値 － 90.9 91.4 93.1  
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（出所）長官官房税務相談官、課税部個人課税課、軽減税率・インボイス制度対応室調 

（目標値の設定の根拠） 

「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を実現するためには、国税庁ホームページの

「タックスアンサー」や「チャットボット」といったデジタル系チャネルを充実し、利用者目線に

立った分かりやすい情報提供を行うことが重要であることから、「一般相談に占めるデジタル相談の

割合」（電話相談センター、確定申告電話相談センター及びインボイスコールセンター（用語集参

照）における電話相談件数と「タックスアンサー」・「チャットボット」の利用件数の合計数のう

ち、「タックスアンサー」・「チャットボット」の利用件数が占める割合をいいます。）を設定して

います。 

目標値は、電話相談センター等における相談件数、「タックスアンサー」・「チャットボット」の

最近の利用件数及び実績値の現状を踏まえ、90％に引き上げました。 

○参考指標１「国税庁ホームページ『タックスアンサー』へのアクセス件数」

○参考指標２「国税庁ホームページ『チャットボット』への質問入力件数」

○参考指標３「電話相談センター等の相談件数」

定性的な測定指標 

[主要] 業1-2-1-3-B-1：利用者目線に立った情報提供に向けた取組 

（令和７事務年度目標） 

「タックスアンサー」、「チャットボット」及び「マイページ」について、引き続き円滑な運用に

努めるとともに、利用状況等を踏まえて内容の充実等を図ります。 

（目標の設定の根拠） 

税務手続に関する不明な点等について、税務署に来署することなく、自ら解決できるよう分かりや

すく情報提供を行うことが重要であることから、「タックスアンサー」、「チャットボット」及び

「マイページ」の充実に関する目標を設定しました。

○参考指標４「『マイページ』へのアクセス件数」

○［再掲］参考指標１「国税庁ホームページ『タックスアンサー』へのアクセス件数」

○［再掲］参考指標２「国税庁ホームページ『チャットボット』への質問入力件数」

施策 業 1-2-1-4：キャッシュレス納付の推進 

取組内容 

申告納税制度の下においては、納税者の方々は、自ら所得金額や税額を計算し、それに基づい

て申告するとともに、その申告した税額を定められた納期限までに納付する必要があります。

近年、決済手段の多様化やキャッシュレス化が進展する中、国税の納付についても納税者利便

の向上と金融機関や税務署の事務の効率化を図り、現金管理に伴うコストを削減する観点から、

キャッシュレス納付（用語集参照）の推進に取り組んでいます。

具体的には、e-Tax による口座振替であるダイレクト納付（用語集参照）をはじめとする

キャッシュレス納付の利用勧奨や周知・広報を強化・推進するとともに、日本銀行、金融機関及

び地方公共団体等と意見交換を行うなど、関係機関とも連携し、キャッシュレス納付の推進に向

けて取り組んでいます。

また、令和７年３月から e-Tax ホームページに、納税者が実際のキャッシュレス納付の操作に

近い体験ができるツール（体験コーナー）を設置しました。納税者がキャッシュレス納付の操作

や利便性を気軽に体験できる環境を整備することで、更なるキャッシュレス納付の利用勧奨を

行っていきます。 
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施策 業 1-2-1-5：申請・届出等の合理化・デジタル化 

取組内容 

 税務署等に対して行う手続については、申告や納付のほか、例えば、税法上の特例の適用を

受けるために必要となる申請・届出等があります。これらの手続についても、納税者の納税義

務の履行を適正かつ円滑に実現するために、更なるデジタル化を推進していきます。 
また、納税者目線で簡単・便利に手続を行うことができるよう更なる環境改善を目指すな

ど、手続全体のデジタル化とＵＩ/ＵＸ(用語集参照)の改善に取り組んでまいります。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 業1-2-1-5-B-1：申請・届出等の合理化・簡素化の状況 

（令和７事務年度目標） 
各種申請・届出等について、手続自体の要否や記入項目の簡素化のほか、納税者目線に立ったＵＩ/

ＵＸの更なる改善により、合理化・簡素化を図ります。 
（目標の設定の根拠） 

各種手続のデジタル化自体が手段であることを十分に認識した上で、納税者の利便性の向上及び税

務署等における業務の効率化という目的を達成するため、手続自体の合理化・簡素化を目標として設

定しました。 
○参考指標１「合理化・簡素化を行った申請・届出等の件数」 

  

今回廃止した測定指標とその理由 

令和６事務年度の実施計画において設定していた定量的な測定指標である「業1-2-1-1-A-8：e-Tax の利用

満足度」及び「業1-2-1-1-A-10：国税庁ホームページ『確定申告書等作成コーナー』の利用満足度」は、利

用者利便の向上、利用者へのサポート体制の充実を図る観点から、利用者に対するアンケート調査による利

用満足度を測定する指標でした。 

「e-Tax の利用満足度」については、これまで利用者に対する e-Tax 全般に関するアンケート調査により

測定しておりましたが、より利用の実態に即して測定するため、①申告手続、②納付手続、③その他手続

（諸申請・届出等）別に満足度を調査し、それらの合算により利用満足度を測定する方法に変更します。 

また、「確定申告書等作成コーナー」を利用した e-Tax による提出は、申告書作成からの一連の手続と

定量的な測定指標 

 

[主要] 
業1-2-1-4-A-1：キャッ
シュレス納付の利用状
況 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 32 35 37 42 50 

実績値 32.2 35.9 39.0 N.A.  

（出所）徴収部管理運営課調 

（注１）数値は、納付件数のうち、キャッシュレス納付による件数の占める割合です。 

（注２）「キャッシュレス納付」とは、納付書を使用しない非対面の納付方法である①振替納税（用語集参照）、②ダ

イレクト納付、③インターネットバンキング等による電子納税、④クレジットカード納付及び⑤スマホアプリ納

付をいいます。 

（注３）令和６年度の実績値（速報値）は、45.3%です。なお、確定値は、国税庁ホームページにおいて令和７年10月

頃公表するとともに、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 
 

（目標値の設定の根拠） 

キャッシュレス納付の推進に向けた取組を測定するため、納付件数のうち、キャッシュレス納付に

よる件数の占める割合を指標として設定しています。目標値については、令和３年10月に策定した

「オンライン利用率引上げに係る基本計画」(令和６年10月改定・公表）及び実績値の現状を踏まえ、

50％に設定しました。 
〇参考指標１「キャッシュレスによる納付状況」 

○参考指標２「キャッシュレス納付の利用状況（源泉所得税）」[新] 
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なっている現状を踏まえ、定量的測定指標「国税庁ホームページ『確定申告書等作成コーナー』の利用満足

度」は、「①申告手続」の満足度として、定量的測定指標「e-Tax の利用満足度」に統合して測定します。 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

  
業績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 

行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

 

国税総合管理（KSK）システム 

（千円） 

（注２） 

(47,765,175)  

（注２） 

 (72,269,937) 

（注２） 

 (83,347,391) 

（注２）  

(47,330,368) 

 

法人番号システム等 

（千円） 

（注２） 

(3,348,967)  

（注２） 

 (3,235,535)  

（注２） 

 (3,018,240)  

（注２） 

  (2,711,443) 

 

国税電子申告・納税システム 

（千円） 

（注２） 

(13,477,861)  

（注２） 

 (12,762,673) 

（注２） 

 (10,694,142) 

（注２） 

 (10,285,352) 

 

合 計（千円） 
（注２） 

(64,592,003)  

（注２） 

 (88,268,145) 

（注２） 

 (97,059,773) 

（注２） 

  (60,327,163) 

 

（注１）「業績目標に係る予算額」の表中には、業績目標1-2-1に係る予算額を記載しています。 

（注２）令和４年度予算は内閣官房及びデジタル庁、令和５～７年度予算はデジタル庁に「（項）情報通信技術調達等適正・

効率化推進費」にて一括計上されています。   

 

担当部局名 

長官官房（総務課、情報公開・個人情報保護室、

税理士監理室、広報広聴室、人事課、会計課、企

画課、デジタル化・業務改革室、データ活用推進

室、法人番号管理室、参事官、税務相談官）、課

税部（課税総括課、消費税室、軽減税率・インボ

イス制度対応室、個人課税課、資産課税課、法人

課税課、酒税課）、徴収部（管理運営課、徴収

課）、調査査察部（調査課、査察課）、税務大学

校 

実績評価実施時期 令和８年 10 月 
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（国税庁 ７業１－２－２） 

 
 
 
 
 

 

業績目標の内容及び
目標設定の考え方 

 手続や業務のデジタル化により、業務の効率化・高度化を図っていくためには、

従来の慣行にとらわれることなく、業務の在り方を不断に見直していくことが重要

です。 

 国税庁では、国税総合管理（ＫＳＫ）システムの刷新に取り組んでおり、書面中

心からデータ中心の事務処理への移行を進めています。これを踏まえ、従来、個々

の税務署で行われていた申告書の入力や審査等の内部事務を専担部署（業務センタ

ー）で集約処理する「内部事務のセンター化」（以下「センター化」といいま

す。）の取組について、令和８事務年度に全税務署を対象として実施することを見

据え、効率化された事務量を生かして納税者サービスの充実や外部事務（調査・徴

収事務）の充実・高度化を図るための組織内のインフラ整備に取り組みます。  

また、税務調査等の際の納税者による追加資料の提出や、国税当局から金融機関

に対する預貯金等情報の照会などについて、オンライン化を推進し、官民双方の業

務効率化を図ります。 
 このほか、データの活用により課税・徴収を効率化・高度化し、組織としてのパ

フォーマンスの最大化を目指します。 
 

上記の「業績目標」を達成するための「施策」 

 

業1-2-2-1：内部事務のセンター化の推進 

業1-2-2-2：照会等のオンライン化の推進 

業1-2-2-3：データ活用等による税務執行の効率化・高度化等 

 

関連する内閣の基本方針等 
○「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和２年12月25日閣

議決定） 
○「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和６年６月21日閣議決定） 

  

施策 業 1-2-2-1：内部事務のセンター化の推進 

取組内容 

国税庁では、令和３年７月から国税局（沖縄国税事務所を含みます。以下同じです。）の組

織として「業務センター室（用語集参照）」を設置し、一部の税務署を対象としたセンター化

を実施しています。 
センター化は、申告書の入力や審査等の内部事務について、効率化・高度化を図るととも

に、効率化された事務量を生かして納税者サービスの充実や外部事務（調査・徴収事務）の充

実・高度化を目指す取組です。 
令和８事務年度における全税務署を対象としたセンター化の実施に向けて、対象となる税務

署を一層拡大し、その円滑な定着に向けて着実に取り組みます。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 業1-2-2-1-B-1：内部事務のセンター化の状況 

（令和７事務年度目標） 
一部の税務署を対象としてセンター化を実施し、内部事務を効率的に集約処理します。 

○ 業績目標 1-2-2： デジタルの活用による業務の効率化・高度化 

従来の慣行にとらわれることなく、業務の在り方を見直し、デジタルの利点を最

大限に活用して、内部事務・外部事務の効率化・高度化を図ります。 
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（目標の設定の根拠） 

デジタル化を前提に業務の在り方の見直しを行い、内部事務の効率化を実現することが重要である

ことから、目標として設定しています。 
○参考指標１「内部事務のセンター化の対象となる税務署数」 

○参考指標２「業務センター室における申告書（所得税・消費税(個人)）の入力件数及び処理件数

割合」 

○参考指標３「業務センター室における申告書（相続税）の入力件数及び処理件数割合」 

○参考指標４「業務センター室における申告書（法人税・消費税(法人)）の入力件数及び処理件数割

合」 

○参考指標５「業務センター室における無申告行政指導（所得税）の件数」 

○参考指標６「業務センター室における無申告行政指導（相続税）の件数」 

○参考指標７「業務センター室における無申告行政指導（法人税・消費税(法人)）の件数」 
  

  
定性的な測定指標 

 

 

[主要] 業1-2-2-2-B-1：照会等のオンライン化の状況 

（令和７事務年度目標） 
金融機関への照会及び官公庁間の照会等についてオンライン化を推進します。 

（目標の設定の根拠） 

官民の業務の効率化を実現するため、各種業務のデジタル化を推進していくことが重要であること

から、目標として設定しています。 
 

施策 業 1-2-2-2：照会等のオンライン化の推進 

取組内容 

 申告書の審査や税務調査等を行う過程においては、金融機関に対して預貯金等情報の照会を行

うことや、納税者に対して資料の提出を求めることがあります。 
金融機関に対しては、令和３年 10 月からセキュリティが確保された専用のネットワークを利用

して、一部の機関に対する照会をオンラインで実施しているほか、納税者からの資料提出につい

ては、令和４年１月から e-Tax を利用してオンラインで行うことが可能となっています。 

その他、民間事業者へのオンライン照会も継続して検討していきます。 

官民双方の更なる業務効率化を図る観点から、オンラインによる照会等の推進に取り組みま

す。 

また、官公庁間の照会や情報連携についても、書面等で行われている手続を見直し、オンライ

ンで連携する仕組みを整備の上、行政事務の効率化を図ります。 
○参考指標１「オンラインによる預貯金等照会件数」 
○参考指標２「オンラインによる預貯金等照会において回答までに要した日数（平均）」 

定量的な測定指標 

 

業1-2-2-2-A-1：オンラ
イン照会可能な金融機
関数 

（単位：機関） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 － 50 100 250 450 

実績値 37 61 211 431  

（出所）長官官房デジタル化・業務改革室調 

（注）各会計年度末現在の状況です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

金融機関に対する預貯金等情報の照会業務のオンライン化を図ることは、官民双方の業務効率化の

観点から重要であるため、「オンライン照会可能な金融機関数」を指標として設定しています。 

目標値は、過去の実績値を踏まえ、450機関としました。 
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施策 業 1-2-2-3：データ活用等による税務執行の効率化・高度化等 

取組内容 

課税・徴収をはじめとした税務執行の効率化・高度化を図るため、データを活用した取組を

推進します。 
具体的には、国税組織内・外における多様かつ膨大な情報の中から必要なデータを抽出・加

工・分析等することにより、申告漏れリスクの高い納税者の特定や滞納者への効率的な接触を

図ります。あわせて、データを活用した事務運営を実践するため、研修の実施による職員スキ

ル向上に取り組みます。 
また、国税庁においては、税務大学校と外部研究者が共同で、税務データを用いて、学術研

究振興等を目的とした税・財政施策の改善・充実等に資する統計的研究を行っています。さら

に、利用者の利便性向上のため、令和７年４月から所得税の匿名データを提供しています。 

○参考指標１「データ分析プロジェクトの実施状況」[名称変更] 

○参考指標２「ＡＩコールリストを活用した架電応答率」 

○参考指標３「データリテラシー研修の実施状況」 

○参考指標４「税務大学校と外部研究者による共同研究の実施状況」 

○参考指標５「匿名データの提供状況及び公表研究成果物」[新] 
定性的な測定指標 

 

[主要] 業1-2-2-3-B-1：データ活用による調査・徴収の効率化・高度化 

（令和７事務年度目標） 
課税においては、調査必要度が高い納税者に対して重点的に事務量を投下するため、国税組織内・

外における多様かつ膨大なデータ及びＡＩを活用し、申告漏れリスクの高い者を的確かつ効率的に抽

出するなど、調査の効率化・高度化に努めます。 

徴収においては、過去の接触事績や納付状況等のデータ及びＡＩを活用して構築したモデルによ

り、滞納者ごとに最適なアプローチを予測し、効果的・効率的な滞納整理に努めます。 

あわせて、統計学やＡＩを活用したデータ分析の実践と業務への活用を推進するため、データリテ

ラシーのレベルに応じた研修を実施するほか、ＩＣＴに関する素養を備えた人材を採用するなど、人

材の育成等に取り組みます。 

（目標の設定の根拠） 

課税・徴収の効率化・高度化のためには、データの活用が重要であることから、目標として設定し

ました。 

○[再掲]参考指標１「データ分析プロジェクトの実施状況」[名称変更] 

○[再掲]参考指標２「ＡＩコールリストを活用した架電応答率」 

○[再掲]参考指標３「データリテラシー研修の実施状況」 
  

今回廃止した測定指標とその理由 

デジタル技術を活用した調査・徴収の効率化・高度化に当たっては、セキュリティを確保しつつ、モバイ

ル端末の効果的な活用による業務の効率化等に取り組むことが重要であることから、定性的な測定指標とし

て「業1-2-2-3-B-2：モバイル端末の活用の推進」を設定していました。令和７事務年度にＧＳＳ（ガバメ

ントソリューションサービス）（用語集参照）が段階的に導入されるところ、これまでの業務についてはＧ

ＳＳ端末において対応可能となり、従来の業務用端末（モバイル端末）は使用しないことになるため、当該

測定指標は、廃止することとしました。 

引き続き、新たに配備されるＧＳＳ端末を活用することにより、調査・徴収事務の効率化及びテレワーク

の推進など働き方改革に努めてまいります。 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 
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業績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 
行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

 

国税総合管理（KSK）システム 

（千円） 

（注２） 

(47,765,175)  

（注２） 

(72,269,937)  

（注２） 

(83,347,391)  

（注２） 

 (47,330,368) 

 

国税電子申告・納税システム 

（千円） 

（注２） 

(13,477,861)  

（注２） 

(12,762,673)  

（注２） 

(10,694,142)  

（注２） 

 (10,285,352) 

 

合 計（千円） 
（注２） 

(61,243,036)  

（注２） 

(85,032,610)  

（注２） 

(94,041,533)  

（注２） 

 (57,615,720) 

 

（注１）「業績目標に係る予算額」の表中には、業績目標1-2-2に係る予算額を記載しています。 

（注２）令和４年度予算は内閣官房及びデジタル庁、令和５～７年度予算はデジタル庁に「（項）情報通信技術調達等適正・

効率化推進費」にて一括計上されています。   

 
 
 

担当部局等 

長官官房（総務課、人事課、会計課、企画課、

デジタル化・業務改革推進室、データ活用推進

室、参事官）、課税部（課税総括課、消費税

室、軽減税率・インボイス制度対応室、個人課

税課、資産課税課、法人課税課、酒税課）、徴

収部（管理運営課、徴収課）、調査査察部（調

査課、査察課） 

実績評価実施時期 令和８年 10 月 
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（国税庁 ７業１－２－３） 

 
 
 
 
 
 

 

業績目標の内容及び
目標設定の考え方 

事業者の取引全体のデジタル化、会計・経理全体のデジタル化等を強力に推進す

ることは、政府全体として取り組む重要な課題の一つとされています。 

事業者が日頃行う事務処理（経済取引に関連するもの、バックオフィスで処理す

るもの）について、一貫してデジタルで完結することを可能とすることにより、事

業者は単純誤りの防止による正確性の向上や事務の効率化による生産性の向上等と

いった大きなメリットを享受できることが期待されます。 
また、経済取引と業務がデジタル化され、税務処理も含めて一貫して効率的にデ

ジタル処理できる環境を整備することにより、経営の高度化に資することが期待さ

れるとともに、結果として他の事業者のデジタル化も促され税務手続も業務も更な

るデジタル化が進むという、“デジタル化の推進が更なるデジタル化につながる好

循環”を生み出すことで、社会全体のＤＸ推進につながり、社会全体にデジタル化

のメリットが波及することが期待されます。 
国税庁では、事業者のビジネスプロセス全体をデジタル化するという視点に立

ち、取引の先には社会全体のＤＸにも貢献するという社会的な意義が存することも

念頭に置きつつ、事業者の業務のデジタル化促進に取り組みます。 
 

上記の「業績目標」を達成するための「施策」 

 
業1-2-3-1：事業者のデジタル化関連施策の周知・広報 

業1-2-3-2：関係省庁などの関係機関との連携・協力 

 

関連する内閣の基本方針等 
○「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和２年12月25日閣

議決定） 
○「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和６年６月21日閣議決定） 

  
 

施策 業 1-2-3-1：事業者のデジタル化関連施策の周知・広報 

取組内容 

事業者の取引全体のデジタル化、会計・経理全体のデジタル化等を強力に推進するため、国

税庁ホームページや各種説明会等の納税者と接触する機会を有効に活用し、税務手続と併せ

て、会計ソフトやデジタルインボイス（用語集参照）、ＩＴ導入補助金（用語集参照）等とい

った経済取引や業務に関するデジタル関係施策について、各種デジタル化関連施策を所掌する

関係省庁や事業者のデジタル化を支援する関係団体及びデジタルツールを提供する会計ソフト

ベンダー等（以下「関係機関」といいます。）と連携し、分かりやすい周知・広報に努めま

す。 

なお、周知・広報に当たっては、「大企業」、「個人事業主」などといった事業者の属性や

デジタル化の進度に沿った周知・広報を実施するほか、事業者のニーズに沿った内容とするこ

とにより、事業者のデジタル化を後押しします。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 業1-2-3-1-B-1：事業者のデジタル化関連施策の周知・広報 

（令和７事務年度目標） 
税務手続と併せて、会計ソフトやデジタルインボイス、ＩＴ導入補助金等といった経済取引や業務

に関するデジタル関係施策について、国税庁ホームページや各種説明会等の納税者と接触する機会を

有効に活用し、積極的に周知・広報を行います。 

○ 業績目標 1-2-3： 事業者のデジタル化促進 

税務手続のデジタル化を起点として、事業者が日頃行う事務処理のデジタル化を

促進することにより、社会全体のＤＸの進展に貢献します。 
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（目標の設定の根拠） 

事業者の業務のデジタル化を強力に推進するためには、会計ソフトやデジタルインボイス等のメリ

ットや、ＩＴ導入補助金等の制度の周知・広報が有効であることから、目標として設定しています。 
  

施策 業 1-2-3-2：関係省庁などの関係機関との連携・協力 

取組内容 

関係機関と連携・協力し、事業者のデジタル化に向けたイベントや共同推進宣言等の周知広

報活動を通じて、事業者のデジタル化促進の機運醸成に向け、事業者のデジタル化施策を積極

的に推進します。 

また、取組を通じて把握された課題については、関係機関と連携し、その解決に向けて取り

組みます。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 業1-2-3-2-B-1：関係省庁などの関係機関との連携・協力 

（令和７事務年度目標） 
事業者のデジタル化促進の機運醸成に向け、関係機関と連携・協力し、事業者のデジタル化に向け

た周知広報等を通じて、事業者のデジタル化施策の積極的な推進を行います。 
（目標の設定の根拠） 

事業者のデジタル化促進に当たっては、国税当局のみならず、関係機関と連携・協力することが不

可欠であることから目標として設定しています。 
  

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

  

担当部局名 

長官官房（総務課、情報公開・個人情報保

護室、税理士監理室、広報広聴室、人事

課、会計課、企画課、デジタル化・業務改

革室、データ活用推進室、法人番号管理

室、参事官、税務相談官）、課税部（課税

総括課、消費税室、軽減税率・インボイス

制度対応室、個人課税課、資産課税課、法

人課税課、酒税課）、徴収部（管理運営

課、徴収課）、調査査察部（調査課、査察

課）、税務大学校 

実績評価実施予定時期 令和８年10月 
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 （国税庁 ７実１－３） 

 

 
 

実績目標の内容及び
目標設定の考え方 

適正申告・納税を推進するため、納税者が申告・納税を「簡単・便利・スムーズ」

に行うことができるよう、広報・広聴活動の充実を図るとともに、国民各層・納税者

の方々に向けた租税に関する啓発活動を推進します。 

また、納税者からの問合せや相談に対して迅速・的確に対応するとともに、納税者

の多様なニーズに的確に対応した納税者サービスの充実を図り、納税者の満足度を

高めます。 
 

上記の「実績目標 (小)」を達成するための「業績目標」 

 

業績目標1-3-1：広報・広聴活動等の充実 

国民各層・納税者の方々の視点に立った情報の提供に努めるとともに、租税の

意義・役割、納税意識の重要性や税務行政についての理解・協力を求めます。 
また、国民各層・納税者の方々の意見・要望等を聴取し、事務の改善に努めま

す。 

業績目標1-3-2：相談等への適切な対応 

問合せや相談に対して迅速かつ的確に対応するとともに、納税者の満足度が向
上するよう努めます。 

（注）「実績目標(小)１－３」は、その細目として上記の２つの目標「業績目標1-3-1及び1-3-2」を設定し、これらの評定結果を

総合して評価を行います。 

   なお、２つの業績目標の内容は、目標ごとに記載しています。 
 

関連する内閣の基本方針等 該当なし 

  

今回廃止した測定指標とその理由 

廃止等した測定指標がある場合は、業績目標ごとに、その理由を記載しています。 

参考指標 参考指標は、業績目標ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

  

担当部局名 

長官官房（総務課、税理士監理室、広報広聴

室、会計課、企画課、デジタル化・業務改革

室、データ活用推進室、税務相談官）、課税

部（課税総括課、消費税室、軽減税率・イン

ボイス制度対応室、審理室、個人課税課、資

産課税課、法人課税課、酒税課、資産評価企

画官）、徴収部（管理運営課、徴収課）、調

査査察部（調査課）、税務大学校 

実績評価実施予定時期 令和８年10月 

 
 

○ 実績目標(小)１－３：納税者サービスの充実 
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（国税庁 ７業１－３－１） 
 
 
 
 
 

 
 

業績目標の内容及び
目標設定の考え方 

申告納税制度が円滑に機能するよう、国税庁ホームページ（https://www.nta.g

o.jp）などを活用し、納税者の申告・納税等に役立つ情報を分かりやすく提供しま

す。 

また、租税の意義・役割や納税意識の重要性、税務行政における様々な取組など

について、国民各層・納税者の方々からの幅広い理解や協力を得るため、広報・広

聴活動を行い、租税教育の充実や公開講座の開設等による租税に関する知識の普及

を図るほか、関係民間団体との協調関係の推進などにも取り組みます。 

 

上記の「業績目標」を達成するための「施策」 

 

業1-3-1-1：国民各層・納税者の方々への広報活動の充実 

業1-3-1-2：租税に関する啓発活動 

業1-3-1-3：関係民間団体との協調関係の推進 

業1-3-1-4：地方公共団体との協力関係の確保 

業1-3-1-5：国民各層・納税者の方々からの意見や要望への的確な対応等 

 

関連する内閣の基本方針等 該当なし 

  

  

施策 業1-3-1-1：国民各層・納税者の方々への広報活動の充実 

取組内容 

広く国民各層・納税者の方々に対して、租税の意義や役割、申告・納税の手続等に関する情

報等について、①知りたい情報をいつでも必要な時に入手できること、②分かりやすい表現で

あること等を基本として、的確な広報を行います。 

広報媒体の中核である国税庁ホームページは、①各種情報の提供（法令解釈通達、質疑応答

事例、文書回答事例等）、②ＩＣＴを活用した申告・納税手続（e-Taxや確定申告書等作成コー

ナー（https://www.keisan.nta.go.jp））の窓口など、様々な役割を有しています。このた

め、誰でも必要な情報に容易にアクセスできるよう、案内機能の充実を図るとともに、高齢者

や障害のある方に配意し、文字拡大や音声読み上げソフトに対応したページを作成するなど、

利便性の向上を図ります。 

さらに、情報発信サービスの一環として、国税庁ホームページ新着情報とメールマガジンの

配信を行うほか、動画共有サイト（YouTube）やＳＮＳ（X（旧Twitter）、LINE）を活用するな

ど、情報提供の充実を図ります。 

また、国税庁の取組全般について、より分かりやすく説明するため、「国税庁レポート」

（日本語版・英語版）を作成し、国税庁ホームページに掲載します。 

令和７事務年度においても、引き続き、国民各層・納税者の方々のニーズを踏まえ、的確か

つ効果的・効率的な情報提供ができるよう、国税の広報活動についてのアンケート調査を行う

とともに、外部の専門家の意見を参考にしながら、各種広報活動の充実を図ります。 

○ 業績目標 1-3-1：広報・広聴活動等の充実 

国民各層・納税者の方々の視点に立った情報の提供に努めるとともに、租税の意義・役

割、納税意識の重要性や税務行政についての理解・協力を求めます。 

 また、国民各層・納税者の方々の意見・要望等を聴取し、事務の改善に努めます。 
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定量的な測定指標 

 

[主要] 
業1-3-1-1-A-1：国税の
広報に関する評価 

 （単位：％）                                                  

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 80 80 80 80 80 

実績値 81.4 80.7 79.0 79.7  

（出所）長官官房広報広聴室調 

（注１）各年度の数値は、国税の広報についてのアンケート調査において、｢良い｣から｢悪い｣の５段階評価で上位評

価（「良い」又は「やや良い」）を得た割合です。 

（注２）令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.71に記載しています。 

（注３）アンケート調査については、例年、５月、９月、11月、２月に実施していますが、新型コロナウイルス感染

症の影響により、令和３年５月の実施は取りやめています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

 国税の広報に関する様々な取組についての評価を測定するため、国税の広報についてのアンケート

による評価を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値を踏まえ、令和６事務年度計画の

目標値を引き続き設定しました。 
 

○参考指標１「国税庁ホームページへのアクセス件数」 

○参考指標２「国税庁が提供する動画の再生回数」 

定量的な測定指標 

 

業1-3-1-1-A-2：確定申
告の広報に関する評価 

 （単位：％）                                                  

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 85 90 75 75 85 

実績値 97.2 97.0 85.3 85.8  

（出所）長官官房広報広聴室調 

（注１）令和４年度までの数値は、国税の広報についてのアンケート調査において、｢今年の申告で役に立った｣から 

｢役に立たない｣の３段階評価で上位評価（「今年の申告で役に立った」又は「今年の申告では役に立っていな

いが継続した方がよい」）を得た割合です。 

（注２）令和４年度までのアンケート調査については、５月、９月、11月、２月に実施していますが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、令和３年５月の実施は取りやめています。 

（注３）令和５年度からは、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」において、国税の広報についてのア

ンケート調査（５段階評価）を実施しており、数値は、当該アンケート調査において「とても役立つ」から

「全く役に立たない」の５段階評価で上位評価（「とても役立つ」又は「どちらかといえば役立つ」）を得た

割合です。 

（注４）令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.71に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

 確定申告に関する情報提供についての評価を測定するため、国税の広報についてのアンケートによ

る評価を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値を踏まえ、85％に引き上げました。 
 

○参考指標３「国税庁ホームページ『確定申告特集ページ』へのアクセス件数」 

施策 業1-3-1-2：租税に関する啓発活動 

取組内容 

国民各層・納税者の方々に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただ

くため、国税庁ホームページを活用するなど、情報提供の充実を図るほか、若年層に対する租

税教育、一般の方々を対象とした公開講座や講演会等の各種施策を通じて、租税に関する啓発

活動を行います。 

 
１．租税教育の充実 

租税教育は社会全体で継続的、段階的に取り組むことが必要との考えの下、納税の義務及

び社会生活の基本的な仕組みである租税の意義や役割が正しく理解され、小学校、中学校、
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高等学校、大学等の各学校段階における租税教育の充実が図られるよう、租税教室等への講

師派遣（オンライン授業も含みます。）や学校教育関係者等に向けた研修会の実施など、実

務的、専門的知見から環境整備や支援を行います。 

また、租税教育推進関係省庁等協議会（用語集参照）を通じて、租税教育の充実に向けて

継続的に協議し、その協議内容を関係機関へ周知していきます。 

⑴ 学校等への講師派遣等 

各都道府県に設置された租税教育推進協議会（国、地方公共団体、学校教育関係者等で

構成）を中心に、税理士会（用語集参照）をはじめとする関係民間団体等の協力を得て、

学校等からの要請（内容、実施方法等）に基づき、租税教室等へ職員や税理士等を講師と

して派遣するほか、学校教育関係者等を対象とした研修会を行います。 

⑵ 税の作文募集等 

高校生を対象として税の作文を募集するほか、全国納税貯蓄組合連合会との共催による

中学生を対象とした税の作文募集などを行います。 

また、国税庁ホームページの「税の学習コーナー」（https://www.nta.go.jp/taxes/kid 

s/index.htm）では、引き続き、児童・生徒等が税について自ら学習できるような情報を提

供するとともに、学校教育関係者をはじめ、租税教育において講師を務める方々が活用で

きる「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った教材を掲載します。 

２．「税を考える週間」の実施 

税の啓発活動として、広報施策を効果的・効率的に行う観点から、税のキャンペーン週間

（税を考える週間）を設けて、適正・公平な賦課及び徴収の実現に向けた国税庁の取組や租

税の意義・役割などに関する情報を国税庁ホームページ「国税庁の取組紹介」

（ https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/index.htm）に掲載するほ

か、幹部を講師とした講演会を行うなど、集中した広報・広聴活動を実施します。 

３．税務大学校における取組 

租税に関する知識の普及や納税意識の向上に寄与することを目的として、次の施策を実施

します。 

⑴ 公開講座の開催 

税務大学校の有する租税についての教育及び研究機能を活用し、広く一般の方々向け

に、租税の意義や役割、一般的な税の仕組み等に関する公開講座を、令和７年11月にオン

デマンド配信により開催します。 

開催に当たっては、幅広い層のより多くの方々に受講していただくため、多様な講座を

用意し、受講希望者のニーズにより近い講座が選択できるよう、国税庁ホームページなど

を通じて、講座の概要などについて分かりやすい広報を実施します。 

⑵ 租税史料の展示等 

租税史料室（税務情報センター）で収集・保存している税に関する貴重な史料について

広く一般の方々に公開します。 

租税史料室（税務情報センター）での史料の展示は、江戸時代から現代までの税の歴史

をテーマとして行っている常設展示のほか、テーマを決めて１年ごとに展示を行う特別展

示を行います。史料の展示に当たっては、小中学生、高校生等の歴史学習や各種団体の研

修として分かりやすいものにするとともに、見学者の希望に応じて職員が説明を行うな

ど、利用者のニーズに配意します。 

また、国税庁ホームページ内にある税務大学校の「租税史料」（https://www.nta.go.jp

/about/organization/ntc/sozei/index.htm）において、租税史料室（税務情報センター）

が所蔵する史料をデジタル化して公開します。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
業1-3-1-2-A-1：租税教
室等受講者の理解度 

 
 （単位：％）                                                  

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 85 90 90 90 95 

実績値 97.7 97.1 97.3 98.0  

取組内容 
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（出所）長官官房広報広聴室調 

（注１）数値は、租税教育についてのアンケート調査において、｢深まった（分かった）｣から｢深まらなかった（分か

らなかった）｣の４段階評価で上位評価（「深まった（分かった）」又は「やや深まった（やや分かった）」）

を得た割合です。 

（注２）令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.71に記載しています。 

（目標値の設定の根拠） 

租税教育に関する取組についての評価を測定するため、租税教育を受けた児童・生徒等に対して実

施する「租税教育についてのアンケート調査」における評価を指標として設定しています。目標値

は、過去の実績値等を踏まえ、95％に引き上げました。 

○参考指標１「租税教室等への講師派遣の人員」

○参考指標２「税の作文の応募編数」

○参考指標３「講演会等の開催回数」

定量的な測定指標 

業1-3-1-2-A-2：税務大 
学校における公開講座
の内容の満足度  

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 80 80 80 80 80 

実績値 83.6 91.0 88.6 85.9 

（出所）税務大学校調 

（注１）数値は、税務大学校における公開講座のアンケート調査において、「良かった」から「悪かった」の５段階評

価で上位評価（「良かった」又は「やや良かった」）を得た割合です。 
（注２）令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.72に記載しています。 

（目標値の設定の根拠） 

税務大学校で開催している公開講座の内容に対する受講者の満足度を測定するため、公開講座に関

するアンケート調査における評価を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値等を踏ま

え、令和６事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標４「税務大学校における公開講座の受講者数」

定量的な測定指標 

業1-3-1-2-A-3：租税史 
料室（税務情報セン 
ター）見学者の満足度

（単位:％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 93.4 97.9 99.3 99.4 

（出所）税務大学校調 

（注１）数値は、租税史料室（税務情報センター）についてのアンケート調査において、「良い」から「悪い」の５段

階評価で上位評価（「良い」又は「やや良い」）を得た割合です。 

（注２）令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.72に記載しています。 

（目標値の設定の根拠） 

租税史料室（税務情報センター）見学者の満足度を測定するため、見学者に対するアンケート調査

における評価を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値等を踏まえ、令和６事務年度計

画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標５「租税史料室（税務情報センター）の見学者数」

○参考指標６「国税庁ホームページ『税務大学校』へのアクセス件数」

定性的な測定指標

[主要] 業1-3-1-2-B-1：租税に関する啓発活動の集中的な実施 

（令和７事務年度目標） 
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施策 業 1-3-1-3：関係民間団体との協調関係の推進 

取組内容 

税理士会、青色申告会、法人会、納税貯蓄組合、間税会、納税協会などの関係民間団体（各

団体については用語集参照）は、各団体が開催する各種説明会等を通じて、適正な申告納税制

度の実現や税知識の普及などに大きな役割を果たしています。 

このため、これらの関係民間団体との意見交換等を通じ、連携・協調関係の推進を図るとと

もに、税務行政のＤＸ施策やマイナンバー制度の普及・定着に向けた取組など、幅広い広報活

動への積極的な協力を求めます。 

定性的な測定指標 

[主要] 業1-3-1-3-B-1：関係民間団体との連携・協調関係の推進及び広報活動等の協力要請 

（令和７事務年度目標） 

関係民間団体が行う各種説明会や広報活動等について、各団体との意見交換等を通じて、国税庁が

推進する施策等への積極的な協力を求めます。 

（目標の設定の根拠） 

関係民間団体は、適正な申告納税制度の実現や税知識の普及などに大きな役割を果たしており、国

税庁が推進する施策等の実施に当たっては、引き続き、協調関係の推進を図ることが重要です。 

各団体との意見交換等を通じて、国税庁が推進する施策等への協力を積極的に要請していくこと

が、協調関係の推進につながることから、目標として設定しています。 

施策 業 1-3-1-4：地方公共団体との協力関係の確保 

取組内容 

地方公共団体との協力関係の確保については、納税者サービスの向上や国税、都道府県税、

市町村税に関する税務行政の効率化を図る観点から、市町村等における申告書の収受、各種説

明会の共同開催、税務広報資料の市町村広報誌等への掲載等に関して、地方税務協議会等（用

語集参照）での十分な協議を行って実施します。 

また、e-Taxの利用拡大に向けた各種施策の実施や周知・広報に関する協力関係の確保を図る

とともに、地方税ポータルシステム（eLTAX）（用語集参照）とのデータ連携の利用拡大に向け

て取り組みます。 

定性的な測定指標 

[主要] 業1-3-1-4-B-1：地方公共団体との協力関係確保のための協議会等の開催 

（令和７事務年度目標） 

地方公共団体との協力関係を確保するため、地方税務協議会等を開催します。

（目標の設定の根拠） 

各種説明会の共同開催や税務広報資料の市町村広報誌等への掲載など、納税者サービスの向上や

国・地方公共団体双方の税務行政の効率化を図る上で、地方公共団体との協力関係を確保することは

重要です。 

税の啓発活動を効果的・効率的に行う観点から、税のキャンペーン週間（税を考える週間）を中心

として、適正・公平な賦課及び徴収の実現に向けた国税庁の取組や租税の意義・役割などに関する情

報を国税庁ホームページ「国税庁の取組紹介」に分かりやすく掲載し、当該ページへ誘引する広報を

実施します。

（目標の設定の根拠） 

国税庁ホームページ「国税庁の取組紹介」の内容の充実に取り組むとともに、当該ページへ誘引す

る広報を実施することは、広く国民各層・納税者の方々に租税の意義や役割、税務行政に対する知識

と理解を深めていただくための効果的・効率的な情報提供手段として重要であることから、目標とし

て設定しています。

○参考指標７「国税庁ホームページ『国税庁の取組紹介』へのアクセス件数」
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地方税務協議会等の開催などを通じて連携・協調を図ることが、地方公共団体との協力関係の確保

につながることから、目標として設定しています。 
○参考指標１「地方税務協議会等の開催回数」 

   

施策 業 1-3-1-5：国民各層・納税者の方々からの意見や要望への的確な対応等 

取組内容 

国民各層・納税者の方々の税務行政に対するニーズを的確に把握するため、国税庁、国税局

及び税務署の各窓口、国税庁ホームページ等を通じて寄せられた意見・要望等を集約し、関係

部署において検討を行い、納税者サービスの向上や事務運営の改善に取り組みます。 

また、寄せられた意見・要望等に対して、国税庁の取組の状況を公表するなど、国民各層・

納税者の方々との双方向の情報交換の推進を図ります。 

さらに、国税局では、教育関係者や報道関係者など、349名（令和７年４月～令和８年３月）

の方々に国税モニター（用語集参照）を委嘱しており、国税モニターの方々から税に関する情

報提供の在り方や国税庁の取組等について意見を伺うとともに、税務行政に反映させることを

通じて、より信頼される税務行政が実現されるよう、広聴活動を充実させます。 
なお、職員に対しては、広聴活動の重要性について、会議、研修等の場を通じて周知・徹底

を図ります。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 業1-3-1-5-B-1：国民各層・納税者の方々からの意見や要望への的確な対応 

（令和７事務年度目標） 

国民各層・納税者の方々から寄せられた意見・要望等について、関係部署において検討し、事務の

改善等に取り組みます。 

（目標の設定の根拠） 

国民各層・納税者の方々の税務行政に対するニーズを的確に把握するとともに、寄せられた意見・

要望等を集約し、関係部署において検討を行い、納税者サービスの向上や事務運営の改善に反映させ

ることは、申告納税制度を推進する上で重要であることから、目標として設定しています。 

○参考指標１「ご意見・ご要望に対する取組」 

   

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

 
業績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 

行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

 
国税庁の広報活動経費 

（千円） 
441,063  435,705 434,895 416,883 001359 

  

担当部局名 

長官官房（総務課、税理士監理室、広報広

聴室、会計課、企画課、デジタル化・業務

改革室、データ活用推進室）、課税部（課

税総括課、消費税室、軽減税率・インボイ

ス制度対応室、個人課税課、資産課税課、

法人課税課、酒税課）、徴収部（管理運営

課）、税務大学校 

実績評価実施予定時期 令和８年10月 
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（国税庁 ７業１－３－２） 

業績目標の内容及び
目標設定の考え方 

 納税者からの問合せや相談に対して迅速・的確に対応するとともに、申告期限前

の照会（事前照会）に対する文書回答事例を国税庁ホームページに公表するなど、

税法の適用等についての予測可能性の向上を図ります。

また、納税者の来署目的に応じて適切に対応することなどにより、納税者の満足

度の向上を図ります。

上記の「業績目標」を達成するための「施策」 

業1-3-2-1：納税者からの相談等への適切な対応 

業1-3-2-2：納税者からの苦情等への迅速・適切な対応 

業1-3-2-3：改正消費税法への対応 

関連する内閣の基本方針等 該当なし 

施策 業1-3-2-1：納税者からの相談等への適切な対応 

取組内容 

納税者からの相談等には、次のとおり適切に対応します。 

１. 電話相談センターにおける相談の充実

電話相談センターにおいては、次のとおり対応します。

また、電話相談センターを利用した納税者に対して電話相談に関するアンケート調査を行

い、その結果を踏まえ、相談事務の質の向上を図ります。 

⑴ 通常期

通常期は、電話相談センターにおいて、税に関する電話相談を集中的に受け付けてお

り、税務相談官が税目別に対応することで、迅速かつ質の高い回答に努めるとともに、１

件当たりの相談時間の短縮を図り、納税者の利便性の向上に努めます。 

このため、職員に対し、税制改正や相談事例に関する研修のほか、応接研修、相談技法

の研修を継続的に実施し、税務相談官としての専門知識と応接態度の向上を図ります。 

⑵ 確定申告期

確定申告期は、通常期より増加する電話相談に適切に対応するため、電話相談センター

に加え、確定申告電話相談センターを全国の国税局に開設します。 

確定申告電話相談センターでは、確定申告会場に関する問合せや申告書用紙の送付依頼

等、税務相談以外の質問等については、オペレーターを活用して効率的に対応するととも

に、税務相談については、専門知識を有する税理士や職員が多岐にわたる相談にきめ細か

な対応を行うことで納税者サービスの向上を図ります。 

２．国税庁ホームページにおける税に関する情報の充実等 

国税庁ホームページの「タックスアンサー」では、税に関する情報の提供を行っていま

す。納税者に対して税に関する情報をより分かりやすく、かつ的確に提供できるよう、税制

改正を踏まえた回答文の改訂を確実に行うとともに、電話相談センターに数多く寄せられた

相談やタックスアンサーアンケートに寄せられた意見などを参考にして、その内容の整備・

充実を図ります。 

このほか、国税庁ホームページでは、令和２年10月から、利用者が質問事項を入力すると

ＡＩが自動で回答を表示する「チャットボット」を運用しています。個人の納税者を対象と

した所得税・消費税の確定申告、年末調整及びインボイス制度に関する相談を行っており、

○ 業績目標 1-3-2：相談等への適切な対応

問合せや相談に対して迅速かつ的確に対応するとともに、納税者の満足度が 

向上するよう努めます。 
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引き続き円滑な運用に努めます。  

また、利用者からの相談やアンケート結果に基づき、回答内容の充実を図ることとしてい

ます。 

３．来署納税者への適切な対応 

来署した納税者が一般的な税に関する相談について、次回以降、来署せずに自宅等から完

結できるよう、国税庁ホームページ（「チャットボット」や「タックスアンサー」など）の

利用勧奨や電話相談センターへの案内により納税者の利便性の向上を図る取組を行います。 

また、一般的な税に関する相談のほか、相談内容が申告又は納税に直結しており、書類や

事実関係を具体的に確認する必要があるような個別の相談の場合には、納税者本人又は納税

者の委任を受けた税理士から事前に予約していただいた上で、納税者の事情に応じて適切に

対応します。 

さらに、来署した納税者に対して、職員の窓口・相談対応に対する評価についてアンケー

ト調査を実施し、納税者の評価や要望を把握・分析して有効に活用することで、納税者の満

足度の更なる向上に取り組みます。 

４．確定申告期における対応 

⑴ 確定申告会場における対応 

確定申告会場に来場された納税者には、納税者自身のスマホ等又は会場に設置したパソ

コンから「確定申告書等作成コーナー」を利用していただき、システムによる計算誤りの

ない申告書作成、簡単な申告書の提出など、e-Taxによる申告の利便性を実感していただく

ことによって、翌年以降の自宅等からのe-Tax申告を促します。 

また、スマホ等の操作が不慣れな方などに対して的確な助言を行うための操作補助者を

適切に配置するなど、円滑な申告・納税ができるよう、適切な相談体制を構築します。 

⑵ 閉庁日における申告相談等の実施 

平日に来署することが困難なため、閉庁日（用語集参照）の申告相談を希望する納税者

の要望を受けて、確定申告期間中の閉庁日に一部の税務署で申告相談や申告書の受付を行

います。 

５．事前照会への的確な対応 

納税者が実際に行う取引等に関して税務上の取扱いが明らかでない事項について、申告期

限前の照会（事前照会）があった場合には、納税者サービスの一環として、その内容に応じ

回答を行います。 

このうち、文書による回答を求める旨の申出があった事前照会については、一定の要件を

満たす場合、文書による回答を行い、その照会・回答内容を国税庁ホームページにおいて公

表しています（文書回答手続による事前照会）。 

また、文書による回答事例のほか、他の納税者の参考となる事前照会の回答事例について

も、納税者の予測可能性を向上させる観点から、「質疑応答事例」として国税庁ホームペー

ジに掲載しています。 

令和７事務年度においても、事前照会について適正かつ迅速に対応しつつ、納税者の予測

可能性を向上させる観点から、①文書回答手続による事前照会について、引き続き積極的な

広報活動に取り組むとともに、②「質疑応答事例」について、税制改正などを踏まえた見直

しを行い、掲載事例の一層の充実を図ります。 

６．説明会による情報の提供等 

申告と納税に必要な法令解釈や事務手続を正しく理解していただくため、地方公共団体や

関係民間団体との協調関係の下、確定申告に関する各種説明会、改正税法の説明会等を開催

し、必要な情報を提供します。 

また、個人事業者に対しては、事業所得のある者等に記帳・帳簿等保存制度が定着するよ

う、引き続き、地方公共団体や関係民間団体との連携・協調を図りながら、記帳説明会の実

施等によって制度の周知を図ります。 

さらに、納税者の正確な記帳に基づく適正な所得税申告を可能にするため、自ら記帳でき

る能力（自計能力）を習得できるよう記帳指導を行うとともに、あらゆる機会を捉えて青色

申告制度（用語集参照）の説明を行い、その普及を図ります。 

 

取組内容 
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７．路線価等の情報提供 

路線価（用語集参照）及び評価倍率（用語集参照）（以下合わせて「路線価等」といいま

す。）については、納税者の相続税等の申告等の便宜を図るとともに、課税の公平を担保す

る観点から、毎年定め、これを国税庁ホームページに公開しています。 

路線価等の評定に当たっては、①標準地（用語集参照）の適正な配置、②地価情報や地価

に大きな影響を与える都市計画の変更等の情報の的確な収集、③固定資産税評価に係る情報

の的確な収集、④地価変動の著しい地域等への綿密な現地踏査の実施、⑤精通者等との情報

交換等の実施による精度の高い意見価格等の収集等に取り組むことにより、地価動向を確実

に把握し、これを的確に反映させます。 

○［再掲：業1-2-1-1：オンライン申告の推進（参考指標４）］ 

参考指標１「確定申告期におけるＩＣＴを活用した申告書の提出件数（所得税、個人事業者の

消費税、贈与税）」 

○参考指標２「閉庁日における相談件数（所得税）」 

○参考指標３「各種説明会の開催回数・参加人員」 

○参考指標４「記帳指導を受けた者の自計能力を習得した割合」 

○参考指標５「所得税青色申告承認者数」 

○参考指標６「国税庁ホームページ『路線価図・評価倍率表』へのアクセス件数」 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
業1-3-2-1-A-1：電話相
談センターにおける10
分以内の相談割合 

  （単位：％）                                     

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 97.9 97.7 97.9 98.6  

（出所）長官官房税務相談官調 

（注）令和７事務年度におけるサンプル調査の概要は、P.74に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

電話相談センターにおける相談が迅速に行われているかを測定するため、10分以内の相談割合を指

標として設定しています。目標値は、適正な事務処理水準を維持する観点及び過去の実績値を踏ま

え、令和６事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標７「電話相談センターの相談件数」 

○［再掲：業1-2-1-3：利用者目線に立った情報提供（参考指標１）］ 

参考指標８「国税庁ホームページ『タックスアンサー』へのアクセス件数」 

○［再掲：業1-2-1-3：利用者目線に立った情報提供（参考指標２）］ 

参考指標９「国税庁ホームページ『チャットボット』への質問入力件数」 
  

定量的な測定指標 

 

業1-3-2-1-A-2：電話相
談センターにおける電
話相談の満足度   

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 95.1 95.4 95.7 95.5  

（出所）長官官房税務相談官調 

（注１）数値は、電話相談に関するアンケート調査において、｢良い｣から｢悪い｣の５段階評価で上位評価（「良い」

又は「やや良い」）を得た割合です。 
（注２）令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.72に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

電話相談センターにおける相談に対する満足度を測定するため、電話相談に関するアンケート調査

の評価を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値を踏まえ、令和６事務年度計画の目標

値を引き続き設定しました。 
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○［再掲］参考指標７「電話相談センターの相談件数」 

○［再掲］参考指標８「国税庁ホームページ『タックスアンサー』へのアクセス件数」 

○［再掲］参考指標９「国税庁ホームページ『チャットボット』への質問入力件数」 
  

定量的な測定指標 

 

業1-3-2-1-A-3：税務署
の窓口・相談対応に対
する評価 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 90 90 90 90 90 

実績値 93.4 92.8 93.5 93.4  

（出所）長官官房総務課調 

（注１）数値は、来署した納税者へのアンケート調査において、｢良い｣から｢悪い｣の５段階評価で上位評価（「良

い」又は「やや良い」）を得た割合です。 
（注２）令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.72に記載しています。 

（注３）アンケート調査については、例年、５月、９月、11月、２月に実施していますが、新型コロナウイルス感染

症の影響により、令和３年５月の実施は取りやめています。 

（注４）令和３年度の数値は、「職員の応接態度の好感度」に対する目標値及び実績値です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

税務署の窓口における対応については、納税者の来署目的に適切に対応することが重要であること

から、来署した納税者に対する職員の窓口・相談対応に対する評価を測定するため、アンケート調査

における評価を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値等を踏まえ、令和６事務年度計

画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標10「税務署における面接相談の満足度」 

○参考指標11「税務署内の案内表示、受付・窓口の利用満足度」 

○参考指標12「税務署内の設備の利用満足度」 
  

定量的な測定指標 

 

業 1-3-2-1-A-4：文書
回答手続による事前照
会に対する３か月以内
の処理件数割合 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 99.1 96.6 98.8 98.1  

（出所）課税部審理室調 
（注）処理期間の計算に当たっては、審査に必要な追加的資料の提出や照会文書の補正に要した期間を除いています。 
 

（目標値の設定の根拠） 

課税関係の事前照会に対する文書回答手続が迅速に行われているかを測定するため、３か月以内の

処理件数割合を指標として設定しています。目標値は、適正な事務処理水準を維持する観点及び過去

の実績値を踏まえ、令和６事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標13「文書回答手続による事前照会の受付件数」 

○参考指標14「質疑応答事例の国税庁ホームページへの掲載件数等」 
  

定性的な測定指標 

 

[主要] 業1-3-2-1-B-1：確定申告期間における適切な対応 

（令和７事務年度目標） 

納税者からの確定申告に関するニーズ等を把握して、適切に対応します。 

（目標の設定の根拠） 

確定申告は多くの納税者が関係する手続であり、円滑な申告・相談ができるよう適切に対応するこ

とは、施策「納税者からの相談等への適切な対応」における重要な取組であることから、目標として

設定しています。 
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〇［再掲：業1-2-1-1：オンライン申告の推進（参考指標４）］

参考指標１「確定申告期におけるＩＣＴを活用した申告書の提出件数（所得税、個人事業者の消費

税、贈与税）」

〇［再掲］参考指標２「閉庁日における相談件数（所得税）」 

施策 業1-3-2-2：納税者からの苦情等への迅速・適切な対応 

取組内容 

税務行政に対する納税者の理解と信頼を確保するためには、寄せられた苦情等に対して迅速

かつ適切に対応していくことが不可欠であるとの認識の下、納税者の視点に立って誠実な態度

で接することを基本とし、短期間での処理（原則として３日以内に処理）を図っていきます。 

また、納税者から寄せられた様々な苦情等に対しては、納税者支援調整官が、適正かつ円滑

に納税義務を履行するために必要な助言及び手続の説明並びに調整を行うなど、適切な対応に

努めていきます。 

なお、寄せられた苦情等については、関係部署と協議し、納税者サービスの向上や事務運営

の改善につなげます。 

定量的な測定指標 

[主要] 
業1-3-2-2-A-1：苦情の
３日以内の処理件数割
合 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 90 90 90 90 90 

実績値 95.7 93.5 89.6 91.2 

（出所）長官官房総務課調 

（注）実績値は、納税者の都合によって３日以内に処理できなかったものを除いて算出しています。 

（目標値の設定の根拠） 

納税者から寄せられた様々な苦情等への対応が迅速に行われているかを測定するため、３日以内の

処理件数割合を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値を踏まえ、令和６事務年度計画

の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標１「苦情処理件数の推移」[新]

施策 業1-3-2-3：改正消費税法への対応 

取組内容 

インボイス制度をはじめとする消費税法の改正については、多数の事業者に影響を及ぼすも

のであり、事業者が改正内容や消費税の仕組み等を十分に理解して、それぞれの事業実態に応

じた対応や準備を進められるよう、また、自ら適正な申告・納付ができるよう、周知・広報・

相談・指導に取り組みます。

これまで、国税庁ホームページにインボイス制度特設サイトを開設し、各種パンフレット、

ＦＡＱ、動画を掲載するほか、全国ネットでのテレビＣＭ・ラジオＣＭの実施、全国紙・業界

誌への記事下広告掲載、ダイレクトメールの送付、インターネット広告や、オンライン説明会

の実施、事業者団体の説明会への講師派遣などの周知・広報の取組を実施してきました。

引き続き、インボイス制度をはじめとする改正消費税法に関する相談等に適切かつ丁寧に対

応します。

また、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に向けた取組として、価格表示（総額表示義務）

や転嫁に関する相談についても、関係府省庁と連携して適切に対応します。

これらを踏まえ、事業者からの改正消費税法に関する相談等について、適切かつ丁寧に対応

します。 

定性的な測定指標 

[主要] 業1-3-2-3-B-1：改正消費税法に関する相談等への適切な対応 

（令和７事務年度目標） 

インボイス制度をはじめとする改正消費税法に関する相談等に対して適切かつ丁寧に対応します。
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（目標の設定の根拠） 

事業者がインボイス制度をはじめとする消費税法の改正内容等を十分に理解して自ら適正な申告・

納付ができるよう、改正消費税法に関する相談等について、適切かつ丁寧に対応するとともに、消費

税の円滑かつ適正な転嫁の確保に向けた政府全体の取組についても、関係府省庁と連携して適切に対

応することは、国民の理解を得て税務行政を円滑に推進する上で重要であることから目標として設定

しています。

○参考指標１「改正消費税法等に関する相談件数」

○［再掲：業1-3-2-1：納税者からの相談等への適切な対応（参考指標３）］

参考指標２「各種説明会の開催回数・参加人員」

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

業績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 
行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

電話相談センター運営経費 

（千円） 
378,569 398,910 376,577 377,555 001360 

国税庁施設費 

（千円） 
2,527,427 2,541,635 3,914,473 2,720,931 001418 

合 計（千円） 2,905,996 2,940,545 4,291,050 3,098,486 

担当部局名 

長官官房（総務課、会計課、税務相談

官）、課税部（課税総括課、消費税室、軽

減税率・インボイス制度対応室、審理室、

個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒

税課、資産評価企画官）、徴収部（管理運

営課、徴収課）、調査査察部（調査課） 

実績評価実施予定時期 令和８年10月 
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（国税庁 ７実１－４） 

実績目標の内容及び
目標設定の考え方 

適正申告の実現及び期限内収納の実現に努めるとともに、納税者の権利利益の保

護を図りつつ、的確な調査・徴収等を行います。

また、適正な税務行政の執行を担保する上で重要な役割を果たしている不服申立

てについては、適正・迅速に対応することにより、納税者の正当な権利利益の救済

を図ります。

今回廃止した測定指標とその理由 

廃止等した測定指標がある場合は、業績目標ごとに、その理由を記載しています。 

参考指標 参考指標は、業績目標ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

担当部局名 

長官官房（企画課）、課税部（課税総括

課、消費税室、審理室、個人課税課、資産

課税課、法人課税課、酒税課）、徴収部

（管理運営課、徴収課）、調査査察部（調

査課、査察課）、国税不服審判所 

実績評価実施予定時期 令和８年10月 

上記の「実績目標（小）」を達成するための「業績目標」 

業績目標1-4-1：適正申告の実現及び的確な調査・行政指導の実施 

適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認められる納税者に対し

ては、的確な調査・行政指導を実施することにより誤りを是正します。 

業績目標1-4-2：期限内収納の実現及び滞納の整理促進への取組 

期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行わない納税者に対して滞

納処分を執行するなどにより徴収します。 

業績目標1-4-3：不服申立てへの取組 

不服申立てに適正・迅速に対応し、納税者の正当な権利利益の救済を図ります。 

関連する内閣の基本方針等 該当なし

○ 実績目標(小)１－４：適正な調査・徴収等の実施及び納税者の権利救済
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（国税庁 ７業１－４－１） 

実績目標の内容及び

目標設定の考え方 

適正申告の実現を図るため、有効な資料情報の収集を行うとともに、効果的・効率

的な事務運営を推進し、申告が適正でないと認められる納税者に対して、的確な調

査・行政指導を実施します。 

また、社会・経済状況の変化に的確に対応するため、グローバル化・デジタル化の

進展などを背景とした新たな分野への対応を行います。 

上記の「業績目標」を達成するための「施策」 

業 1-4-1-1：有効な資料情報の収集 

業 1-4-1-2：的確な調査事務の運営 

業 1-4-1-3：社会・経済状況に対応した調査への取組 

業 1-4-1-4：悪質な脱税者に対する査察調査の実施 

関連する内閣の基本方針等 該当なし 

施策 業1-4-1-1：有効な資料情報の収集 

取組内容 

資料情報は、適正・公平な課税を実現するために必要不可欠なものであることから、法律で

提出が義務付けられている調書（法定資料（用語集参照））の適正な提出を確保するための方

策を講じるほか、経済取引のグローバル化・デジタル化等の進展や不正形態の変化に常に着目

し、新たな取引形態などに係る有効な資料情報を積極的に収集します。 

１．法定資料の適正な提出の確保 

法定資料の提出義務者に対しては、様々な機会を通じて広報活動を行い、早期提出を依頼

するとともに、必要に応じて法定監査を行うなど、適正な提出の確保を図ります。 

２．法定資料以外の資料情報の積極的な収集 

法定資料以外の資料情報（用語集参照）は、活用効果を意識して効果的かつ効率的に収集

するとともに、経済取引のグローバル化・デジタル化等の進展や不正形態の変化に常に着目

し、新たな資産運用手法や取引形態等に係る資料情報を積極的に収集します。 

定性的な測定指標 

[主要] 業1-4-1-1-B-1：有効な資料情報の収集 

（令和７事務年度目標） 

法定資料の適正な提出の確保を図るとともに、新たな資産運用手法や取引形態等に係る活用効果

が高いと考えられる資料情報の収集に取り組みます。 

（目標の設定の根拠） 

法定資料の適正な提出の確保策を講じるとともに、社会・経済状況の変化に対応した活用効果が高

いと考えられる資料情報の収集に取り組むことは、適正申告の実現や的確な調査・行政指導を実施す

るために重要であることから、目標として設定しています。 

○参考指標１「資料情報の収集枚数」

○参考指標２「法定監査の実施状況」

○ 業績目標 1-4-1：適正申告の実現及び的確な調査・行政指導の実施

適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認められる納税者に対し
ては、的確な調査・行政指導を実施することにより誤りを是正します。 
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施策 業1-4-1-2：的確な調査事務の運営 

取組内容 

税務行政を取り巻く環境がますます厳しくなる中で、海外への資産隠し等により税負担を免

れるような事案や大口・悪質な不正事案等に的確に対応するためには、調査関係事務量を適切

に確保していく必要があります。 

このような状況の下、適正・公平な課税を実現していくため、デジタル化の推進や内部事務

のセンター化等の施策を実施することにより、可能な限り調査事務量を確保するとともに、申

告事績や調査事績の情報など様々なデータを活用した分析に基づきながら、効果的・効率的な

調査事務運営を推進します。具体的には、大口・悪質な不正計算が想定されるなど、調査必要

度の高い納税者に対して重点的に事務量を投下する深度ある調査を実施し、その他の納税者に

対しては、文書・電話等による簡易な接触を幅広く実施することで、納税者の税務コンプライ

アンスの維持・向上を図るほか、次のような取組を実施します。 

 

１．納税者の負担軽減等 

所得税や法人税の調査を実施する際には、消費税、源泉所得税等の他税目の調査も同時に

実施するほか、可能な限り迅速に進めるなど、納税者の負担軽減と調査の効率性に配意しま

す。 

２．調査の際の指導等 

調査において、納税者と調査担当者との間で見解の相違がある事案については、納税者の

主張や調査担当者が把握した事項を整理し、十分な証拠収集等に基づく事実認定を行い、法

令を適正に適用します。 

また、調査の際には、誤りを指導してそれを是正するにとどまらず、調査を契機に納税者

が税務に関する知識を深め、将来にわたって自主的に適正な申告と納税ができるよう、その

内容を納税者に分かりやすく説明し、理解が得られるよう配意します。 

３．大法人の税務コンプライアンスの維持・向上 

国税局調査部（課）が所管する大法人の税務コンプライアンスは、それぞれの業界や地域

経済に及ぼす影響も大きいことから、大法人の税務コンプライアンスの維持・向上を通じ

て、税務行政全体における適正・公平な課税の実現を図っていく必要があります。 

このため、大法人に対する調査の機会を利用して、税務に関するコーポレートガバナンス

（用語集参照）の取組状況を確認した上で、経営責任者等と意見交換を行うなど、その充実

に向けた取組を推進します。 

大法人の税務に関するコーポレートガバナンスの充実を促すことにより、自発的な適正申

告が期待できる法人を増加させ、申告水準の維持・向上を図ります。また、本取組により得

られた内部体制の整備状況等の情報を調査必要度の判定に活用することにより、的確な調査

選定と適正な事務量配分を実践し、税務調査の効率化と適正・公平な課税の実現を図ってい

きます。 

さらに、「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表について周知・広報に

取り組むなどその活用を促進し、大法人の自発的な適正申告を支援します。 
定量的な測定指標 

 

[主要] 
業1-4-1-2-A-1：調査
関係事務の割合 

（単位：％） 

事務年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 65 65 65 65 65 

実績値 59.9 64.5 65.0 N.A.  

（出所）課税部課税総括課、消費税室、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課調 

（注１）数値は、賦課事務（調査課分を除く。）に従事する職員の事務処理日数を事務の態様別に集計し、その合計日

数のうち、調査関係事務に従事した日数の占める割合です。 

（注２）「調査関係事務」とは、①実地調査（納税者の事務所等に臨場して帳簿書類等により申告内容を確認する事

務）や、実地調査以外の調査（納税者に来署を依頼し、帳簿書類等の提出を求めて申告内容を確認する事務）

のほか、②行政指導として行う事務（提出された申告書に計算誤り等があるのではないかと思料される場合に

自発的な見直しを要請する事務や、申告内容の確認等に活用する資料情報を任意で収集する事務等）などをい

います。 
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（注３）令和６事務年度の実績値は、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（目標値の設定の根拠） 

的確な調査・行政指導を実施するため、必要な調査関係事務量が確保されているかを測定する指標

として調査関係事務の割合を設定しています。目標値は、過去の実績値等を踏まえ、65％としまし

た。 

○参考指標１「実地調査の件数及び追徴税額等」

○参考指標２「所得税の実地調査による１件当たりの申告漏れ所得金額及び追徴税額」

○参考指標３「相続税の実地調査による１件当たりの申告漏れ課税価格及び追徴税額」

○参考指標４「法人税の実地調査による１件当たりの申告漏れ所得金額及び追徴税額」

○参考指標５「消費税の実地調査による１件当たりの追徴税額」

定量的な測定指標 

[主要] 
業1-4-1-2-A-2：調査
関係事務の割合（調
査課分）（単位：％） 

事務年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 85 85 85 85 85 

実績値 86.1 86.4 86.4  N.A. 

（出所）調査査察部調査課調 

（注１）数値は、賦課事務（調査課分）に従事する職員の事務処理日数を事務の態様別に集計し、その合計日数のう

ち、調査関係事務に従事した日数の占める割合です。 

（注２）調査課は、調査課所管法人（用語集参照）の申告等に係る相談・指導・調査を行っています。 

（注３）令和６事務年度の実績値は、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（目標値の設定の根拠） 

的確な調査・行政指導を実施するため、必要な調査関係事務量が確保されているかを測定する指標

として調査関係事務の割合を設定しています。目標値は、過去の実績値等を踏まえ、85％としまし

た。 

○参考指標６「調査課所管法人に係る実地調査の件数及び追徴税額等」

定性的な測定指標 

業1-4-1-2-B-1：効果的・効率的な調査事務運営の推進 

（令和７事務年度目標） 

大口・悪質な不正計算が想定されるなどの調査必要度の高い納税者に対しては深度ある調査を実

施しつつ、その他の納税者に対しては簡易な接触を幅広く実施することにより税務コンプライアン

スの維持・向上を図るなど、最適な接触態様を選択し、効果的・効率的な調査事務運営を推進します。 

（目標の設定の根拠） 

限られた事務量の下、適正・公平な課税を実現していくためには、調査必要度の高い納税者に対し

ては深度ある調査を実施しつつ、その他の納税者に対しては文書・電話等による簡易な接触を幅広く

実施し、バランスのとれた事務量配分に配意するとともに、事案に応じた適切な調査体制の編成、的

確な進行管理を行うなど、効果的・効率的な調査事務運営の推進が重要です。目標の達成度はこのよ

うな観点も含めて評価することが適当であることから目標として設定しています。 

○参考指標７「簡易な接触件数及び追徴税額」

定性的な測定指標 

業1-4-1-2-B-2：大法人の税務コンプライアンスの維持・向上 

（令和７事務年度目標） 

大法人の税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた自発的な取組を推進するため、関

係民間団体等との会合の機会を活用して本取組に関する説明を行うなど、その充実を働き掛けると
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ともに、調査の際には、取組状況を的確に把握した上で経営責任者等と面談し、評価結果の伝達や要

改善事項等に対する意見交換を実施するなど、各種取組を行います。 

（目標の設定の根拠） 

各業界や地域経済に及ぼす影響が大きい大法人に対して、税務に関するコーポレートガバナンス

の充実に向けた自発的な取組を促進することは、適正・公平な課税の実現を図るために重要であり、

目標の達成度はこのような観点も含めて評価することが適当であることから目標として設定してい

ます。 

○参考指標８「税務に関するコーポレートガバナンスの評価結果が『良好』と判定された法人数」

施策 業1-4-1-3：社会・経済状況に対応した調査への取組 

取組内容 

社会・経済状況の変化を的確に把握した上で、適正・公平な課税の実現を図るため、次のと

おり調査に取り組みます。 

１．大口・悪質な不正事案等への的確な対応 

高額な所得が見込まれるにもかかわらず申告額が少ない納税者や、申告義務があるにも

かかわらず申告書を提出していない納税者の存在は、自主的に適正な申告・納税を行ってい

る納税者に強い不公平感をもたらすことから、申告納税制度の下、このような納税者には、

積極的に実態把握・調査を実施し、的確かつ厳正な課税処理を行います。 

大口・悪質な不正事案に対しては、その事案に応じた適切な調査体制を編成し、的確かつ

深度ある調査を行います。 

  無申告事案に対しては、収集した資料情報を活用して、効率的な実態把握に努め、大口事

案を中心とした効果的な調査に取り組みます。 

消費税の還付申告に対しては、不正還付を未然に防止するため、申告書審査を的確に実施

し、還付原因が解明できない場合には、重点的に調査を行います。 

２．国際化や新分野の経済活動への的確な対応 

国際化やシェアリングエコノミー等新分野の経済活動（用語集参照）などの進展に伴い、

複雑・多様化する事案に対して、国税局と税務署の関係部署が一体となって組織横断的な情

報収集・実態解明等を実施し、的確かつ深度ある調査や行政指導を行います。 

⑴ 国際化・富裕層への対応

経済取引のグローバル化の進展に伴い、個人・企業による海外取引や海外資産の保有・

運用が複雑・多様化する中、富裕層による海外への資産隠しや多国籍企業による国際的な

所得移転に対する国民の関心が高まっています。 

国税庁では、国際課税への取組を重要な課題と位置付け、各国の税制の差異や租税条約

（用語集参照）の違いを巧みに利用して租税負担を軽減する国際的な租税回避行為につい

ては、関東信越、東京、名古屋及び大阪国税局に設置している国際担当の統括国税実査官

等を中心として、情報収集・実態解明に取り組みます。その結果、課税上問題があると見

込まれる場合には、租税条約等に基づく情報交換制度を活用するなどして、綿密な調査を

行い厳正に対処していきます。 

移転価格税制（用語集参照）については、その適用基準や執行方針の明確化を図るとと

もに、的確な納税者管理、調査必要度が高い事案に対する重点的な調査を実施するほか、

事前確認（用語集参照）に係る事前相談への積極的な対応、審査事務の効率化等を行いま

す。 

また、共通報告基準（ＣＲＳ）（用語集参照）に基づき各国の税務当局から受領した日

本居住者の金融口座情報（ＣＲＳ情報）については、時系列の動向分析や、各種法定資料

をはじめとした課税上有効と認められる資料情報との突合等を行った上で、課税上問題が

あると見込まれる場合には調査を行うなど、適切に活用していきます。 

富裕層に対しては、多様化・国際化する資産運用から生じる運用益に対して適正に課税

するとともに、将来の相続税の適正課税に向けて情報の蓄積を図っていきます。 
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⑵ 新分野の経済活動への対応 

シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に的確に対応していくために、納税者の自

発的な納税義務の履行を促す取組を行うとともに、経済取引のグローバル化・デジタル化

の進展に伴う新たな形態の取引に着目した情報収集・分析等に取り組んでいきます。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 業1-4-1-3-B-1：大口・悪質な不正事案等への的確な対応 

（令和７事務年度目標） 

大口・悪質な不正事案等に対して、的確な調査等を行います。 

（目標の設定の根拠） 

高額な所得が見込まれるにもかかわらず申告額が少ないと認められる納税者や申告義務があるに

もかかわらず申告書を提出していない納税者の存在、消費税の制度を悪用して還付を不正に受けよ

うとする者の存在は、自主的に適正な申告・納税を行っている納税者に強い不公平感をもたらすこと

になります。このような納税者に対して的確な調査等を行うことは、適正・公平な課税の実現を図る

ために重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「無申告事案の実地調査による１件当たりの追徴税額（所得税・相続税・法人税・消費

税）」 

○参考指標２「消費税還付申告法人に対する実地調査による追徴税額」 

定性的な測定指標 

 

[主要] 業1-4-1-3-B-2：国際化や新分野の経済活動への的確な対応 

（令和７事務年度目標） 

 国際化やシェアリングエコノミー等新分野の経済活動などの進展に伴い、複雑・多様化する事案に

対して、的確な調査等を行います。 

また、職員の国際課税等に係る調査能力向上のための取組を実施します。 

（目標の設定の根拠） 

国際化やシェアリングエコノミー等新分野の経済活動などの進展に伴い、複雑・多様化する事案に

対して、国税局と税務署の関係部署が一体となって組織横断的な情報収集・実態解明等を実施し、的

確かつ深度ある調査等を行うことは、適正・公平な課税の実現を図るために重要であることから目標

として設定しています。 

○参考指標３「富裕層に係る実地調査による申告漏れ所得金額」 

○参考指標４「海外取引を行っている者に係る実地調査による申告漏れ所得金額(所得税）」 
○参考指標５「海外資産に係る実地調査による申告漏れ課税価格（相続税）」 
○参考指標６「海外取引等に係る実地調査による申告漏れ所得金額（法人税）」 
○参考指標７「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る取引を行っている個人に係る実

地調査による申告漏れ所得金額」 

施策 業1-4-1-4：悪質な脱税者に対する査察調査の実施 

取組内容 

 適正・公平な課税を実現し、税務行政に対する納税者の理解と信頼を得るため、現下の経済

社会情勢も踏まえつつ、偽りその他不正の行為により故意に税金を免れた者などの社会的に

非難されるべき悪質な脱税者に対しては、厳正な査察調査を実施し、検察当局との連携も図り

ながら、刑事訴追を求めます。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 業1-4-1-4-B-1：悪質な脱税者に対する査察調査の的確な実施 

（令和７事務年度目標） 

社会的に非難されるべき悪質な脱税者に対しては、厳正な査察調査を実施し、検察当局との連携も

図りながら、刑事訴追を求めます。 
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（目標の設定の根拠） 

組織力を発揮した効果的・効率的な事務運営に努めるとともに、重点事案（注）の積極的な立件・処

理に取り組むことによって、悪質な脱税者に対し刑事責任を追及することは、その一罰百戒の効果を

通じて、適正･公平な課税の実現を図るために重要であることから目標として設定しています。 
（注）重点事案とは、消費税事案、無申告事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいい

ます。 

○参考指標１「査察調査の件数等」 

○参考指標２「税目別告発事件の件数等」 

○参考指標３「税目別告発事件の１件当たりの脱税額」 

○参考指標４「重点事案の告発件数」 

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

業績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 
行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

 上記の業績目標に関連する予算額はありません。 

担当部局名 

長官官房（企画課）、課税部（課税総括課、消

費税室、個人課税課、資産課税課、法人課税

課、酒税課）、調査査察部（調査課、査察課） 

実績評価実施予定時期 令和８年 10 月 
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（国税庁 ７業１－４－２） 

上記の「業績目標」を達成するための「施策」 

業1-4-2-1：期限内収納の実現に向けた各種施策の実施 

業1-4-2-2：滞納を未然に防止するための取組 

業1-4-2-3：効果的・効率的な徴収事務の運営 

業1-4-2-4：滞納の整理促進への取組 

業1-4-2-5：厚生労働大臣から委任される年金保険料の徴収 

関連する内閣の基本方針等 該当なし 

実績目標の内容及び

目標設定の考え方 

期限内収納の実現に向けた各種施策の実施や滞納整理は、申告・調査による適正

課税の確保と並んで税務行政における重要な事務であり、適正・公平な課税の実現

は、これらの事務が的確に行われて初めて完結するものです。

このため、期限内収納の実現に向けた積極的な周知・広報に取り組むとともに、

期限内に納付しない納税者に対して滞納処分を執行するなどにより、確実な徴収を

図ります。

施策 業 1-4-2-1：期限内収納の実現に向けた各種施策の実施 

取組内容 

申告納税制度の下においては、納税者の方が、自ら所得金額や税額を計算し、それに基づい

て申告するとともに、その申告した税額を定められた納期限までに納付していただく必要があ

ります。 

このため、国税庁ホームページなどを活用した期限内納付に関する広報の充実に努めるとと

もに、個人の新規納税者には振替納税の利用を呼び掛けるなどして、期限内収納の実現を図り

ます。 

また、納付しやすい環境の整備という観点から、e-Taxによる口座振替であるダイレクト納

付、インターネットバンキング等による電子納税、クレジットカード納付及びスマホアプリ納

付、自宅や事務所等でパソコン等によって作成したＱＲコードによるコンビニエンスストアで

の納付を可能としております。今後も、納税者のニーズや最新の技術動向等を踏まえ、各納付

手段がより利用しやすいＵＩ/ＵＸデザインとなるよう工夫するなど、更なる利便性の向上を図

ります。 

定性的な測定指標 

[主要] 業1-4-2-1-B-1：期限内収納を確保するための取組 

（令和７事務年度目標） 

期限内収納を確保するため、期限内納付に関する周知・広報、振替納税の利用勧奨及び振替日の周

知等の各種施策を実施します。 

（目標の設定の根拠） 

国税庁ホームページなどの各種広報媒体や地方公共団体、税理士会、関係民間団体、業界団体等の

説明会などを活用した期限内納付に関する周知・広報、個人の新規納税者を中心とした振替納税の利

用勧奨及び振替日の周知等を実施することは、期限内収納を確保するために重要であることから目標

として設定しています。 

○ 業績目標 1-4-2：期限内収納の実現及び滞納の整理促進への取組

期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行わない納税者に対して滞

納処分を執行するなどにより徴収します。 
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施策 業1-4-2-2：滞納を未然に防止するための取組 

取組内容 

 前回の納付の際に納期限を過ぎて納付した納税者に対しては、新たに納期限が到来する国税

について、納期限前に、はがきや集中電話催告センター室（用語集参照）を中心とした電話に

よる納付指導で期限内納付を促すとともに、納期限までに納付がない納税者に対しては、督促

状を発する前に、集中電話催告センター室を中心として電話による納付指導を行うなど、賦課

部門とも連携しつつ、滞納の未然防止を図ります。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 業1-4-2-2-B-1：滞納を未然に防止するための取組 

（令和７事務年度目標） 

滞納を未然に防止するため、期限内納付の呼び掛けや督促状を発する前の電話等での納付指導等の

各種施策を実施します。 

（目標の設定の根拠） 

前回の納付の際に納期限を過ぎて納付した納税者に対して、あらかじめ、はがき等で期限内納付を

促すことや、納期限までに納付がない納税者に対して、督促状を発する前に電話等での納付指導に取

り組むことは、滞納を未然に防止するために重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「国税の滞納発生割合」 

  

施策 業1-4-2-3：効果的・効率的な徴収事務の運営 

取組内容 

大量かつ反復して発生する滞納国税を的確に徴収し、適正・公平な徴収を実現するために

は、滞納の未然防止に努めるとともに、滞納整理に投下する事務量を可能な限り確保しつつ、

的確な進行管理を行い、限られた人的資源等を有効に活用して効果的・効率的な徴収事務運営

を推進していく必要があります。 

このため、滞納の未然防止については、集中電話催告センター室を中心として、期限内納付

の呼び掛けや督促状を発する前の電話等での納付指導等を効果的・効率的に実施しています。 

また、新たに発生する滞納事案については、集中電話催告センター室において、徴収システ

ム（用語集参照）を活用した早期かつ集中的な電話催告等を実施し、実地での納付相談や滞納

処分が必要な事案については、国税局及び税務署において、徴収システムを活用して個々の事

案を的確に管理しています。 

このように、担当部署における役割分担を明確化しながら、滞納整理事務量を確保し、効果

的・効率的な徴収事務運営を推進します。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
業1-4-2-3-A-1：滞納整
理事務の割合  

 （単位：％） 

事務年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 80 80 80 80 80 

実績値 78.5 80.8 82.1 N.A.  

（出所）徴収部徴収課調 

（注１）数値は、徴収事務に従事する職員が従事した合計日数のうち、滞納整理事務に従事した日数の占める割合で

す。 

（注２）「滞納整理事務」とは、滞納者に対する納付折衝、財産調査、差押え、公売（用語集参照）等の事務をいい

ます。 

（注３）令和６事務年度の実績値は、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

滞納の整理促進を図るため、必要な滞納整理事務量が確保されているかを測定する指標として、滞

納整理事務の割合を設定しています。目標値は、過去の実績値等を踏まえ、80％としました。 
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定性的な測定指標 

 

 

[主要] 業1-4-2-3-B-1：効果的・効率的な滞納整理の実施 

（令和７事務年度目標） 

集中電話催告センター室、国税局（特別整理部門等）及び税務署の役割分担を明確にして効果的・

効率的な滞納整理を実施します。 

（目標の設定の根拠） 

効率的な電話催告等により実地の滞納整理の必要性について見極め等を行い、滞納整理事務量を確

保する体制を整備し、徴収担当部署全体として効果的・効率的な滞納整理を実施することは、国税の

適正・公平な徴収の実現のために重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「集中電話催告センター室の滞納整理状況」 

  

施策 業1-4-2-4：滞納の整理促進への取組 

取組内容 

国税の適正・公平な徴収の実現を図るため、厳正・的確な滞納処分の執行、消費税事案の確

実な処理などにより、滞納の整理促進を図ります。 

なお、滞納処分の執行は、納税者の権利利益に特に強い影響を及ぼすことから、滞納整理に

当たっては、納税に対する誠実な意思が認められない滞納者に対しては、財産の差押え等の厳

正な滞納処分により滞納国税を徴収する一方、法令の要件に該当する場合には、納税の猶予等

の納税緩和制度を適用するなど、滞納者個々の実情に即して、法令等に基づき適切に対応しま

す。 

１．納税緩和制度の適切な適用 

  納税者から、一括納付が困難との相談を受けた場合は、納税者の実情を的確に把握した上

で、要件に該当する場合には納税緩和制度を適切に適用します。 

  納税緩和制度を適用した事案については、適時・適切に履行状況の確認を行い、納税者の

状況を十分に把握して、必要に応じ、猶予期間の延長等を行うなど適切に対応します。一

方、やむを得ない理由がなく納付期限までに納付しない場合等には、猶予を取り消し、財産

の差押えを行うなど、厳正に対応します。 

２．厳正・的確な滞納整理の実施 

大口・悪質事案、処理困難事案については、早期かつ的確な処理方針の見極めを行い、着

実に整理促進を図ります。 

滞納整理に当たっては、適時に財産調査を行い、差押え、公売等の滞納処分を厳正・的確

に実施するとともに、必要に応じて、広域運営等により組織的に対応するほか、詐害行為取

消訴訟（用語集参照）等の原告訴訟（用語集参照）の提起など、法的手段を積極的に活用し

ます。さらに、財産の隠蔽等により国税の徴収を免れようとする悪質な事案に対しては、滞

納処分免脱罪（用語集参照）による告発を行うなど厳正に対処しています。 

また、国際的な徴収回避行為に対しては、ＣＲＳ情報を含めた資料情報や租税条約に基づ

く情報提供要請などを活用して国外財産の把握に努め、条約上の要件を満たした場合には確

実に徴収共助（用語集参照）を要請することなどにより、適切に対応します。 

３．消費税事案への取組 

消費税事案については、新規発生時の早期着手を徹底するとともに、滞納残高の圧縮に向

けて確実な処理を行います。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 業1-4-2-4-B-1：滞納の整理促進への取組 

（令和７事務年度目標） 

滞納整理に当たっては、滞納者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応し、滞納の整理

促進に取り組みます。 
（目標の設定の根拠） 

滞納の整理促進に取り組むことは、国税の適正・公平な徴収の実現のために重要であることから目
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標として設定しています。 

○参考指標１「租税滞納の状況」 

○参考指標２「滞納人員」 

〇参考指標３「納税の猶予及び換価の猶予の処理件数」 

○参考指標４「差押件数」 

○参考指標５「公売公告物件数」 

○参考指標６「原告訴訟事件の処理件数」 

○参考指標７「滞納処分免脱罪の告発件数」 

○参考指標８「徴収共助の要請件数」 
  

施策 業1-4-2-5：厚生労働大臣から委任される年金保険料の徴収 

取組内容 
 厚生労働大臣から委任される年金保険料の滞納事案について、厚生労働省及び日本年金機構

と緊密に連携しつつ、国税庁が有するノウハウと専門性を生かし、的確な徴収に努めます。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 業1-4-2-5-B-1：厚生労働大臣から委任される年金保険料の徴収 

（令和７事務年度目標） 

厚生労働大臣から委任される年金保険料の滞納事案については、国税庁が有するノウハウと専門性

を生かし、的確な徴収に努めます。 

（目標の設定の根拠） 

厚生年金保険法等の規定に基づき厚生労働大臣から委任される年金保険料の滞納事案について、徴

収実務に関する税・年金当局間の連携強化を図るとともに、国税庁が有するノウハウと専門性を生か

して徴収することは、年金保険料の的確な徴収のために重要であることから目標として設定していま

す。 
  

今回廃止した測定指標とその理由 

 該当なし 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

 
業績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 

行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

  上記の業績目標に関連する予算額はありません。 

  

担当部局名 徴収部（管理運営課、徴収課） 実績評価実施予定時期 令和８年10月 
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 （国税庁 ７業１－４－３） 
 
 
 
 

業績目標の内容及び

目標設定の考え方 

国税における不服申立制度は、簡易・迅速かつ公正な手続により、納税者の正当な

権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするもの

であり、税務行政の適正な執行を担保する上で重要な役割を果たしています。 
このため、納税者の理解と信頼を得られるよう、不服申立ての適正・迅速な処理を

目指すとともに、より利用しやすい環境の整備を図ります。 
      

上記の「業績目標」を達成するための「施策」 

 
業 1-4-3-1：不服申立ての適正・迅速な処理 

業 1-4-3-2：裁決事例の公表の充実 

 

関連する内閣の基本方針等 該当なし 
  

施策 業1-4-3-1：不服申立ての適正・迅速な処理 

取組内容 

国税の更正・決定などの課税処分や差押えなどの滞納処分等に不服のある納税者は、その処分

の取消しや変更を求めて、これらの処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」と国税不

服審判所長に対する「審査請求」を選択して行うことができます。 

また、再調査の請求を選択した場合でも税務署長等の決定を経た後の処分になお不服があると

きは、審査請求を行うことができます。 
これらの不服申立てを適正・迅速に処理するために、次のとおり取り組みます。 
 

１．再調査の請求 

国税局・税務署では、再調査の請求の処理に当たって、納税者の正当な権利利益の救済を図

るため、納税者の主張に十分耳を傾け、公正な立場で調査・審理を行い、適正・迅速に処理し

ます。 
２．審査請求 

国税不服審判所では、審査請求の処理に当たって、審査請求人と処分を行った税務署長等の

双方から事実関係や主張を聴き、争点を明らかにした上で、自ら調査を行って、公正な第三者

的立場で審理し、裁決を適正・迅速に行います。 
また、早期に審査請求人に対して審理の手続を説明し、審査請求人と処分を行った税務署長

等の双方へ「争点の確認表」や「審理の状況・予定表」を交付するなどにより、審理手続の透

明性の確保を図ります。 
なお、弁護士や税理士等の民間専門家の高度な専門知識や実務経験を生かすことにより審理

の中立性・公正性を一層高めるため、引き続き、事件を担当する国税審判官の半数程度（50名

程度）が民間専門家となるよう、外部登用を行います。 
定量的な測定指標 

 

[主要] 
業1-4-3-1-A-1：「再調
査の請求」の３か月以内
の処理件数割合  

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 100 99.5 98.2 98.7  

○ 業績目標 1-4-3: 不服申立てへの取組 

不服申立てに適正・迅速に対応し、納税者の正当な権利利益の救済を図ります。 
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（出所）課税部審理室、徴収部徴収課調 

（注）処理件数割合は、相互協議（用語集参照）事案、公訴関連事案、国際課税事案及び災害等による調査の中断や納

税者の都合によって再調査の請求を３か月以内に処理できなかった事案を除いて算出しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

再調査の請求に関する処理が迅速に行われているかを測定するため、３か月以内の処理件数割合を

指標として設定しています。目標値は、適正な事務処理水準を維持する観点及び過去の実績値を踏ま

え、令和６事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 
○参考指標１「再調査の請求の状況」 

  
定量的な測定指標 

  

[主要] 
業1-4-3-1-A-2：「審査
請求」の１年以内の処
理件数割合 

（単位：％）   

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 92.6 95.4 99.1 99.4  

（出所）国税不服審判所調 

（注）処理件数割合は、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間及び災害等

又は審査請求人の都合によって調査・審理が中断等した期間を除いて算出しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

審査請求に関する処理が迅速に行われているかを測定するため、１年以内の処理件数割合を指標と

して設定しています。目標値は、適正な事務処理水準を維持する観点及び過去の実績値を踏まえ、令和

６事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標２「審査請求の状況」 

○参考指標３「訴訟の状況」 
  

施策 業1-4-3-2：裁決事例の公表の充実 

取組内容 

国税不服審判所では、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営

の確保に資するとの観点から、先例となるような裁決事例について、審査請求人等の秘密保持に

も十分配慮しながら、国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp)に掲載・公表して

います。 

令和７事務年度においても、先例となるような有用性の高い裁決事例を掲載・公表するととも

に、参考判例を付記するなど、公表事例がより有用なものとなるように取り組みます。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 業1-4-3-2-B-1：裁決事例の公表の充実 

（令和７事務年度目標） 

裁決事例の公表の充実を図るため、先例となるような有用性の高い裁決事例を国税不服審判所ホー

ムページに掲載・公表するとともに、参考判例の付記などに取り組みます。 

（目標の設定の根拠） 

裁決事例の公表の充実に取り組むことは、納税者の正当な権利利益の救済を図ること及び税務行政

の適正な運営の確保のために重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「国税不服審判所ホームページへのアクセス件数」 
  

今回廃止した測定指標とその理由 

 該当なし 
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参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

業績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 
行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

国税不服審判所の運営に

必要な経費 （千円） 
4,589,607 4,643,078 4,760,513 4,702,028 

審査請求の調査及び審理

に必要な経費 （千円） 
51,506 49,912 51,145 49,506 

合 計（千円） 4,641,113 4,692,990 4,811,658 4,751,534 

担当部局名 
課税部（審理室）、徴収部（徴収課）、国税

不服審判所 
実績評価実施予定時期 令和８年10月 
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（国税庁 ７実１－５） 
 
 

 

実績目標の内容及び

目標設定の考え方 

経済取引のグローバル化・デジタル化の進展により新たな取引形態が拡大する中

で、一つの所得に対して複数の国が課税する二重課税の問題や、各国の税制の違い等

を利用して税負担を軽減する等の国際的な租税回避への対応が、各国税務当局が取り

組むべき課題となっています。 

このため、租税条約等に基づく相互協議を実施して二重課税問題の解決を図るとと

もに、情報交換の円滑な実施等により、国際的な税務上のコンプライアンスの維持・

向上を図ります。 

また、外国税務当局と知見の共有を図り、協力関係を強化することにより、租税回

避等の問題に対応します。 

 
上記の「実績目標 (小)」を達成するための「施策」 

 

実 1-5-1：税務当局間の要請に基づく情報交換 

実 1-5-2：共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施 

実 1-5-3：国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換の的確な実施  

実 1-5-4：相互協議事案の適切・迅速な処理 

実 1-5-5：外国税務当局との知見の共有 

実 1-5-6：開発途上国に対する技術協力 

 

関連する内閣の基本方針等 該当なし 
  

施策 実1-5-1：税務当局間の要請に基づく情報交換 

取組内容 

国際的な脱税及び租税回避行為に対処するため、執行面での国際的な協力の機運が一層高まっ

ており、租税条約等に基づく外国税務当局との情報交換が注目されています。 
このような状況の中、G20参加国・地域や途上国を含む約170か国・地域が参加する「税の透明

性と情報交換に関するグローバルフォーラム」では、情報交換の効果的な実施のため、制度・執

行の両面における各国の状況について審査を行っています。 
国税庁としては、情報交換を積極的に実施し、外国税務当局から必要な情報を入手することに

より、海外取引を把握・解明して適正な課税・徴収を行うとともに、外国税務当局からの情報提

供要請に対して的確かつ迅速に対応します。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実1-5-1-A-1：情報提供
要請に対する90日以内
の対応  

（単位：％） 

事務年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 100 100 100 100 100 

実績値 100 100 100 N.A.  

（出所）長官官房国際業務課調 

（注１）数値は、外国税務当局からの情報提供要請の件数のうち、要請された情報の提供又は提供に向けた進捗状況の

通知を90日以内に行った件数の割合です。 

（注２）令和６事務年度の実績値は、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

外国税務当局からの情報提供要請への対応が的確・迅速に行われているかを測定するため、90日以内

の対応割合を指標として設定しています。目標値は、「税の透明性と情報交換に関するグローバルフォ

○ 実績目標(小)１－５：国際化への取組 
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ーラム」において、「外国税務当局からの情報提供要請に対して、要請を受けた日から90日以内に、要

請された情報の提供又は進捗状況を通知する」とされていることを踏まえ、100％としています。 

なお、90日以内に「情報の提供」が困難な場合には、「提供に向けた進捗状況の通知」を行うことで、

相手国との良好なコミュニケーションが維持されることになります。 

○参考指標１「租税条約等に基づく情報交換件数」

施策 実 1-5-2：共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施 

取組内容 

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、ＯＥＣＤにおいて、

共通報告基準（ＣＲＳ）が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基

づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報

告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその

情報を提供します。 

我が国においても、この枠組みに従い、国内金融機関等から毎年４月末までに報告を受けた日

本非居住者の金融口座情報について、９月末までに外国税務当局へ情報提供を行うとともに、外

国税務当局からも、その国・地域の金融機関等に保有されている日本居住者の金融口座情報の提

供を受けています。 

国税庁では、租税回避等の問題に対応していくため、外国税務当局との協力関係の強化に努め

るとともに、ＣＲＳに基づく情報交換を的確に実施します。 

定性的な測定指標 

[主要] 実1-5-2-B-1：共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施 

（令和７事務年度目標）

租税回避等の問題に対応していくため、外国税務当局との協力関係を強化し、ＣＲＳに基づく金融

口座情報の情報交換を的確に実施します。

（目標の設定の根拠） 

外国税務当局との協力関係を強化し、ＣＲＳに基づく金融口座情報の情報交換を円滑かつ的確に実

施することは、租税回避等の問題に的確に対応するために重要であることから、目標として設定して

います。

○参考指標１「共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の交換件数」

施策 実 1-5-3：国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換の的確な実施 

取組内容 

多国籍企業による税源浸食と利益移転（ＢＥＰＳ）（用語集参照）の問題を踏まえ、ＢＥＰＳ

報告書（用語集参照）において、多国籍企業グループに対し、最終親会社等の居住地国の税務当

局に国別報告事項（ＣｂＣＲ）（用語集参照）の提供を義務付けるとともに、最終親会社等の居

住地国の税務当局に対しては、提供を受けたＣｂＣＲを、租税条約等に基づき、多国籍企業グル

ープの構成会社等の居住地国の税務当局に提供するとの勧告が示されました。 

我が国においても、最終親会社等が日本にある総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グルー

プから提供を受けたＣｂＣＲについて、速やかにその構成会社等が所在する国・地域の税務当局

へ提供するとともに、外国税務当局からも、日本に構成会社等が所在する多国籍企業グループの

ＣｂＣＲの提供を受けています。 

国税庁では、多国籍企業によるグループ内取引を通じた所得の海外移転に対し移転価格税制等

を適切に運用するため、多国籍企業グループの国・地域ごとの活動状況等に関する情報を各国税

務当局間で共有し、ＣｂＣＲの情報交換を的確に実施します。 

定性的な測定指標 

[主要] 実1-5-3-B-1：国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換の的確な実施 
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（令和７事務年度目標） 
多国籍企業によるグループ内取引を通じた所得の海外移転に対して、移転価格税制等を適切に運用

するため、多国籍企業グループの国、地域ごとの活動実態に係る情報を各国税務当局間で共有し、Ｃｂ

ＣＲの情報交換を的確に実施します。 

（目標の設定の根拠） 

ＣｂＣＲの情報交換は、ＢＥＰＳ報告書の勧告により円滑な実施が求められており、この情報交換

を的確に実施することは、外国税務当局との協力関係を強化することになります。また、多国籍企業グ

ループの国・地域ごとの活動実態を各国税務当局間で共有することは、多国籍企業によるグループ内

取引を通じた所得の海外移転に対する移転価格税制の適切な運用のために重要であることから、目標

として設定しています。 
○参考指標１「国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換件数」 

  
施策 実1-5-4：相互協議事案の適切・迅速な処理 

取組内容 

国税庁では、移転価格課税等による国際的な二重課税について納税者の申立てを受けた場合、

租税条約等の規定に基づき外国税務当局との相互協議を実施してその解決を図っています。 

また、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る観点から、事前確

認に係る相互協議を実施しています。 

このような相互協議事案の適切・迅速な解決に向け、対面による協議だけでなくオンラインや

電話会議を活用した非対面での協議の実施を含め、機動的かつ円滑な協議の実施に取り組みま

す。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実1-5-4-B-1：相互協議事案の適切・迅速な処理 

（令和７事務年度目標） 

相互協議事案を適切・迅速に処理するため、機動的かつ円滑な協議の実施に取り組みます。 

（目標の設定の根拠） 

外国税務当局との間で機動的かつ円滑な相互協議を実施することは、国際的な二重課税の問題に対処

するために重要であることから、目標として設定しています。 

○参考指標１「相互協議事案の処理状況」 

○参考指標２「ＯＥＣＤ非加盟国との相互協議事案の処理状況」 

○参考指標３「相互協議事案の平均処理期間」 
  

施策 実1-5-5：外国税務当局との知見の共有 

取組内容 

国際的な脱税等への対応や二重課税の排除に加え、納税者サービスの向上やコンプライアンス

の向上等も各国に共通する税務執行上の課題となっていることから、国際課税に関する各国共通

の執行上の指針の策定に関する議論へ積極的に参画します。また、アジア税務長官会合（ＳＧＡ

ＴＡＲ）（用語集参照）、ＯＥＣＤ税務長官会議（ＦＴＡ）（用語集参照）をはじめとするＯＥ

ＣＤ関連会議等の多国間の国際会議や二国間会合を、オンラインでの実施を含め有効に活用し、

外国税務当局と諸問題に関する知見の共有を図ります。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実1-5-5-B-1：外国税務当局との知見の共有 

（令和７事務年度目標） 

各国共通の税務執行上の諸問題について、多国間会合及び二国間会合を通じて、外国税務当局との間

で知見の共有を図ります。 

（目標の設定の根拠） 

各国税務当局が共通して抱える諸問題について知見の共有を図ることは、国際課税等に関する問題解

528



- 57 -

決のために重要であることから、目標として設定しています。 

○参考指標１「税務当局間の主な国際会議」

施策 実1-5-6：開発途上国に対する技術協力 

取組内容 

税務行政に関する技術協力（用語集参照）は、開発途上国の税務行政の改善・向上を支援する

ことを目的としています。また、こうした協力により、日本の税務行政に対する理解者が育成さ

れ、両国税務当局間の協力関係の強化が図られるほか、投資環境の改善を通じ我が国経済への貢

献も期待されます。 

このような観点から、政府開発援助（ＯＤＡ）の枠組みなどの下、主にアジアの開発途上国職

員を対象として、日本国内で実施される研修への受入れや現地への講師等の派遣を中心に、要望

があればオンラインも活用しながら、国際課税、納税者サービス、徴収などの税務行政上の諸問

題に関する知識・経験の提供に積極的に取り組みます。 

なお、技術協力の実施に当たっては、ＢＥＰＳなど国際課税に関する国際的な取組の動向、相

手国税務当局の要望などを踏まえつつ、我が国の知識・経験を効果的かつ効率的に提供するよう

取り組みます。

定量的な測定指標 

[主要] 
実1-5-6-A-1：開発途上
国に対する技術協力の
満足度 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 － 90 90 90 90 

実績値 93.0 98.9 99.3 99.5 

（出所）税務大学校調

（注１）数値は、研修受講者に対して実施したアンケート調査において、研修内容の有用性について「良い」から「悪

い」の５段階評価で、上位評価（「良い」又は「やや良い」）を得た割合です。

（注２）数値（割合）は、それぞれの研修のアンケートで得られた数値を単純平均したものです。

（注３）令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.72に記載しています。 

（注４）令和４年度において、従前の２つの指標（「受入研修」、「職員派遣」）を統合しました。令和３年度のそれぞ

れの指標の実績値は、受入研修:93.3%、職員派遣:93.9%です。 

（目標値の設定の根拠） 

開発途上国に対する技術協力として実施した研修の満足度を測定するため、研修受講者に対するアン

ケート調査の結果を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値等を踏まえ令和６事務年度の

目標値を引き続き設定しました。

○参考指標１「開発途上国に対する技術協力」

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

実績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 
行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

上記の実績目標に関連する予算額はありません。

担当部局名 

長官官房（国際業務課、相互協議室）、課税

部（課税総括課）、調査査察部（調査課）、税

務大学校 

実績評価実施予定時期 令和８年10月 
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（国税庁 ７実２） 

 

 
 

実績目標の内容及び
目標設定の考え方 

国税庁は、酒類業の所管官庁として、人口減少社会の到来、国民の健康や安全性

に対する意識の高まり、生活様式の多様化といった酒類業を取り巻く環境の変化を

踏まえつつ、消費者や酒類産業全体を展望した総合的な視点に立った施策を実施し

ます。 

また、酒税の適正･公平な課税の実現はもとより、酒類業の健全な発達に向け

て、適切な法執行の確保に取り組んでいきます。さらに、酒類業界の課題やニーズ

等を把握し、関係省庁･機関等と連携･協調しつつ、酒類業の振興の強化に取り組む

など、積極的に役割を果たしていきます。 

酒類業の振興に当たっては、官民の適切な役割分担の下、事業者や業界団体等が

創意工夫を発揮して意欲的な取組が行われるよう、サポートや環境整備に取り組む

とともに、制度改善や外国政府との交渉等、民間では対応できない課題に対して適

切に対応を図ります。また、独立行政法人酒類総合研究所（用語集参照）とも連携

しつつ、酒類の安全性の確保と品質水準の向上、酒類製造業者の技術力の強化に取

り組みます。さらに、中小企業の経営基盤の安定に配意し、酒類業者の経営改善等

に向けた取組を実施します。 

農林水産物・食品の輸出については、先般５年ぶりに策定された「食料・農業・

農村基本計画」（令和７年４月11日閣議決定）において、2030年の輸出額目標とし

て５兆円と設定されました。日本産酒類については、「農林水産物・食品の輸出拡

大実行戦略」（令和２年12月15日農林水産業・地域の活力創造本部決定、令和７年

５月30日最終改訂）において、清酒、ウイスキー及び本格焼酎・泡盛の３品目が輸

出重点品目とされており、重点的に取り組むターゲット国・地域（注）が定められて

いることを踏まえ、日本産酒類の一層の輸出拡大を図るため、認知度向上や販路拡

大支援等に積極的に取り組みます。 

適切な法執行の確保については、酒類の公正な取引環境の整備に取り組むととも

に、酒類の20歳未満の者の飲酒防止対策等の推進や酒類に係る資源の有効な利用の

確保といった社会的要請に対する取組も実施していきます。 

 
（注）ターゲット国・地域 

  清酒     ：中国、米国、香港、韓国、ＥＵ・英国、台湾、シンガポール 

（「その他」の国・地域として東南アジア、中南米等含む） 

  ウイスキー  ：ＥＵ・英国、米国、中国、台湾 

（「その他」の国・地域として東南アジア等含む） 

 本格焼酎・泡盛：中国、米国、台湾 

（「その他」の国・地域としてブラジル、東南アジア等含む） 

 

上記の「実績目標（大）」を達成するための「施策」 

 

実 2-1：日本産酒類の輸出促進の取組 

実 2-2：酒類の安全性の確保と品質水準の向上への対応 

実 2-3：酒類の公正な取引環境の整備 

実 2-4：構造・経営戦略上の問題への対応 

実 2-5：独立行政法人酒類総合研究所との連携 

実 2-6：20 歳未満の者の飲酒防止対策等の推進 

実 2-7：酒類に係る資源の有効な利用の確保 

 

○ 実績目標(大)２：酒類業の健全な発達の促進 
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関連する内閣の基本方針等 

〇「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和６年11

月22日閣議決定） 

○「経済財政運営と改革の基本方針2024」（令和６年６月21日閣議決定） 

○「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版」（令和６

年６月21日） 

○「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針」（令和２年４月３

日農林水産物・食品輸出本部決定、令和４年９月13日最終改正） 

○「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画」（令和７年２月27

日農林水産物・食品輸出本部決定） 

○「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18日閣議

決定） 

○「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」（令和２年12月15日農林水産

業・地域の活力創造本部決定、令和７年５月30日最終改訂） 

○「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」（令和２年12月８日ＴＰＰ等総合対策

本部決定） 

○「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・令和２年度革新的事業活

動に関する実行計画」（令和２年７月17日閣議決定） 

○「食料・農業・農村基本計画」（令和７年４月11日閣議決定） 

○「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成25年12月10日農林水産業・

地域の活力創造本部決定、令和４年６月21日最終改訂） 

○「アルコール健康障害対策推進基本計画」（令和３年３月26日閣議決定） 
  

  

施策 実2-1：日本産酒類の輸出促進の取組 

取組内容 

農林水産物・食品の輸出については、先般５年ぶりに策定された「食料・農業・農村基本計

画」（令和７年４月11日閣議決定）において、2030年の輸出額目標として５兆円と設定され、

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」（令和２年12月15日農林水産業・地域の活力創造本

部決定、令和７年５月30日最終改訂）に定める輸出重点品目（29品目）ごとの輸出額について

も2030年の目標が定められました。 

日本産酒類については、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」において清酒、ウイスキ

ー及び本格焼酎・泡盛の３品目が輸出重点品目とされており、直近の改訂において重点的に取

り組むターゲット国・地域ごとに2030年の輸出額目標が定められています。また、「農林水産

物・食品の輸出拡大実行戦略」の令和５年12月改訂により、今後の輸出増のポテンシャルが高

い国・地域も新たなターゲット国・地域として位置付け、輸出先国・地域の多角化を図るとさ

れたことを踏まえ、日本産酒類の一層の輸出拡大を図るため、認知度向上や販路拡大支援等に

積極的に取り組みます。 

また、関係省庁・機関等とも連携して、国際交渉を通じた関税や輸入規制の撤廃等に取り組

みます。加えて、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の令和３年12月改訂により、日本

農林規格等に関する法律（昭和25年法律第175号）を見直し「有機酒類」（用語集参照）を対

象に追加した上で、海外の規格との同等性の承認を得るための交渉を進めるとされたことを踏

まえ、関係省庁と連携して当該交渉を進めるなど、輸出環境の整備に取り組みます。 

さらに、令和６年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」（用語集参

照）について、文化庁や「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会」等の関係機

関と連携して、国内外での認知度向上等に向けて様々な広報活動に取り組みます。 

〇参考指標１「酒類の輸出金額（酒類別含む）」[名称変更] 
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定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-1-A-1：日本
産酒類の輸出促進
のための新規販路
の開拓支援 
（単位：者） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 

① 展 示 会 等 

参加事業者数 
400 500 550 400 550 

②セミナー参

加 事 業 者 数 
500 800 800 800 1,100 

実績値 

① 展 示 会 等 

参加事業者数 
435 603 394 533  

②セミナー参

加 事 業 者 数 
1,049 1,047 872 1,269  

（出所）課税部酒税課調 
（注１）展示会等参加事業者数は、展示会や商談会（オンライン開催や招へい分を含む）に参加した酒類事業者数及

び現地参加した流通事業者数（商談会開催地でレストラン等関係者へ酒類販売ができる者の数）をいいます。 
（注２）セミナー参加事業者数は、日本産酒類輸出促進コンソーシアム（用語集参照）開催のセミナー（オンライン

で実施）に参加した酒類事業者数をいいます。 
 

（目標値の設定の根拠） 

令和７事務年度においては、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に定めるターゲット国・地

域及び今後の輸出増のポテンシャルが高い国・地域等に酒類輸出コーディネーター（用語集参照）を

配置し、日本産酒類輸出促進コンソーシアムとも連携した上で、同コーディネーターの活用による海

外バイヤー向け商談会や海外レストラン等関係者向け商談会等を実施するほか、酒類等を対象とした

海外展示会への出展による商談機会の提供を行うこととしています。 

また、日本産酒類輸出促進コンソーシアムによる国内製造者と輸出商社等とのマッチング支援や輸

出関連セミナーの開催等に取り組むこととしており、これらの取組について、以下の指標を設定して

います。目標値は、過去の実績値を踏まえて設定しました。 

①  商談機会である展示会等に参加した酒類事業者数（目標値：延べ550者以上） 

②  日本産酒類輸出促進コンソーシアム開催のセミナーに参加した酒類事業者数（目標値：延べ

1,100者以上） 
○参考指標２「商談機会を提供した海外都市数」 

○参考指標３「商談成立（見込）割合」 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-1-A-2：日本産
酒類の輸出促進の
ための中長期的観
点からの支援 

（単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 
主な取組類型

の実施割合 
100 100 100 100 100 

実績値 
主な取組類型

の実施割合 
80 100 100 100  

（出所）課税部酒税課調 
 
（目標値の設定の根拠） 

日本産酒類を含む農林水産物・食品の輸出目標の達成に向けて、日本産酒類の海外での消費定着に

向けた中長期的観点から、国際的プロモーション、日本産酒類のブランド化の推進、酒蔵ツーリズム

の推進など、様々な取組を企画して確実に実施していく必要があります。 

令和７事務年度においては、日本産酒類の認知度向上等のための取組として、海外におけるプロモ

ーション・イベントや海外酒類専門家の招へい等を通じた国際的な情報発信、酒類の地理的表示（Ｇ

Ｉ）制度（用語集参照）の普及拡大に向けた取組を実施するほか、補助事業として、酒類業者による

ブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓といった日本産酒類の高付加価値化や認知度向

上に向けた取組、国内外の新市場を開拓するなどの酒類業の経営改革・構造転換に向けた取組への支

援を実施することとしています。 

 これらの取組を以下の類型に分類し、それぞれの実施結果を総合した実施割合を指標として設定し

ており、目標値は、各取組を確実に実施していく観点から、100％としています。 

① 国際的プロモーション 
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施策 実2-2：酒類の安全性の確保と品質水準の向上への対応 

取組内容 

酒類の生産から消費までの全ての段階における酒類の安全性の確保と品質水準の向上を図

り、消費者に安全で良質な酒類が提供できるよう以下の取組を行います。 

 

１．酒類製造業者への指導・相談 

  (1) 全国市販酒類調査 

      消費者が購入する段階である小売販売場から市販酒類を買い上げ、添加物などの安全性

に係る成分、品質及び表示事項を調査し、その結果を酒類製造業者への技術指導に活用す

るとともに消費者に情報提供します。 

  (2) 酒類製造業者の製造工程の改善に関する指導・相談 

      全国市販酒類調査の結果等を踏まえ、酒類製造業者に対し製造工程の改善や酒類の安全

性に関する技術指導・相談を実施します。 

      なお、製造工程の改善に関する相談については、酒類製造業者から把握したニーズや技

術相談についてのアンケート調査の結果を踏まえつつ、品質評価結果や理化学的根拠に基

づき助言を行うなど、相談事務の質の向上を図ります。 

 

①-1 海外酒類専門家の招へい等 

①-2 海外におけるプロモーション・イベント 

② 日本産酒類のブランド化の推進 

②-1 ブランド化推進に係る取組 

②-2 酒類の地理的表示（ＧＩ）の指定等に向けた事業者からの相談への対応や説明会等の実施 

③ 酒類事業者向け補助金による支援 
○参考指標４「補助金説明会の開催回数・参加人数」 

○参考指標５「酒類事業者向け補助金交付決定件数」 

定性的な測定指標 

 実2-1-B-1：日本産酒類の輸出促進のための効果的・効率的な取組 

（令和７事務年度目標） 

日本産酒類の輸出促進のための取組については、事業者ニーズを踏まえつつ、関係省庁やジェト

ロ・ＪＦＯＯＤＯ（用語集参照）、業界団体等の関係機関との連携も図りながら、酒類業界の状況に

即した必要な支援を行うとともに、柔軟な対応に努めます。 
具体的には、事業者ニーズを的確に把握し、関係省庁・関係機関と十分な情報共有や意見交換を行

った上で、共同での事業実施や関係省庁・関係機関が有するネットワーク等を活用した効果的な事業

の実施に努めます。 

また、関係省庁と連携し、国際交渉を通じた関税や輸入規制の撤廃等に向けた取組を実施するとと

もに、有機酒類に係る日本農林規格と海外の規格との同等性の承認を得るための交渉を進めるなど、

輸出環境整備にも取り組みます。 

さらに、令和６年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」について、文化庁や

「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会」等の関係機関と連携して、国内外での認知

度向上等に向けて様々な広報活動に取り組みます。 

各事業の実施に当たっては、オンラインの活用等により実現可能で効果が見込まれる実施手段を検

討します。 
（目標の設定の根拠） 

日本産酒類の輸出促進については、関係省庁･関係機関が連携して取り組んでいます。 

各種事業については、事業者ニーズ等を的確に捉えるとともに、関係省庁・関係機関と緊密に連携

して実施することが重要であり、目標の達成度はこのような観点も含めて評価することが適当である

ことから目標として設定しています。 
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２．酒類の安全性の確保及び酒類業者のコンプライアンスの維持・向上 

 (1) 酒類の成分の実態把握等 

      国内外において取り上げられている酒類の安全性に係る成分について実態把握を行うほ

か、福島第一原子力発電所の事故を受け、放射性物質に関する調査を実施し、その情報を

提供します。 

      また、食品の成分等に関する国際規格を定めているコーデックス委員会（用語集参照）

において、近年、酒類の安全性に係る成分についても多岐にわたって取り上げられている

ことから、酒類に関係する規格等の策定に参画します。 

  (2) 酒類業者に対する表示事項確認調査等 

      消費者が安心して酒類を購入できるように、酒類業者に対して、酒税の保全及び酒類業

組合等に関する法律（以下「酒類業組合法」といいます。）に基づく酒類の表示義務事項

及び表示基準に基づく記載事項について講習会等において周知・啓発等を行うとともに、

表示事項確認調査や全国市販酒類調査を実施し、適正な表示がなされていない場合には、

是正指導を行います。 

      また、酒類業者に対して、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関

する法律」に基づく記帳義務や清酒等に係る原料米の産地情報伝達義務の履行状況につい

て確認調査を実施し、適正に履行されていない場合には、是正指導を行います。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-2-A-1：酒類製造業
者の製造工程の改善に
関する相談の満足度  

（単位：％）                                                   

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 90 90 90 90 90 

実績値  94.9 94.1  95.1 95.0  

（出所）課税部鑑定企画官調 
（注１）数値は、技術相談に関するアンケート調査において、「極めて良かった」から「極めて悪かった」までの７段

階評価で上位評価（「極めて良かった」又は「良かった」）を得た割合です。 

(注２) 令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.72に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

酒類製造業者に対して実施した製造工程の改善や酒類の安全性に関する技術相談の満足度を測定す

るため、相談者に対するアンケート調査の結果を指標として設定しています。目標値は、過去の実績

値を踏まえ、令和６事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標１「全国市販酒類調査点数」 

○参考指標２「酒類製造業者の製造工程改善に関する指導相談件数」 
  

定性的な測定指標 

 

 

実2-2-B-1：酒類の安全性の確保への対応及び酒類業者のコンプライアンスの維持・向上 

（令和７事務年度目標） 

酒類の安全性の確保のため、酒類の安全性に関する問題を把握した場合には、その原因究明を迅速

に行い再発防止に向けた適切な対応を行うとともに、酒類業者のコンプライアンスの維持・向上を図

るため、酒類の表示に関する指導や講習会での周知等を行います。 

（目標の設定の根拠） 

酒類の安全性に関する問題を把握した酒類については、その原因究明を迅速に行い再発防止に向け

た適切な対応を行うことが酒類の安全性を確保するために重要であり、また、酒類の表示に関する指

導や講習会での周知等を行うことが酒類業者のコンプライアンスの維持・向上を図るために重要であ

ることから目標として設定しています。 

○参考指標３「酒類業組合法に基づき義務付けられた主な表示事項の表示がない酒類の割合」 

○参考指標４「酒類業者に対する表示事項確認調査実施件数」 
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施策 実2-3：酒類の公正な取引環境の整備 

取組内容 

酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、平成18年８月に制定・公表した「酒類

に関する公正な取引のための指針」（用語集参照）や、平成29年３月に制定・公表した「酒類

の公正な取引に関する基準」（用語集参照）（以下「取引基準」といいます。）を酒類業者へ

周知・啓発し、酒類業者の自主的な取組の推進を図ります。 

また、取引基準等に照らし問題があると疑われる場合には、取引状況等実態調査を実施し、

改善を指導するほか、必要に応じて公正取引委員会とも連携しつつ、酒類の公正な取引環境の

整備に取り組みます。 

  なお、取引状況等実態調査において改善を指導した酒類業者に対して、改善状況を確認する

必要がある場合には、フォローアップ調査を実施し、取引の改善を促します。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実2-3-A-1：酒類の取引
状況等実態調査による
指示・指導事項の改善
割合(単位：％)                                                  

事務年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 97.6 100 100 N.A.  

（出所）課税部酒税課調 

（注１）数値は、フォローアップ調査を実施した場数のうち、改善指導を行った取引等の全て又は一部が改善された場

数の割合です。 

（注２）令和６事務年度の実績値は、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

酒類の取引状況等実態調査において指示や指導をした事項が改善されているかを測定するため、そ

の改善割合を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値を踏まえ、令和６事務年度計画の

目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標１「酒類業者に対する酒類の取引状況等実態調査件数」 

○参考指標２「酒類の公正な取引に関する基準に基づく指示及び指導件数」 

〇参考指標３「フォローアップ調査の実施状況」 
  

施策 実 2-4：構造・経営戦略上の問題への対応 

取組内容 

中小企業が大半を占める酒類業界が社会経済情勢の変化に適切に対応できるよう、業界団体

が実施する各種の取組を支援していくとともに、中小企業診断士等の専門家を講師とした研修

の開催、融資制度や補助金等の中小企業支援施策等の情報提供、中小企業等経営強化法に定め

る経営力向上計画の作成支援等を実施します。 

酒類業者向けの研修については、酒類業界の状況や課題等を踏まえ、経営管理、マーケティ

ング、ブランド化のほか、海外展開、知的財産等を内容とする研修を実施することにより、酒

類業者の経営改善に向けた自主的な取組を支援します。 

また、日本酒造組合中央会（用語集参照）では、清酒製造業及び単式蒸留焼酎（用語集参

照）製造業の近代化に資するため、「清酒製造業等の安定に関する特別措置法」に基づき、国

内外に対する清酒及び単式蒸留焼酎の振興のための取組を行っています。当該事業について

は、補助金の交付によりその活動を支援します。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実2-4-B-1：構造・経営戦略上の問題への対応 

（令和７事務年度目標） 

業界団体が実施する酒類業者の経営改善のための各種取組については、団体側とも十分に意見交

換を行いつつ、適切に支援を実施します。 

また、酒類業者に対して、酒類業界の状況や課題を踏まえた有効な研修を企画・実施するととも

に、中小企業支援施策等の情報提供や中小企業等経営力強化法に定める経営力向上計画の作成支援
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等について、酒類業者の状況等を踏まえ適切に実施します。業界動向の把握・分析に努め、結果の

情報提供を行います。 

日本酒造組合中央会の近代化支援事業については、制度の趣旨を踏まえた適切な補助金の執行を

確保します。 

（目標の設定の根拠） 

中小企業が多数を占める酒類業界においては、有用な情報提供や研修等の各種取組により、酒類

業者の経営改善に向けた自主的な取組を支援していくことが重要であることから目標として設定し

ています。 

○参考指標１「経営活性化研修の開催回数・参加人数」

施策 実 2-5：独立行政法人酒類総合研究所との連携 

取組内容 

酒類は、原料・製造方法等によりその品目及び税率が定められていることから、酒類の適正

課税や適正表示を確保するための分析・鑑定を実施する必要があるほか、その安全性を確保す

るためにも分析を実施する必要があります。これらのうち、国税局で実施できない高度な分

析・鑑定について、独立行政法人酒類総合研究所と連携して実施します。 

また、酒類の品質水準の向上への対応及び酒類製造業者の技術力の維持強化の支援のため、

国税局で実施する酒類の品質評価会や研究会等への審査員や講師の派遣を依頼するほか、その

研究成果を講習会資料の作成に活用するなど、独立行政法人酒類総合研究所と連携した取組を

実施します。 

定性的な測定指標 

[主要] 実2-5-B-1：独立行政法人酒類総合研究所との連携による支援 

（令和７事務年度目標） 

酒類の適正課税や適正表示の確保、品質・安全性の確保並びに酒類製造業者の技術力の維持強化の

ための支援等に独立行政法人酒類総合研究所と連携して効果的に取り組みます。 

（目標の設定の根拠） 

独立行政法人酒類総合研究所は、酒類に関する高度な分析・鑑定や酒類及び酒類業に関する研究、

調査及び情報提供等を行うことにより、酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資するとともに、酒類業

の健全な発達を図ることを目的としています。当該研究所と連携することは、高度な分析・鑑定、安

全性の確保と品質水準の向上を図ること及び酒類製造業者の技術力の維持強化の支援等の実施のため

に重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「国税庁から独立行政法人酒類総合研究所に対する依頼分析点数」

○参考指標２「独立行政法人酒類総合研究所からの審査員・講師派遣件数」

施策 実 2-6：20 歳未満の者の飲酒防止対策等の推進 

取組内容 

20歳未満の者の飲酒防止等の社会的要請に対応するため、酒類販売管理研修実施団体に対し

て適切な酒類販売管理研修の実施について指導します。 

また、酒類販売管理協力員（用語集参照）を通じて酒類小売販売場の情報収集を行うととも

に、酒類の販売管理調査を実施して酒類販売管理者（用語集参照）選任状況や「二十歳未満の

者の飲酒防止に関する表示基準」の履行状況を確認し、問題点が認められた販売場に対して改

善指導を行い、酒類の適正な販売管理の確保を図ります。 

さらに、関係各省庁と連携して全国的な広報啓発活動を行うほか、酒類業界が取り組んでい

る20歳未満飲酒防止キャンペーンや酒類自動販売機撤廃の取組等について支援するなど、国民

の20歳未満の者の飲酒防止に関する意識の高揚等を図ります。 

また、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を目的としたアルコール健康障害

対策基本法に基づき策定した「アルコール健康障害対策推進基本計画」（令和３年３月26日閣

議決定）を踏まえ、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、関

係各省庁と連携して全国的な広報啓発活動を行うほか、不適切な飲酒の誘引を防止するための
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酒類業界の自主的な取組が促進されるよう支援していきます。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実2-6-B-1：20歳未満の者の飲酒防止対策等の推進の取組 

（令和７事務年度目標） 

20歳未満の者の飲酒防止等を推進するため、酒類の適正な販売管理の確保を図るほか、広報啓発活

動や酒類業界の取組の支援等を行います。 

（目標の設定の根拠） 

社会的要請に対応し、酒類の適正な販売管理体制の整備に取り組むとともに、広報啓発活動を行う

ことは、20歳未満の者の飲酒防止等を推進するために重要であることから目標として設定していま

す。 

○参考指標１「酒類販売管理協力員による酒類販売場の確認場数」 

○参考指標２「酒類販売管理調査場数」 

○参考指標３「酒類自動販売機の設置状況」 
  

施策 実 2-7：酒類に係る資源の有効な利用の確保 

取組内容 

酒類業者や消費者に対する酒類容器のリサイクルや酒類の製造過程において発生する食品廃

棄物の発生抑制等への取組の一層の推進について、10月の「リデュース・リユース・リサイク

ル推進月間（用語集参照）」等において、酒類業団体等を通じて周知・啓発を行います。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実2-7-B-1：酒類に係る資源の有効な利用の確保への対応 

（令和７事務年度目標） 

地球規模の環境問題に関し、酒類容器のリサイクルや食品廃棄物の発生抑制等について、酒類業者

の自主的な取組が促進されるよう、酒類業の事業所管庁として周知・啓発活動を行います。 

（目標の設定の根拠） 

酒類容器のリサイクル等についての周知・啓発活動を行うことは、社会的要請に対応し、酒類に係

る資源の有効な利用を確保するために重要であることから目標として設定しています。 

○参考指標１「酒類業組合等に対する行政施策の説明回数」 
  

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 
  

実績目標に係る予算額 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

 

酒類業の健全な発達の促

進に必要な経費 （千円） 3,360,641 3,152,093 3,494,942 2,164,901  

 

日本産酒類の競争力強

化・海外展開推進事業 

（千円） 

1,332,053 1,200,273 1,350,497 913,729 001364 

清酒製造業近代化事業

費等補助金 （千円） 599,832 620,130 813,164 623,164 001365 

酒類業振興支援事業 

（千円） 
－ － 1,301,695 601,732 018556 

新市場開拓支援事業 

（千円） 
－ 600,000 － － 001831 
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日本産酒類海外展開支

援事業   （千円） 1,401,695 701,695 － － 001421 

独立行政法人酒類総合研

究所運営費交付金に必要

な経費         （千円） 
1,010,829 1,190,170 1,020,691 963,156  

 
独立行政法人酒類総合

研究所運営費交付金 

（千円） 

1,010,829 1,190,170 1,020,691 963,156 001367 

独立行政法人酒類総合研

究所施設整備に必要な経

費             （千円） 

103,289 130,000 133,397 －  

 
独立行政法人酒類総合

研究所施設整備費補助

金     （千円） 
103,289 130,000 133,397 － 002598 

合 計（千円） 4,474,759 4,472,263 4,649,030 3,128,057  

  

 
 

担当部局等 
長官官房（会計課）、課税部（酒税課、酒類業

振興・輸出促進室、鑑定企画官） 
実績評価実施時期 令和８年 10 月 

538



- 67 - 

 

（国税庁 ７実３） 
 
 

 
 

実績目標の内容及び
目標設定の考え方 

税理士及び税理士法人（以下「税理士等」といいます。）は、税務に関する専門

家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税者の

信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るという公

共的な使命を負っています。 

このため、税理士業務である①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談は、税

理士法に別段の定めがある場合を除き、たとえ無償であっても税理士等でない者は

行ってはならないこととされています。 

これらを踏まえ、国税庁は、税理士等が申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重

要な役割を果たすよう、税理士会及び日本税理士会連合会（以下「税理士会等」と

いいます。）との連絡協調を推進するとともに、税理士法に基づき、税理士等に対

する指導監督を的確に実施し、その業務の適正な運営の確保を図ります。 

なお、各種事務の実施に当たっては、税理士会等の要望等も踏まえ、適切な対応

に努めます。 

 

上記の「実績目標 (大)」を達成するための「施策」 

 

実3-1：税理士会等との連絡協調の推進 

実3-2：税理士等に対する指導監督の的確な実施 

実3-3：書面添付制度の普及・定着に向けた取組 

 

関連する内閣の基本方針等 該当なし 

  

施策 実 3-1：税理士会等との連絡協調の推進 

取組内容 

申告納税制度の適正かつ円滑な運営の実現を図る上で、公共的な使命を担う税理士等が果た

すべき役割は、極めて大きなものであるため、税理士会等との定期的な協議会や意見交換会

（以下「協議会等」といいます。）の開催を通じ、幅広い課題について協議・意見交換を行うと

ともに、税理士会等の要望を踏まえた説明会を実施することにより、税理士会等との連絡協調

を推進していきます。 

特に、税理士は、税理士会等が行う研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければな

らないとされている（税理士法第39条の２）ことを踏まえ、税理士会等が開催する研修会や説

明会（以下「研修会等」といいます。）へ講師派遣を行います。 

また、講師派遣を行った研修会等（オンラインによる開催を含みます。）については、アンケ

ート調査を通じて把握した問題点について改善策を講じることなどにより、内容の充実を図り

ます。 

定量的な測定指標 

 

[主要] 
実3-1-A-1：税理士会等
への研修会等の評価  

  （単位：％） 

会計年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 80 80 80 85 85 

実績値 86.9 87.5 86.9 86.0  

（出所）長官官房税理士監理室調 

（注１）数値は、税理士会等への研修会等の評価に関するアンケート調査において、｢良い｣から｢悪い｣の５段階評価で

上位評価（「良い」又は「やや良い」）を得た割合です。 
（注２）令和７事務年度におけるアンケート調査の概要は、P.73に記載しています。 

 

○ 実績目標(大)３：税理士業務の適正な運営の確保 
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（目標値の設定の根拠） 

税理士会等が開催する研修会等の充実を図る観点から、講師派遣を行った研修会等の評価を測定す

るため、アンケート調査による評価を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値等の推移

を踏まえ、令和６事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標１「税理士登録者数の推移」

○参考指標２「税理士会等への研修会等及び税理士会等との協議会等の開催回数」

施策 実 3-2：税理士等に対する指導監督の的確な実施 

取組内容 

税理士業務の適正な運営を確保するため次のとおり取り組み、国民の信頼に応えうる税理士

制度とします。 

１．税理士会等の綱紀監察をテーマとした協議会等の開催 

税理士会等との綱紀監察をテーマとした協議会等を積極的に開催するほか、様々な機会を

活用して、税理士等による税理士法違反行為の未然防止に関する注意喚起を行います。 

２．税理士等に対する的確な調査等の実施 

 税理士法違反行為に関する情報収集の充実に努めるとともに、税理士事務所等に臨場し

て、税理士法等に基づく業務の調査や実態確認（以下「税理士調査等」といいます。）を的確

に実施し、税理士法に違反する行為を行っている税理士等に対しては、懲戒処分等を行いま

す。

税理士等でないにもかかわらず申告書の作成などの税理士業務を行っている者（以下「に

せ税理士」といいます。）については、業務の停止を指導し、必要に応じて捜査当局と連携を

図るとともに、脱税相談等を行う者に対しては、税務相談の停止等の命令を検討するなど、

的確に対応します。 

○参考指標１「税理士会等との綱紀監察をテーマとした協議会等の開催回数」

定量的な測定指標 

[主要] 
実3-2-A-1：税理士専門
官による指導監督等事
務の割合 

（単位：％） 

事務年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

目標値 70 70 70 75 75 

実績値 79.9 80.5 82.5 N.A. 

（出所）長官官房税理士監理室調 

（注１）「指導監督等事務」とは、①税理士等に対する調査（税理士法違反行為があると認められる場合に懲戒処分等

を視野に入れて証拠資料の収集等を行う事務）や実態確認（税理士法違反行為が明らかでない場合などに業務の

執行状況等の実態を確認する事務）、②税理士法第52条違反行為の確認（にせ税理士であると想定される者等に

対して業務の実態を確認する事務）、③情報の収集（税理士法違反行為に関する情報を収集する事務）などの事

務をいいます。 

（注２）令和６事務年度の実績値は、令和６事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（目標値の設定の根拠） 

収集した税理士法違反行為に関する情報に基づき、税理士調査等を実施するなど、税理士等に対し

て指導監督を行うとともに「にせ税理士」に対する的確な対応を行うことは、税理士業務の適正な運

営を確保するために重要であることから目標として設定しています。目標値は、過去の実績値等を踏

まえ、令和６事務年度計画の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標２「税理士等に対する懲戒処分等件数」

○参考指標３「税理士法に基づく税理士等に対する調査等件数」
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施策 実 3-3：書面添付制度の普及・定着に向けた取組 

取組内容 

税理士等は、申告書の作成に関し、計算し、整理し又は相談に応じた事項を記載した書面を

申告書に添付することができます。 

また、税務官公署の職員は、この書面が添付されている申告書を提出した納税者にあらかじ

め日時、場所を通知して税務調査を実施しようとする場合には、その通知前に税務代理権限証

書に記載された税理士等に対し、添付された書面に記載された事項に関して意見を述べる機会

を与えなければならないとされています。 

「書面添付制度」（用語集参照）は、税理士等が作成した申告書について、税務の専門家の立

場からどのように調製されたかを明らかにすることで、正確な申告書の作成・提出に資すると

ともに、税務行政の円滑化が図られます。また、添付書面の作成者である税理士等の社会的信

用の向上にもつながり、ひいては信頼される税理士制度の確立に結び付くものです。 

このようなことから、申告書に添付された書面の記載内容の充実及び添付割合の向上が図ら

れるよう、税理士会等との協議会等において積極的に意見交換を行うとともに、添付書面や税

理士等に対する意見聴取の内容を調査事務に積極的に活用するなどにより、その普及・定着を

図ります。 
定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実3-3-B-1：書面添付制度の普及・定着に向けた積極的な取組 

（令和７事務年度目標） 

書面添付制度の普及・定着を図るため、税理士会等との協議会等において積極的に意見交換を行い

ます。 
（目標の設定の根拠） 

書面添付制度の普及・定着を図ることは、正確な申告書の作成・提出に資するとともに、税務行政

の円滑化が図られ、また、添付書面の作成者である税理士等の社会的信用の向上にもつながり、ひい

ては信頼される税理士制度の確立に結び付くものです。 

申告書に添付された書面の記載内容の充実及び添付割合の向上が図られるよう、税理士会等との協

議会等において積極的に意見交換を行うことは、当該制度の普及・定着に重要であることから目標と

して設定しています。 
○参考指標１「税理士法第33条の２に規定する書面の添付割合（所得税・相続税・法人税）」 

○参考指標２「税理士関与割合（所得税・相続税・法人税）」 

○参考指標３「書面添付制度に関する協議会等の開催回数」 
  

今回廃止した測定指標とその理由 

該当なし 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

  
実績目標に係る予算額 令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度当初 

行政事業レビュー 

に係る予算事業 ID 

 上記の実績目標に関連する予算額はありません。 

  

担当部局名 

長官官房（税理士監理室）、課税部（課税

総括課、個人課税課、資産課税課、法人課

税課） 

実績評価実施予定時期 令和８年10月 
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行政事業レビュー対象事業〔予算事業ＩＤ〕

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

国税庁施設費〔001418〕 業績目標１-３-２ 1

外 60,327,163

61,938,944
外 50,041,811

57,970,267

国税庁の広報活動経費〔001359〕 416,883 業績目標１-３-１ 1･2･5

電話相談センター運営経費〔001360〕 377,555 業績目標１-３-２ 1

1,803,776 実績目標(小)１-１ 4

外 10,285,352
実績目標(小)１-２ ―

2,164,901 実績目標(大)２ ―

日本産酒類の競争力強化・海外展開推進事業
〔001364〕

913,729 実績目標(大)２ 1

清酒製造業近代化事業費等補助金〔001365〕 623,164 実績目標(大)２ 4

新市場開拓支援事業〔001831〕 － 実績目標(大)２ 1

日本産酒類海外展開支援事業〔001421〕 － 実績目標(大)２ 1

酒類業振興支援事業〔018556〕 601,732 実績目標(大)２ 1

4,751,534 業績目標１-４-３ ―

4,702,028 業績目標１-４-３ 1･2

49,506 業績目標１-４-３ 1･2

963,156 実績目標(大)２ ―

963,156 実績目標(大)２ ―

独立行政法人酒類総合研究所運営費交付金
〔001367〕

963,156 実績目標(大)２ 5

外 60,327,163

635,959,988

Ⅱ　令和７事務年度　各目標と予算との対応関係

予算書上の
「項」

令和７年度
当初予算

　　　 （千円）
対応する目標予算書上の

「事項」
関係する
施策番号

国税庁共通費 565,470,181

国税庁一般行政に必要な経費 565,213,158

審議会に必要な経費 257,023

国税庁施設費 2,836,173

国税庁施設整備に必要な経費 2,836,173

2,720,931

審査請求の調査及び審理に必要な経費

― ―

内国税等の賦課及び徴収に必要な経費 実績目標(大)１ ―

税務業務費

税務大学校に必要な経費

国税電子申告・納税システムの運用等に必要な経費

酒類業の健全な発達の促進に必要な経費

国税不服審判所

国税不服審判所の運営に必要な経費

　 　ム関係の予算額です。また、「内国税等の賦課及び徴収に必要な経費」の外書きは、行政事業レビュー対象事業以外の「国税総合

　 　管理（KSK)システム」の予算額47,330,368千円、「法人番号システム等」の予算額2,711,443千円になります。

独立行政法人酒類総合研究所運営費

独立行政法人酒類総合研究所運営費交付金に必要な経費

合　計

（注）　令和７年度当初予算の外書きは、デジタル庁に「（項）情報通信技術調達等適正・効率化推進費」にて一括計上されているシステ
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Ⅲ 附属資料 

令和７事務年度において実施するアンケート調査の概要 

№ 
アンケート名 
[指標名] 

実 施 等 
対 象 者 

実施時期 実施方法 主な質問項目 

１ 

 

e-Taxについてのア

ンケート 

【≪定量的≫測定指

標業1-2-1-1-A-8：e-

Taxの利用満足度】 

（16ページ） 

・e-Taxの利用者等 令和８年１月 

～３月 

・電子申告後にメ

ッセージボックス

に格納される受信

通知からアンケー

トに入力する方式

（主な質問項目②

と③について実

施） 

・ e-Tax ホ ー ム

ページで実施する

アンケートに入力

する方式（主な質

問項目②と③につ

いて実施） 

・「確定申告書等

作成コーナー」で実

施するアンケート

に入力する方式（主

な質問項目①につ

いて実施） 

無記名による５段階評価 

「とても役立つ」、「どちらかとい

えば役立つ」、「どちらともいえな

い」、「あまり役に立たない」、「全

く役に立たない」 

①申告手続の利用メニュー・利用満

足度 

②納付手続の利用メニュー・利用満

足度 

③その他手続（諸申請・届出等）の利

用メニュー・利用満足度 

 

２ 国税の広報について

のアンケート 

【≪定量的≫測定指

標業1-3-1-1-A-1：国

税の広報に関する評

価】 

（29ページ） 

・全国55の税務署 

 

・特定日の来署納 

税者 

 

令和７年４月 

～令和８年３月 

（各四半期の特

定日、計８日間以

上実施） 

 

・税務署の窓口で

配付 

(確定申告期におい

て署外会場で相談

等を行う場合は相

談会場で配付) 

 

・アンケート箱へ

の投函又は郵送 

無記名による５段階評価 

「良い」、「やや良い」、「どち

らとも言えない」、「やや悪い」、

「悪い」 

①国税庁が実施している各種の広

報施策の認知度（テレビ、ラジ

オ、新聞、雑誌、ポスター、ホー

ムページ等） 

②国税の広報全般についての印象 

③情報提供に関する要望 

④税を考える週間の認知度 

⑤税を考える週間についての印象 

・国税庁メール 

マガジン登録者 

令和７年４月 

～令和８年３月 

・国税庁メール 

マガジンでアン 

ケート用URLを 

送付 

 

・オンライン上で 

提出 

３ 国税の広報について

のアンケート 

【≪定量的≫測定指

標業1-3-1-1-A-2：確

定申告の広報に関す

る評価】 

（29ページ） 

 

・「確定申告書等作

成コーナー」の利用

者 

令和８年１月 

～３月 

・「確定申告書等  

作成コーナー」へ

の書き込み方式 

 

無記名による５段階評価 

「とても役立つ」、「どちらかと

いえば役立つ」、「どちらともい

えない」、「あまり役に立たない」、

「全く役に立たない」 

確定申告期の情報提供に関する印

象 

４ 

 

租税教育についての

アンケート 

【≪定量的≫測定指

標業1-3-1-2-A-1：租

税教室等受講者の理

解度】 

（31ページ） 

・全国71の税務署 

 

・租税教室等受講

者 

令和７年４月 

～令和８年３月 

 

・租税教室等実施 

時に配付 

 

・租税教室等実施 

後に回収 

無記名による４段階評価 

「深まった（分かった）」、「や

や深まった（やや分かった）」、

「あまり深まらなかった（あまり

分からなかった）」、「深まらな

かった（分からなかった）」 

租税教育を受けた児童・生徒等の

税に関する理解度 

 

資料１ 
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№ 
アンケート名 
[指標名] 

実 施 等 
対 象 者 

実施時期 実施方法 主な質問項目 

５ 税務大学校における

公開講座についての

アンケート 

【≪定量的≫測定指

標業1-3-1-2-A-2：税

務大学校における公

開講座の内容の満足

度】 

（31ページ） 

・公開講座受講者 令和７年11月中

旬（公開講座開催

期間） 

・公開講座受講後

にアンケートを入

力する方式 

無記名による５段階評価 

「良かった」、「やや良かった」、

「普通」、「やや悪かった」、「悪

かった」 

講座の内容の満足度 

 

 

６ 租税史料室について

のアンケート 

【≪定量的≫測定指

標業1-3-1-2-A-3：租

税史料室(税務情報

センター）見学者の

満足度】 

（31ページ） 

・税務大学校租税 

史料室 

 

・租税史料室の見 

学者･利用者 

令和７年４月 

～令和８年３月 

（見学・利用の都

度） 

 

・玄関又は説明室 

で配付 

 

・アンケート箱へ 

の投函依頼 

無記名による５段階評価 

「良い」、「やや良い」、「普通」、

「やや悪い」、「悪い」 

①租税史料のご理解（満足度） 

②案内・説明の満足度 

③展示方法の満足度 

７ 電話相談センターに

ついてのアンケート 

【≪定量的≫測定指

標業1-3-2-1-A-2：電

話相談センターにお

ける電話相談の満足

度】 

（36ページ） 

・電話相談セン

ター 

 

・特定日の電話相 

談を利用した納 

税者 

令和７年４月 

～令和８年３月 

（各四半期の特

定日、計８日間実

施） 

・相談後に音声ガ 

イダンスによる 

アンケート入力 

方式 

無記名による５段階評価 

「良い」、「やや良い」、「普通」、

「やや悪い」、「悪い」 

①税務相談に満足されたか 

②応接の親切さ、丁寧さ 

③回答の分かりやすさ 

④回答の速さ 

⑤疑問点の解決 

８ 

 

税務署（相談会場）に

ついてのアンケート 

【≪定量的≫測定指

標業1-3-2-1-A-3：税

務署の窓口・相談対

応に対する評価】 

（37ページ） 

・全国524の税務 

署 

 

・特定日の来署納 

税者 

令和７年４月 

～令和８年３月 

（各四半期の特

定日、計８日間以

上実施） 

・税務署の窓口で

配付 

(確定申告期におい

て署外会場で相談

等を行う場合は相

談会場で配付) 

 

・アンケート箱へ

の投函又は郵送 

 

無記名による５段階評価 

「良い」、「やや良い」、「どち

らとも言えない」、「やや悪い」、

「悪い」 

①窓口・相談対応の親切さ、丁寧

さ 

②説明の分かりやすさ 

③対応の適切さ 

④全体的な満足度 

９ 国際研修における講

義についてのアン

ケート 

【≪定量的≫測定指

標実1-5-6-A-1：開発

途上国に対する技術

協力の満足度】 

（57ページ） 

・研修会場等 

 

・研修受講者 

令和７年４月 

～令和８年３月 

 

・研修開始時等に

配付 

 

・研修終了時に回

収 

無記名による５段階評価 

「良い」、「やや良い」、「普通」、

「やや悪い」、「悪い」 

①講義内容の有用性 

②全体的な満足度 

10 技術相談についての

アンケート 

【≪定量的≫測定指

標実2-2-A-1：酒類製

造業者の製造工程の

改善に関する相談の

満足度】 

（62ページ） 

・醸造技術の改善

に関する技術相談

を希望し、国税局

鑑定官室（沖縄国

税事務所間税課を

含む。）職員から

直接対面により技

術相談を受けた酒

類製造業者 

令和７年４月 

～令和８年３月 

 

・調査対象の酒類

製造業者にアン

ケートを交付、回

答を依頼 

無記名による７段階評価 

「極めて良かった」、「良かった」、

「概ね良かった」、「どちらとも

いえない」、「あまり良くなかっ

た」、「悪かった」、「極めて悪

かった」 

①全体的な満足度 

②応対の親切さ・丁寧さ 

③説明の分かりやすさ 

④相談内容・疑問点の解決 
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№ 
アンケート名 
[指標名] 

実 施 等 
対 象 者 

実施時期 実施方法 主な質問項目 

11 税理士会への研修会

等についてのアン

ケート 

【≪定量的≫測定指

標実3-1-A-1：税理士

会等への研修会等の

評価】 

（67ページ） 

・税理士会

・説明会等の出席

者

令和７年４月 

～令和８年３月 

・説明会の会場等

で配付及び回収

無記名による５段階評価 

「良い」、「やや良い」、「普通」、

「やや悪い」、「悪い」 

①全体的な印象 

②研修のテーマ 

③説明の分かりやすさ 

④内容の有用度 

⑤資料の充実度 

  （注）「アンケート名」欄の【 】内は指標名を表します。 
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令和７事務年度において実施するサンプル調査の概要 

№ 指標名 
実施場所 

調査対象 
実施時期 調査方法 

１ 

 

所得税還付金の６週間以

内の処理件数割合 

【≪定量的≫測定指標実

1-1-1-A-2】 

（６ページ） 

 

・全国55の税務署 

 

・収受した所得税還付申告書 

 

令和８年２月～５月 

 

還付金支払決定日ごとに還付件

数の１％（小数点以下切上げ）を

無作為に抽出し、これらの申告書

提出日を調査することにより所要

日数を把握する。 

 

２ 電話相談センターにおけ

る10分以内の相談割合 

【≪定量的≫測定指標業

1-3-2-1-A-1】 

（36ページ） 

 

・電話相談センター 

 

・特定日の電話相談 

 

令和７年４月 

～令和８年３月 

（各四半期の特定日、

計20日実施） 

 

調査日に受電した全ての電話相

談について、受付時から終了時ま

での時間を測定する。 

 

 

資料２ 
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用 語 集 

あ 青色申告会 

青色申告制度の普及と誠実な記帳によ 

る適正な申告の推進を目的として、個人事

業者の青色申告者を中心に結成された団体

です。 

青色申告制度 

事業所得、不動産所得又は山林所得を生

ずべき業務を行う者が、税務署長の承認を

受け、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、

その記帳に基づいて正しい申告をすること

で、所得の計算などについて有利な取扱い

が受けられる制度です。 

アジア税務長官会合（ＳＧＡＴＡＲ） 

アジア太平洋地域における税務行政の国

際的な協力の促進、共通の諸問題について

の意見交換を行う場であり、令和６年10月

現在、18か国・地域の税務当局が加盟して

います。 

正式名は、Study Group on Asia-Pacific  

Tax Administration and Researchです。 

い 移転価格税制 

国外の関連企業（国外関連者）との取引

価格が第三者間の取引価格（独立企業間価

格）と異なることにより、我が国の課税所

得が減少している場合に、その取引が独立

企業間価格で行われたとみなして所得を計

算し課税する制度です。国外関連者との取

引を通じた海外への所得の流出を防止、適

正な国際課税の実現を図る観点から、移転

価格課税を行うための制度が昭和61年度税

制改正で導入されました。主要先進国をは

じめ多くの国で導入されています。 

インボイスコールセンター 

消費税の軽減税率制度及び適格請求書等 

保存方式に関する一般的な質問・相談に対

応するために設置されている電話相談セン

ターです。 

か 確定申告書等作成コーナー 

国税庁がインターネット上で提供するサ

ービスであり、納税者がスマートフォン、

パソコン、タブレット端末を使用して、画

面の案内に沿って金額等を入力することに

より所得税、消費税、贈与税の申告書や青

色申告決算書などを作成できるシステムで

す。 

なお、作成したデータをe-Taxで送信する

こともでき、また、印刷して書面で税務署

に提出することができます。 

間税会 

間接税についての知識を習得し、自主的

な申告納税体制の確立を通して、円滑な税

務運営に協力することを目的として結成さ

れた団体です。 

き 技術協力 

開発途上国の社会・経済の開発の担い手

となる人材を育成するため、日本の技術や

技能、知識を開発途上国に提供し、あるい

は、その国の実情にあった適切な技術など

の開発や改良を支援するとともに、技術水

準の向上、制度や組織の確立や整備等に寄

与することです。 

キャッシュレス納付 

現金を使用しない納付方法である①振替

納税、②ダイレクト納付、③インターネッ

トバンキング等による納付、④クレジット

資料３ 
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カード納付及び⑤スマホアプリ納付をいい

ます。 

共通報告基準（ＣＲＳ） 

外国の金融機関等を利用した国際的な脱

税及び租税回避に対処するため、平成26年

にＯＥＣＤにおいて、非居住者の金融口座

情報を税務当局間で定期的に交換するため

の国際基準として策定・公表されたもので

す。令和７年６月現在、100を超える国・地

域の税務当局がこれに基づく情報交換を実

施しています。 

正式名は、Common Reporting Standard

です。 

業務センター室 

複数の税務署の内部事務を集約処理する

組織で、令和３年７月から各国税局に設置

されています。 

く 国別報告事項（ＣｂＣＲ） 

多国籍企業グループの国、地域ごとの収

入金額、納付税額及び活動状況等に関する

情報をいいます。ＢＥＰＳ報告書において、

グループの最終親会社等がその居住地国の

税務当局に提供することが求められており、

租税条約等に基づき、その税務当局からグ

ループの構成会社等の居住地国に提供され

ます。 

正式名は、Country by Country Report

です。 

け 原告訴訟 

滞納者が債務超過の状態で国税を納付せ

ずに所有財産を第三者に贈与等をした場合

や滞納者の債務者が差押債権の取立てに応

じない場合に、滞納国税を徴収するため、

国が原告となって提起する詐害行為取消訴

訟や差押債権取立訴訟などの民事訴訟をい

います。 

こ 公金受取口座 

「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実

施のための預貯金口座の登録等に関する法

律」に基づき、希望者が金融機関にお持ち

の預貯金口座を一人一口座、マイナンバー

とともに国に登録し、給付金等の支給を受

ける際に利用を申し出ることができる口座

です。 

更正の請求 

既に行った申告について、納税額の計算

が法律の規定に従っていなかったり、計算

に誤りがあったりしたために、税額を過大

に申告した場合や還付金が少なかった場合

などに行う手続です。この手続は、誤りの

内容を記載した更正の請求書などを税務署

に提出することにより行います。 

なお、更正の請求ができる期間は、原則

として法定申告期限から５年以内です。 

公売 

差し押さえた財産を金銭に換えて滞納国

税に充てるため、入札又は競り売りの方法

で強制的に売却する処分をいいます。 

コーデックス委員会 

消費者の健康の保護、食品の公正な貿易

の確保等を目的として、1963年に国連食糧

農業機関（ＦＡＯ）及び世界保健機関（Ｗ

ＨＯ）により設置された国際的な政府間機

関です。 

国際食品規格の策定等を行っています。 

国税総合管理（ＫＳＫ）システム 

全国の国税局と税務署をネットワークで

結び、申告・納税の事績や各種の情報を入

力することにより、国税債権などを一元的
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に管理するとともに、これらを分析して税

務調査や滞納整理に活用するなど、地域や

税目を越えた情報の一元的な管理により、

税務行政の根幹となる各種事務処理の高度

化・効率化を図るために導入した基幹シス

テムです。 

 

国税モニター 

広聴活動の一環として、地域・職域にお

けるオピニオンリーダー等の経験・見識に

基づき、主に当庁が実施している広報広聴

施策等の取組に関する意見・要望等をお聴

きするために、各国税局において委嘱して

いる方をいいます。 

 

さ 詐害行為取消訴訟 

国が、滞納者から第三者に対する財産の

贈与など、債権者（国）を害する行為（詐害

行為）の効力を否定して、滞納者から離脱

した財産をその第三者から取り戻して差押

えをするために提起する訴訟をいいます。 

 

し シェアリングエコノミー等新分野の経済 

活動 

シェアリングビジネス・サービス、暗号

資産（仮想通貨）取引、ネット広告（アフィ

リエイト等）、デジタルコンテンツ、ネット

通販・ネットオークションその他新たな経

済取引を総称した経済活動のことをいいま

す。 

 

事前確認 

納税者が税務当局に申し出た独立企業間

価格の算定方法等について、税務当局が事

前に確認を与えた場合には、納税者がその

内容に基づき申告を行っている限り、移転

価格課税は行わないという制度です。 

相互協議を伴う事前確認は、独立企業間

価格の算定方法等について、対象取引の当

事者が所在する複数国の税務当局間で相互

協議を行った上で、実施する事前確認です。

移転価格課税の適用についての予測可能性

を確保すると同時に二重課税のリスクを回

避することを目的としています。 

   

 集中電話催告センター室 

新たに発生する滞納事案等について集中

的に所掌し、早期かつ反復的に電話催告等

を行うことにより、効果的・効率的な滞納

整理を行うために全国の各国税局に設置さ

れている組織をいいます。 

 

守秘義務 

税務職員が税務調査などで知った秘密を

漏らした場合には、国税通則法により、国

家公務員法上の刑事罰（１年以下の懲役又

は50万円以下の罰金）よりも重い刑事罰（２

年以下の懲役又は100万円以下の罰金）が課

せられます。 

これは、①税務職員は、調査の過程で納

税者の財産上、一身上の秘密を知り得る立

場にあるので、その秘密を漏らさないよう

義務付けることにより、納税者の秘密を保

護する必要があること、②納税者の秘密を

漏らしてしまうと、税務職員と納税者との

信頼関係が損なわれ、納税者の協力が得ら

れなくなり、適正・公平な課税の実現が困

難となって、円滑な税務行政の運営に重大

な支障を来すためです。 

 

酒類に関する公正な取引のための指針 

公正取引の確保に向けた酒類業者の自主

的な取組を促進し、酒税の確保及び酒類の

取引の安定を図ることを目的に、全ての酒

類業者が自主的に尊重すべき酒類に関する

公正な取引の在り方について国税庁の考え

方を提示するとともに、公正取引委員会と

の連携方法等を明らかにしたものです。 
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酒類の公正な取引に関する基準 

酒類の販売価格は、一般的にはその販売

に要する費用に利潤を加えたものが合理的

であるとの考え方の下、酒税の保全及び酒

類の取引の円滑な運行を図ることを目的に、

酒類の公正な取引について、酒類業者が遵

守すべき基準（国税庁告示）を定めたもの

です。 

 

酒類の地理的表示（ＧＩ）制度 

酒 類 の 地 理 的 表 示（ Ｇ Ｉ :Geog

raphical Indication）制 度 とは、

地域の共有財産である「産地名」の適切な

使用を促進する制度です。 

お酒にその産地ならではの特性が確立さ

れており、産地からの申立てに基づき、国

税庁長官の指定を受けることで産地名を独

占的に名乗ることができ、産地にとっては、

地域ブランド確立による「他の製品との差

別化」、消費者にとっては、一定の品質が確

保されていることによる「信頼性の向上」

という効果があります。 

 

酒類販売管理協力員 

国税局長の委嘱を受けて、酒類販売場に

おける20歳未満の飲酒防止に関する表示や

酒類の店頭価格の状況を確認し、税務署に

連絡する業務を行う者をいいます。 

 

酒類販売管理者 

酒類業組合法第86条の９の規定に基づき

選任された者をいいます。酒類販売管理者

は、酒類の販売業務に従事する使用人等に

対して、関係法令の規定を遵守して酒類の

販売業務を実施するために必要となる助言

又は指導を行います。 

 

酒類輸出コーディネーター 

海外における日本産酒類の販路拡大を支

援するため、日本産酒類のさらなる流通が

期待できる都市に、酒類流通に関して知見

や人脈を有する「酒類輸出コーディネータ

ー」を配置し、商談会の企画・実施、日本産

酒類プロモーションセミナーなどの業務を

実施することにより、日本産酒類のさらな

る輸出促進を図っています。 

令和６年度においては、19の国・地域に

設置しています。 

 

書面添付制度 

申告書の作成に関して計算や相談した事

項を記載した書面を税理士等が申告書に添

付することができるという制度です。 

この書面が添付されている申告書を提出

した納税者に対してあらかじめ日時、場所

を通知して税務調査を実施する場合には、

その通知前に、税務代理をする税理士等に

対して、添付された書面の記載事項に関す

る意見陳述の記載を与えなければならない

こととされています。 

 

せ 税源浸食と利益移転（ＢＥＰＳ） 
多国籍企業が、各国の税制や租税条約等

を巧妙に組み合わせて、課税所得を人為的

に操作し、グローバルに租税の軽減を図っ

ている問題です。 

 

税務に関するコーポレートガバナンス 

税務について経営責任者等が自ら適正申

告の確保に積極的に関与し、必要な内部体

制を整備することをいいます。 

 

税理士会 

税理士と税理士法人の義務の遵守、税理

士業務の改善進歩に資するために、支部と

会員の指導、連絡や監督を行うことを目的

とする税理士法に定められた団体です。 
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そ 相互協議 

租税条約等の規定に基づき、①国際的な

二重課税が移転価格課税等により生じた場

合、又は生じると納税者が考える場合、あ

るいは②納税者が独立企業間価格の算定方

法等に係る二国間の事前確認を求める場合

において、国税庁が納税者の申立てを受け

て租税条約等の締結国・地域の税務当局と

の間で協議を行う手続です。 

 

租税教育推進関係省庁等協議会 

平成23年度税制改正大綱を受けて、国税

庁、総務省、文部科学省及び日本税理士会

連合会（賛助会員）が連携・協働して租税

教育の充実に向けて取り組むために組織さ

れた協議会をいいます。 

 

租税条約 

我が国が締結した国際的二重課税の回避

や脱税の防止のための条約をいい、相互協

議や情報交換、徴収共助等に関する規定も

置かれています。 

 

た 滞納処分免脱罪 

納税者が差押えなどの滞納処分の執行や

徴収共助の要請による徴収を免れる目的で

その財産の隠蔽等を行う犯罪です。隠蔽等

を行った納税者には、３年以下の拘禁刑若

しくは250万円以下の罰金、又はこれらの両

方が科されます。 

 

ダイレクト納付 

事前に税務署に届出をしておけば、e-Tax

を利用して電子申告等をした後に、届出を

した預貯金口座から、簡単な操作で即時又

は期日を指定して納付することができる方

法です。 

 

単式蒸留焼酎 

でん粉質原料（米、大麦及び芋等）など

を発酵させ、これを単式蒸留機で蒸留した

もので、米焼酎、麦焼酎、芋焼酎、泡盛な

ど、原料による特色がある我が国固有の蒸

留酒です。 

 

ち 地方税ポータルシステム（eLTAX） 

地方税における手続について、インター

ネットを利用して電子的に行うシステムで

す。 

 

地方税務協議会等 

国税当局及び地方税当局の担当者などを

もって、国税及び地方税の事務運営につき

連絡協調を図るために組織された協議会を

いいます。 

なお、当該協議会には、国税局又は都道

府県単位の地方税務協議会及び税務署単位

の地区税務協議会があります。 

 

調査課所管法人 

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める

省令に基づき、国税局の調査部が所管する、

原則として資本金１億円以上の大法人と外

国法人のことをいいます。 

 

徴収共助 

租税を徴収するための権限は自国の領域

外で行使することはできないという執行管

轄権の制約がある中で、租税条約に基づき、

各国の税務当局が協力して、互いの租税債

権を徴収する制度です。 

 

徴収システム 

国税総合管理（ＫＳＫ）システムのうち、

徴収事務を担っている業務システムをいい

ます。滞納事案の進行管理や各種分析等を

的確に行うことができます。 
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て デジタルインボイス 

標準化され構造化された電子インボイス   

のことであり、請求情報（請求に係る情報）

を売り手のシステムから、買い手のシステ

ムに対し、人の手を介することなく、直接

データ連携し、自動処理される仕組みです。

その際、売り手・買い手のシステムの差異

は問いません。 

電話相談センター 

国税に関する質問・相談に対し、適切か

つ効率的に対応するため、各国税局に設置

されている部署をいいます。 

と 独立行政法人酒類総合研究所 

酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資す

るとともに、酒類業の健全な発達を図り、

併せて酒類に対する国民の認識を高めるこ

とを目的とし、酒類に関する高度な分析及

び鑑定、酒類及び酒類業に関する研究、調

査及び情報提供等の業務を行う法人です。 

に 日本産酒類輸出促進コンソーシアム 

酒類製造者と卸売業者のマッチング支援

を行うほか、輸出に関する情報提供や、専

門家による個別相談など、様々な支援メニ

ューを提供している国税庁及び関係機関を

運営主体とするコンソーシアム（共同事業

体）です。 

日本酒造組合中央会 

酒類業組合法に基づき酒税の保全及び酒

類業界の安定を目的として、清酒、単式蒸

留焼酎等の製造業者により組織された全国

単位の団体です。 

の 納税協会 

「税知識の普及に努め適正な申告納税の

推進と納税道義の高揚を図り企業及び地域

社会の発展に貢献」することを目的として、

大阪国税局の各税務署管内に設立された団

体です。 

納税証明書 

申告書を提出した場合の納付税額、所得

金額又は未納の税額がないことなどを証明

する書類です。金融機関から融資を受けた

り、資格審査を受けたりするときに「納税

証明書」を求められることがありますが、

e-Tax又は所轄税務署の窓口で交付請求手

続を行って入手することができます。 

納税貯蓄組合 

納税資金の備蓄による租税の円滑な納付

を目的として組織された団体です。 

ひ 評価倍率 

路線価が定められていない地域の土地等

を評価する場合に用いる倍率のことをいい、

相続税や贈与税の税額を算定する際の基準

となります。 

標準地 

路線価等作成の基準とするため、鑑定評

価等を実施する地点をいいます。 

ふ 振替納税 

申告所得税や個人事業者の消費税につい

て、あらかじめ納税者から税務署又は金融

機関に対して依頼書を提出することにより、

指定した金融機関の預貯金口座から納付税

額が自動的に引き落とされ納付が完了する

手続です。 

へ 閉庁日 

行政機関の休日に関する法律に定められ

た日をいい、具体的には、次の日になりま

す。   
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なお、これらの日は、通常、業務を行っ

ていません。 

① 土曜日及び日曜日 

② 祝日及び休日 

③ 12月29日から1月3日までの日 

 

ほ 法人会  

税知識の普及や適正な申告納税制度の確

立を図ることを目的として、法人により結

成された団体です。 

 

 法定資料 

株式等の配当や不動産の賃借料など一定

の金銭等を支払った者が、所得税法等の規

定に基づき税務署長に提出する資料をいい、

「配当等の支払調書」や「不動産の使用料

等の支払調書」など、全部で63種類ありま

す。 

 

法定資料以外の資料情報 

税務当局が収集する資料情報のうち、法

定資料以外のものをいいます。 

 

ま マイナポータル 

政府が運営するオンラインサービスであ

り、子育てや介護をはじめとする行政手続

がワンストップでできたり、行政機関から

のお知らせを確認できたりする個人ごとの

ポータルサイトです。 

 

マイナポータル連携 

年末調整・所得税確定申告手続について、

マイナポータル経由で、給与所得の源泉徴

収票や、控除証明書等のデータを一括取得

し、各種申告書への自動入力を可能とする

機能のことです。 

 

  マイページ 

登録されている本人（法人）情報に加え、

還付金等の処理状況や各税目に関する情報

（各種届出等）をe-Taxで確認することがで

きる利用者ごとのページです。 

 

ゆ 有機酒類  

環境への負荷をできる限り低減して生産

された農産物として一定の要件を満たすも

の又は環境への負荷をできる限り低減し、

及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法

によって生産された畜産物として一定の要

件を満たすものを専ら原料又は材料として

製造し、又は加工したものとして、酒類に

おける有機の表示基準（平成12年12月国税

庁告示第７号、令和４年10月廃止）に基づ

いて「有機農産物加工酒類」等と表示した

酒類又は日本農林規格等に関する法律（昭

和25年法律第175号）に基づいて有機加工食

品の日本農林規格による格付を受けた酒類

をいいます。 

 

り リデュース・リユース・リサイクル推進 

月間 

「リデュース・リユース・リサイクル（３

Ｒ）推進月間」は、関係省庁において毎年

10月、循環型社会を構築するため、国民一

人一人の理解と協力を得るべく、行政、事

業者及び消費者の幅広い参加による運動を

展開することとしているものです。 

 

ろ 路線価 

路線（道路）に面する標準的な宅地の１

平方メートル当たりの価額のことをいい、

相続税や贈与税の税額を算定する際の基準

となります。 

 

Ｂ  ＢＥＰＳ報告書 

税源浸食と利益移転（ＢＥＰＳ）の問題

に対処するため、ＯＥＣＤが平成24年に立

ち上げたＢＥＰＳプロジェクトの報告書
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（平成27年９月公表）をいいます。本報告

書では、Ｇ20財務大臣・中央銀行総裁会議

の要請により策定された15項目からなる

「ＢＥＰＳ行動計画」について、国際的に

協調してＢＥＰＳの問題に有効に対処して

いくための対応策が勧告されています。 

Ｅ  e-Tax 

所得税、法人税、消費税、相続税、贈与

税、印紙税、酒税などの申告、全税目の納

税、国税関係法令に規定されている申請・

届出等について、インターネット等を利用

して電子的に手続を行うことができるシス

テムです。   

Ｇ ＧＳＳ（ガバメントソリューションサー

ビス） 

ＧＳＳは、デジタル庁が提供する標準的

な政府共通の業務実施環境（パーソナルコ

ンピュータやネットワーク環境）です。 

最新の技術を積極的に活用することで、

場所を選ばない働き方の安全な実現、情報

共有やコミュニケーションの円滑化と活性

化、業務の自動化、ＩＴ化を強力に促進し

ます。  

なお、国税庁においては、令和７年７月

から順次利用を開始する予定です。 

Ｉ ＩＴ導入補助金 

経済産業省及び中小企業庁が所管する、

中  小企業・小規模事業者等の労働生産

性の向上を目的として、業務効率化やＤＸ

等に向けたＩＴツール（ソフトウェア、サー

ビス等）の導入を支援する補助金です。 

Ｊ ＪＦＯＯＤＯ（ジェイフードー） 

ＪＦＯＯＤＯは、独立行政法人日本貿易

振興機構（ジェトロ）に設置された、日本

産の農林水産物・食品のブランディングの

ためにオールジャパンでの消費者向けプロ

モーションを担う組織です。 

正式名称は、「日本食品海外プロモーショ

ンセンター」です。 

Ｏ ＯＥＣＤ税務長官会議（ＦＴＡ） 

税務行政上の課題について各国のベスト

プラクティスの共有等を図るため、平成14

年にＯＥＣＤ租税委員会の下に設置された

税務当局の長官級のフォーラムであり、令

和７年３月現在、ＯＥＣＤ加盟38か国に非

加盟16か国・地域を加えた54か国・地域が

参加しています。 

正式名は、Forum on Tax Administration

です。 

Ｕ ＵＩ/ＵＸ 

ＵＩは、User Interfaceの、ＵＸは、User 

Experienceの略であり、一般的に、製品や

サービスを利用する際の情報機器等におけ

るやり取りの仕組みと利用前後を通じて得

られる経験等を意味するとされています。 
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